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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月２０日（月）午前１０時２分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時　　　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安 藤 　 薫  副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 　教育長　箸尾谷知也
教育総務部長　山本和憲　　　総務課長　溝口哲也　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘　同部次長　若狭孝太郎　

同部参事兼こども教育課長　小林寿弘　　学校教育課長　荒木智雄　

同課参事　野本憲宏　　　　教育支援課長　撰田裕美

生涯学習部長　宮部善隆　　　生涯学習課長　柳瀬哲宏同課長代理　伊部貴雄　

文化スポーツ課長　辻　稔秀

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 同局書記　長澤佳子

１．審査案件

認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時２分　開会）

○安藤薫委員長　ただいまから、文教常

任委員会を開会いたします。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　まず、最初に、安藤議員さん、そして

大澤議員さんには、このたびの正副委員

長、ご就任おめでとうございます。

　本日は、秋の行事等々、何かとお忙し

い中、委員会をお持ちいただきまして大

変ありがとうございます。

　本委員会では、平成２５年度の歳入歳

出決算のご審査を賜りますが、何とぞ慎

重審査の上、ご認定いただきますよう、

よろしくお願いいたします。

　一旦、退席をさせていただきます。

○安藤薫委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、東委員

を指名いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山本教育総務部長。

○山本教育総務部長　おはようございま

す。

　まず、教育委員会事務局全体にかかわ

ります内容についてご説明をいたします。

　教育委員会事務局におきましては、皆

様ご存じのように、平成２６年４月１日

に組織の改正がございました。そのため、

今回の決算内容説明は、現在所管をして

おります部署にて補足説明をさせていた

だき、ご質問への対応につきましても同

様とさせていただきます。そのため、平

成２５年度決算書及び決算概要の記載部

署と対応する部署が異なる場合がござい

ますので、よろしくお願いいたします。

　それでは、認定第１号、平成２５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、教

育総務部が所管しております事項につき

まして、目を追って、その主なものにつ

いて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございます。

　３２ページから３４ページ、款１３使

用料及び手数料、項１使用料、目６教育

使用料は、学童保育室保育料などでござ

います。

　３６ページ、款１４国庫支出金、項１

国庫負担金、目１民生費国庫負担金は、

児童手当負担金、児童扶養手当負担金で

ございます。

　３８ページ、項２国庫補助金、目２民

生費国庫補助金は、児童虐待等総合事業

費補助金、母子家庭自立支援給付金事業

補助金でございます。

　４０ページ、目５教育費国庫補助金は、

学校で使用する教材用備品に係る理科教

育等設備整備費補助金、千里丘小学校、

味生小学校などの耐震補強等工事に係る

学校施設環境改善交付金などでございま

す。

　４２ページ、款１５府支出金、項１府

負担金、目１民生費府負担金は、児童手

当負担金でございます。

　４４ページから４６ページ、項２府補

助金、目２民生費府補助金は、乳幼児医

療、ひとり親家庭医療に対する医療費補

助金などでございます。

　４８ページ、目７教育費府補助金は、

学童保育室の運営に対する放課後児童健

全育成事業費補助金、学童保育室の整備

に対する子育て支援のための拠点施設整

備費補助金などでございます。

　５０ページ、款１７寄附金、項１寄附

金、目１寄附金は、就学支援に関する事

業に対する一般寄附金でございます。
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　５２ページ、款１９諸収入、項３貸付

金元利収入、目１奨学資金貸付金元金収

入は、奨学資金貸付金の償還金でござい

ます。

　６０ページ、項４雑入、目２雑入は、

学校給食費負担金、日本スポーツ振興セ

ンターの保護者負担となる掛金、ひとり

親家庭医療費返還金、乳幼児医療費返還

金などでございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　１１８ページ、款３民生費、項２児童

福祉費、目１児童福祉総務費は、家庭児

童相談室の運営に係る非常勤職員等の賃

金、家庭児童相談室相談員の報償金、ファ

ミリーサポートセンター運営委託料、市

立児童センターの指定管理料などでござ

います。

　１２０ページ、目２児童措置費は、児

童手当や児童扶養手当の扶助費などでご

ざいます。

　１２０ページから１２４ページ、目３

児童福祉施設費は、地域子育て支援嘱託

員に係る賃金、つどいの広場に係る委託

料などでございます。

　１２４ページ、目４母子福祉費は、ひ

とり親家庭の支援を行う母子自立支援嘱

託員賃金や母子家庭高等技能訓練促進費

などでございます。

　目５乳幼児等医療助成費は、乳幼児等

に対する医療費や中学校修了までの子ど

もに対する入院医療費助成に要した経費

でございます。

　目６ひとり親家庭医療助成費は、ひと

り親家庭に対する医療費助成に要した経

費でございます。

　続きまして、１７４ページ、款９教育

費、項１教育総務費、目１教育委員会費

は、教育委員に係る諸経費で、教育委員

の報酬などでございます。

　同ページから１７６ページ、目２事務

局費は、教育委員会事務局の運営全般に

かかわります経費で、校務員補助嘱託員、

こども安全巡視員の賃金、新１年生の入

学祝いのランドセルの購入費、個人登録

をしていただいております小学校受付員

の報償金、児童に貸与いたします防犯ブ

ザーの購入費や通学路における交通専従

員業務委託料、団体登録されておられま

す小学校受付員の委託料、私立高等学校

等学習支援金、高等学校進学の支援に係

る奨学資金貸付金などでございます。

　１８２ページから１８４ページ、項２

小学校費、目１学校管理費は、１０小学

校の運営、施設設備の維持管理に要した

経費で、教科用や通常の学校管理に必要

とする消耗品、施設維持のための光熱水

費や修繕料、施設の管理に必要な法定点

検等の委託料、夜間における機械警備委

託料や学校管理委託料、管理用及び教科

用の備品や図書の購入費などでございま

す。

　１８４ページ、目２教育振興費は、卒

業記念品の購入費、理科教育等の備品購

入費、要保護及び準要保護児童に対する

扶助費などでございます。

　同ページから１８６ページ、目３保健

衛生費は、学校医、学校歯科医、学校薬

剤師の報酬、各種健康診断等の報償金及

び委託料、学校管理下における児童の災

害に対する日本スポーツ振興センター負

担金、要保護及び準要保護児童に対する

医療扶助費などでございます。

　１８６ページ、目４学校給食費は、給

食調理員パート等の賃金、給食に係る賄

材料費、衛生管理の委託料、味舌小学校、

鳥飼西小学校、鳥飼北小学校の給食調理

業務等委託料や準要保護児童に対する給

食費扶助などでございます。

　目５支援学級費は、各小学校の支援学
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級の運営に要した備品や物品の購入に要

した経費でございます。

　目６建設事業費は、鳥飼小学校、摂津

小学校の各校舎に係る耐震補強工事の実

施設計費や別府小学校の屋内運動場、鳥

飼西小学校、千里丘小学校、味生小学校

の各校舎に係る耐震補強等工事に要した

経費などでございます。

　なお、繰越明許費は、摂津小学校校舎

の耐震補強等工事に係る経費でございま

す。

　同ページから１９０ページ、項３中学

校費、目１学校管理費は、５中学校の運

営、施設設備の維持管理に要した経費で、

小学校と同様、教科用や通常の学校管理

に必要となる消耗品、施設管理のための

光熱水費や修繕料、施設の維持に必要な

法定点検等の委託料、夜間における機械

警備委託料や学校管理委託料、管理用及

び教科用の備品、図書の購入に要した経

費などでございます。

　１９０ページ、目２教育振興費は、卒

業記念品の購入、理科教育等の備品購入

費、要保護及び準要保護生徒に対する扶

助費などでございます。

　目３保健衛生費は、学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の報酬、各種健康診断等

の報償金及び委託料、学校管理下の生徒

の災害に対応するための日本スポーツ振

興センター負担金などでございます。

　目４学校給食費は、平成２７年６月か

ら実施予定の中学校給食に伴う配膳室実

施設計委託料でございます。

　目５支援学級費は、中学校の支援学級

の運営に要した物品や備品の経費でござ

います。

　１９２ページ、目６建設事業費は、耐

震工事等に係る第三中学校、第四中学校

の校舎の実施設計費や第一中学校、第二

中学校の耐震二次診断の経費、第二中学

校体育館の耐震補強等工事などでござい

ます。

　なお、繰越明許費は、第三中学校、第

四中学校の各校舎の耐震補強等工事に係

る経費でございます。

　同ページから１９４ページ、項４幼稚

園費、目１幼稚園管理費は、３幼稚園の

施設設備の維持管理及び消耗品の購入な

どに要した経費で、小・中学校と同様、

施設管理のための修繕料、施設の維持に

必要な法定点検等の委託料などでござい

ます。

　１９４ページ、目３保健衛生費は、幼

稚園の園医、歯科医、薬剤師の報酬、園

児に対する各種健康診断等の報償金及び

委託料などでございます。

　１９８ページから２００ページ、項５

社会教育費、目３青少年対策費は、社会

教育指導嘱託員報酬や学童保育室運営に

係る指導員の賃金、消耗品、備品等の購

入などに要した経費、千里丘小学校、味

舌小学校の学童保育室の工事に係る経費、

わくわく広場の運営委託料などでござい

ます。

　以上、教育総務部の所管いたします決

算内容の補足説明とさせていただきます。

○安藤薫委員長　続いて、登阪次世代育

成部長。

○登阪次世代育成部長　おはようござい

ます。

　それでは、認定第１号、平成２５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、次

世代育成部が所管しております事項につ

きまして、決算書に従い、その主なもの

について補足説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、決算書の

３０ページをお開きください。

　款１２分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金、節２児童福祉費負担

金は、認可保育所に係る保育料でござい
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ます。

　なお、私立保育園保育料のうち、未還

付金１万５，８５０円につきましては、

還付対象者の還付請求手続が出納閉鎖期

間を過ぎたためであり、平成２６年度に

過年度還付金として返還いたしておりま

す。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目２民生使用料、節１児童福祉施設使用

料は、市内保育所敷地内の関西電力電柱

及び支線の用地占用料でございます。

　３２ページ、目６教育使用料、節４幼

稚園保育料は、市立幼稚園の入園金及び

保育料でございます。

　次に、３６ページ、款１４国庫支出金、

項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金、

節２、児童福祉費負担金は、民間保育所

運営に対する負担金でございます。

　４０ページ、項２国庫補助金、目５教

育費国庫補助金は、節３の市内幼稚園在

園児の保護者に対する幼稚園就園奨励費

補助金でございます。

　次に、４２ページ、款１５府支出金、

項１府負担金、目１民生費府負担金、節

２児童福祉費負担金は、民間保育所運営

に対する負担金でございます。

　次に、４４ページから４７ページ、項

２府補助金、目２民生費府補助金、節１

社会福祉費補助金は、市町村が地域の実

情に沿って取り組む地域福祉及び子育て

支援事業に対する地域福祉・子育て支援

交付金、節４、児童福祉費補助金は、休

日保育、延長保育等の保育所運営に対す

る保育所運営費補助金、保護者連絡用メー

ル配信システムや学校部活動振興相談員

配置等に対する地域福祉・子育て支援交

付金（特別枠）、民間保育所の改修等に

対する大阪府安心こども基金特別対策事

業費補助金、節１１の認可外保育施設に

関する事務の権限移譲交付金でございま

す。

　また、４８ページ、目７教育費府補助

金は、節２の小学校の通学路の安全指導

を行うスクールガード・リーダー配置に

対する補助金、節４の自分の意見や考え

を英語で伝えられる生徒の育成を目指す

使える英語プロジェクト事業補助金でご

ざいます。

　次に、６０ページ、款１９諸収入、項

４雑入、目２雑入、節１雑収入は、保育

所に係る児童主食費負担金、べふこども

園に係る幼稚園給食等負担金、市立幼稚

園預り保育利用料、保育所職員給食費負

担金、園外保育バス借上料保護者負担金

でございます。

　続きまして、歳出でございます。

　決算書の１１６ページをお開きくださ

い。

　１１６ページから１２０ページ、款３

民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉

総務費の主なものは、節１報酬は子ども・

子育て会議委員報酬、節８報償費は土曜

しゅくだい広場運営に係る報償費、節１

３委託料は子ども・子育て支援事業計画

策定委託料、節１９負担金、補助及び交

付金は、簡易保育所補助金、障害児保育

補助金、民間保育所建替えに対する児童

福祉施設整備費補助金、民間保育所に対

する運営費補助金及び運営費負担金、民

間保育所に対する保育士等処遇改善臨時

特例事業補助金などでございます。

　次に、１２０ページから１２４ページ、

目３児童福祉施設費は、市内４保育所の

施設管理運営に係る経費のほか、保育所

保健、給食に係る経費、旧三宅スポーツ

センター体育室から子育て総合支援セン

ター遊戯室への建物用途変更に係る委託

料、保護者連絡用メール配信システムに

係る経費などでございます。

　次に、１７４ページからの款９教育費、
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項１教育総務費、目２事務局費の主なも

のは、障害児介助員や障害児等支援員の

賃金でございます。

　次に、１７８ページ、目３教育センター

費の主なものは、不登校や教育相談に対

応する教育指導嘱託員の報酬、不登校傾

向にある児童生徒への支援を行うさわや

かフレンドの報償費、小・中学校でのイ

ンターネットを活用した教育の推進とホー

ムページを活用した情報発信にかかわる

通信運搬費、教育センターの維持管理に

伴う光熱水費や委託料などでございます。

　次に、同ページからの目４教育指導費

の主なものは、中学校の部活動を推進す

るために配置する中学校部活動振興相談

員や経験の浅い教職員の巡回指導を行う

学校教育相談員に対する教育指導嘱託員

報酬、小・中学校に配置いたしておりま

す学級補助員や学校読書活動推進サポー

ター、家庭教育相談員の賃金、学習サポー

ターやスクールソーシャルワーカーの報

償費、国際理解教育のための小・中学校

の英語指導助手派遣、小学校２年生を対

象に実施しておりますシュア・スタート

確認調査の委託料、研究学校園及び教育

関係団体等への補助金などでございます。

　次に、目５教育推進費の主なものは、

中国帰国子女等への日本語指導や土曜つ

ながり推進事業における指導員の配置に

要する報償費などでございます。

　次に、目６人権教育指導費の主なもの

は、教員を対象とした人権教育研修会の

講師への報償金などでございます。

　項２小学校費、目１学校管理費、１８

６ページ、項３中学校費、目１学校管理

費は、パソコン附属部品及び教育用ソフ

ト購入に要する消耗品費、コンピューター

教室に設置いたしておりますパソコン等

の修繕料などが主なものでございます。

　次に、１９２ページから１９４ページ、

項４幼稚園費、目１幼稚園管理費は、市

立幼稚園及びべふこども園の管理運営に

係る経費のほか、教材等備品購入に係る

経費、国、府幼稚園長会負担金などでご

ざいます。

　次に、１９４ページ、目２教育振興費

は、私立幼稚園保護者に対する就園奨励

費補助金及び園児保護者補助金でござい

ます。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○安藤薫委員長　続いて、宮部生涯学習

部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成２５年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、生涯学習部が

所管しております事項につきまして、目

を追って、主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジをお開きください。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目６教育使用料は、テニスコート、青少

年運動広場、温水プール、体育館など、

市立体育施設や学校体育施設、公民館な

どの使用料で、前年度に比べまして３．

７％の減となっております。

　次に、４０ページ、款１４国庫支出金、

項１国庫負担金、目４土木費国庫補助金

の社会資本整備総合交付金は、スポーツ

センター耐震補強工事実施設計に係る補

助金でございます。

　次に、６２ページ、款１９諸収入、項

４雑入、目２雑入は、生涯学習課に係る

チャレンジャークラブ参加負担金、せっ

つ生涯学習大学受講料、文化スポーツ課

に係る摂津音楽祭審査料、水泳などの各

種スポーツ教室及び摂津ふれあいマラソ

ンの参加費などの収入で、前年度に比べ

まして１９．３％の減となっております。
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これは、温水プール改修工事のため、そ

の期間中、水泳教室の開催を中止したこ

とにより減収となったものでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

９６ページをお開きください。

　款９教育費、項５社会教育費、目１社

会教育総務費は、社会教育委員報酬など、

社会教育の一般的事務に係る経費でござ

います。

　次に、同ページからの目２文化振興費

は、こども展覧会、市美術展、演劇祭、

摂津音楽祭など、各種文化振興事業に係

る経費でございます。

　次に、１９８ページからの目３青少年

対策費は、青少年指導員報酬のほか、こ

どもフェスティバル、成人祭、チャレン

ジャークラブ、青少年ゆめ・感動体験事

業など、青少年の健全育成に係る経費及

び青少年関係団体への活動補助金などで

ございます。

　次に、２００ページ、目４公民教育費

は、摂津生涯学習大学講師報償金、家庭

教育学級運営委託料など、社会教育関係

事業に係る経費でございます。

　次に、２０２ページ、目５公民館費は、

市立公民館５館の館長報酬、各公民館に

配置されている社会教育指導嘱託員の報

酬、また各種講座や公民館まつりの開催

など、公民館の管理運営に係る経費でご

ざいます。このうち、修繕料の主なもの

は、鳥飼東公民館外壁改修工事に係るも

のでございます。

　次に、同ページからの目６文化財保護

費は、文化財保護審議会委員報酬など、

文化財の調査、保存、啓発に係る経費で

ございます。

　次に、２０４ページ、項６図書館費、

目１、図書館総務費は、摂津市民図書館

等協議会の開催に係る経費でございます。

　次に、同ページ、目２図書館管理費は、

市民図書館及び鳥飼図書センターの指定

管理料のほか、図書館システム保守委託

料など、市民図書館及び鳥飼図書センター

の管理運営に係る経費でございます。こ

のうち、図書購入費は１万３０５冊の図

書の購入に要した経費でございます。

　次に、同ページからの項７保健体育費、

目１保健体育総務費は、スポーツ推進委

員報酬や、大阪府体育連合など、各種社

会体育団体に対する負担金などに係る経

費でございます。

　次に、同ページ、目２体育振興費は、

市長杯総合スポーツ大会など市主催スポー

ツ事業や、体育協会など社会体育団体が

実施するスポーツ事業及び地区市民体育

祭実施に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目３体育施設費

は、温水プール、市立体育館等の社会体

育施設の指定管理料や温水プール及び柳

田テニスコートの改修工事請負費など、

体育施設の管理運営に係る経費でござい

ます。このうち、修繕料の主なものは、

鳥飼体育館ベランダ防水工事に係るもの

でございます。

　以上、生涯学習部にかかわります、平

成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算

の補足説明とさせていただきます。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　それでは、決算概要を中心に、何点か

質問をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

　まず初めに、１５２ページになります。

就学前教育推進事業についてです。

　平成２５年度は、就学前教育にかかわ

る機関であります市内全ての保育所、幼

稚園、小学校で「就学前教育実践の手引

き」を活用しながら、就学前教育の充実
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と就学前教育から義務教育への円滑な接

続を図る取り組みを実践され、保育所、

幼稚園、小学校において、家庭、地域と

の連携についても取り組みを進められま

した。

　事業の中身については、一つは就学前

教育実践懇談会、また就学前教育推進検

討委員会を開催されました。また、保育

士、幼稚園教諭などを対象に、「就学前

教育実践の手引き」を活用した講演会や

情報交換会を開催されましたが、それぞ

れの取り組みの内容、事業の中身につい

てお聞かせください。

　また、「せっつ子育てつながりブック」

を保護者の方へ、参観等を通じて内容の

説明をされたと思いますが、周知につい

てもお聞かせいただきたいと思います。

　それから、決算額の執行率が４７．１

％だったということで、節約等々してい

ただいたと思うんですけれども、それの

中身についてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、２点目。こども園管理運営

事業についてでございます。１５２ペー

ジです。

　べふ幼稚園、別府保育所の一体運営の

メリットを生かして、べふこども園とし

てスタートいたしました。快適に生活で

きる環境づくり、そして統一的なカリキュ

ラムや合同保育、合同活動、混合クラス

実施に向けての職員、保護者間の交流な

ど取り組み内容について、詳しく事業の

中身をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、次は８６ページになります。

地域子育て支援運営事業についてでござ

います。

　市内それぞれの地域において、つどい

の広場、べふかるがも広場を開催されま

して、居場所としての環境づくりや、親

子が交流し気軽に相談できる場として取

り組んでいただいておりますが、つどい

の広場での子育て情報の提供や地域のボ

ランティアグループの協力を得ての講座

等の開催について、また乳幼児を持つ子

育て中の方からどのようなご相談を受け、

関係機関につないでいかれたのか等々、

取り組み内容についてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、８４ページになります。市

立児童センター運営事業についてでござ

います。

　就学前の親子と小学生の安全な遊び場

として、また親子教室や季節の行事など

を開催されました。実施内容について、

２５年度の取り組みについてお聞きした

いです。

　中でも、地域との連携を深めるため、

大阪人間科学大学の学生を実習生として

受け入れられました。どのような取り組

みをされたのか、お聞きしたいと思いま

す。

　それから、５つ目です。８８ページ、

保護者連絡用電子掲示板・メール配信事

業についてでございます。

　保護者へ災害や緊急連絡、不審者情報

等を正確かつ迅速に行うため、保護者の

方へのメール配信を実施されました。保

育所、こども園保護者を対象に２月から

メール配信を開始し、対象世帯の８２％

が登録されたということでございますけ

れども、中身についてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、６番目、１４０ページです。

小中一貫教育推進事業についてでござい

ます。

　義務教育終了後、社会において自立し

て生きる力を育むために、９年間の義務

教育を一貫した目標のもとで計画的に実

施されました。１つ目には９年間を見通

した系統性のある教育活動の推進につい
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て、また生きる力を育む上での「つなが

る力」の構築であります。中学校区の児

童生徒間の人間関係づくりの取り組みに

ついて、目指した目標と取り組み内容に

ついて、またどのような成果があったの

か事業の中身についてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、１３６ページになります。

小中学校通学区事業でございます。

　交通専従員さんを各地域に配置して、

関係課、関係機関、例えば道路管理課、

そして道路交通課と連携して行った作業

等々、お聞かせいただきたいと思います。

　この交通専従員さんの配置については、

事務報告書でも載っていたと思うんです

けれども、改めて詳しい部分をお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、次に小・中学校の耐震補強

等事業について、１４６ページと１５０

ページに当たると思います。

　平成２７年度で耐震工事は１００％と

いうことで、この２５年度も設計、また

工事等々取り組んでいただきましたが、

中でも関連してきます非構造部材の作業

といいますか、改修工事等々の中身につ

いても改めて２５年度どのような工事等々

点検をされたのか、お聞かせいただきた

いと思います。

　それから、次に１３８ページ、学校部

活動等助成事業についてでございます。

　これも事務報告書に載っていたと思う

んですけれども、事業の中身についてお

聞かせいただきたいと思います。１３人

の外部指導者、それから４４３回派遣し

たということで認識はしておるんですけ

れども、事業の中身についてお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、次に１４０ページの教育関

係団体補助金事業で、中身についてはた

くさんあると思うんですけれども、スクー

ルリーダーの取り組み、土曜しゅくだい

広場やスクール広場、リスクマネジメン

トの研修、事業改善の取り組み等々、中

身についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、もう1点は１４４ページと

１４８ページになると思います。小・中

学校の教育用コンピューター事業の中身

について、２５年度実施されたことにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

　それから、次に１５９ページです。地

域学校連携活動支援事業についてでござ

います。

　これも、２５年度の取り組み内容の詳

細について、確認をしておきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。

　それから、次にこどもフェスティバル

開催事業についてです。

　これは、特に事業の中身と安全対策に

ついて、２５年度はどのようにフェスティ

バルの安全対策について取り組まれたか、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、次に公民館まつり事業につ

いてでございます。

　市内六つの公民館で毎年開催されてお

りますけれども、平成２５年度は、２４

年度に比べて参加人数が３，２００人ほ

ど減少になっております。そういったこ

とを含めて、開催の中身についてお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、１６４ページです。スポー

ツ振興事業についてでございます。

　これも、２５年度の取り組みの中身に

ついてお聞かせいただきたいと思います。

　以上です。１回目、終わります。

○安藤薫委員長　答弁をお願いします。

　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　それでは、こ

ども教育課にかかわります３点につきま

して、ご答弁させていただきます。
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　まず１点目、就学前教育の充実に関す

るご質問でございましたけれども、平成

２５年度におきましては、市内公私立の

保育所、幼稚園、小学校の関係者、子育

て支援団体、学識経験者等で構成する就

学前教育実践懇談会を２回開催いたしま

した。また、公立保育所、幼稚園、小学

校関係者で構成いたします就学前教育推

進検討委員会も２回開催をさせていただ

きました。

　議論の中身といたしましては、就学前

教育の充実であったり、小学校との連携、

またべふこども園の状況等についてもお

話をしていただいたところでございます。

中でも「就学前教育実践の手引き」を平

成２３年度に策定いたしましたけれども、

この手引には内容、年齢ごとの発達の姿

や教育・保育の内容を記載して、０歳か

ら小学校１年生までの年齢に応じた具体

的な実践事例を盛り込んでおります。こ

の内容のさらなる充実を図り、就学前教

育から小学校への円滑な接続を図るため、

さらに実践事例の追加についても議論を

していただきました。そのような中で、

実践事例の追加を行うなど内容の充実を

図っているところでございます。

　また、就学前教育と学校教育をつなぐ

といったテーマの下に、講演会を開催さ

せていただきました。その講演会の後に

は、それぞれ公私立の保育所、幼稚園の

参加者が、担当年齢別に園を超えて集まっ

ていただきまして、取り組み内容や課題

についての情報交換をさせていただきま

した。公私立の区別なく、摂津の就学前

教育について、意識の高揚、またその結

果を園に持ち帰って、いろいろご議論、

お話をしていただけたものと考えており

ます。

　保護者に配付する「せっつ子育てつな

がりブック」につきましては、ただ単に

配るだけではなしに、園長、所長等から、

保護者として、家庭として、子どもたち

に伝えていただきたいこと、環境設定等

のお話も含めて、配付をさせていただい

ているところでございます。

　２点目のべふこども園でございますけ

れども、べふこども園につきましては本

市で初めて保育所と幼稚園を一体的に運

営する施設として、平成２４年度に開設

をいたしまして、今年度３年目を迎えて

おります。

　また、べふこども園については、当初

から幼稚園児への給食の提供や、０歳児

保育を実施する、地域の子育て支援拠点

をつくるなど、新たな取り組みをしてお

りましたけれども、２６年度からは、５

歳児を混合クラスとしております。

　この、今年度の５歳児の混合クラスに

ついては、４歳児のころから混合クラス

に向けまして、子どもたちの合同活動や

合同保育に取り組んできたところでござ

います。混合クラスがスタートいたしま

したけれども、子どもたちにとっては友

達が増えたこと、また帰る時間や来る時

間、長期休暇等の違いはありますけれど

も、大きな戸惑いもなく、スムーズに受

け入れてくれているものと考えておりま

す。保護者の方についても、つながり会

議といった場でご意見をいただいており

ますけれども、子どもたちのほうから聞

く名前が増えたであったり、入学時の知

り合いが増えて心強いといった声も聞い

ております。

　そういったことで、今後も一体的運営

のメリットを生かし、混合クラスだけで

はなしに、さまざまな取り組み、事業内

容を進めていきたいと考えております。

　３点目の保護者連絡用メール配信シス

テムでございます。

　このシステムは、保護者の方などに緊
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急連絡等をする必要があった場合、事前

に登録された保護者の携帯電話や自宅の

パソコンにメール配信をするものでござ

います。また、あわせて同様の内容をイ

ンターネット上の掲示板に掲載しており

ますので、登録機種以外からも指定され

たアドレスを入力すれば、メール配信と

同じ内容を確認できるようにしておると

ころでございます。

　メール配信については、不審者情報や

脅迫犯罪行為といった情報、児童の安全

にかかわる情報など、学校園所にかかわ

らず発信すべき内容については教育委員

会事務局から、学校行事等、それぞれ個

別の情報発信については各学校園所から

発信することとしております。保育所、

べふこども園は平成２６年２月から開始

いたしましたけれども、幼稚園につきま

しても平成２６年４月から、小・中学校

についても２６年６月から、運用を開始

しているところでございます。

　今後も、このシステムが子どもの安全・

安心だけでなく、市と保護者の情報共有

のツールとなるように、関係部署と連携

を図りながら取り組みを進めていきたい

と考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず、質問の番号で言いますと３番目、

地域子育て支援運営事業についてでござ

います。

　この事業につきましては、つどいの広

場という形で、市内８か所で開催してお

りますけれども、地域の親子の居場所と

して、また親子が交流して気軽に相談で

きる場として充実を図っているものでご

ざいます。子育ての孤立感や不安の解消

を図ることを目的として、実施をしてま

いっております。

　平成２５年度は、味舌地区におけるち

いさなおうちにおきまして、日数を週３

日から５日に拡充、実施をしてきたとこ

ろでございます。

　子育て情報の発信といたしましては、

チラシやつどいの広場の冊子をつくりま

して、配付いたしておりますし、また、

これまでつくっております子育てガイド

などを通じて、情報発信を行っておりま

す。

　また、相談の内容といたしましては、

孤立感を感じておられる保護者の方に対

して、場合によっては、保健師を紹介さ

せてもらったり、家庭児童相談室を紹介

させてもらったりという形で、各機関と

連携して実施をしているところでござい

ます。

　ボランティアの件につきましては、地

域子育て支援センターにおいて、従来か

ら、行事のときなどにボランティアさん

に来ていただいて連携をしており、また

近年におきましては、お父さんのパパっ

こクラブという事業を開催しております。

その中で、卒業生のお父さんに、翌年度、

今度は運営をしていただくという立場で

加わっていただくなどの取り組みを進め

てきております。

　引き続きまして、市立児童センター運

営事業につきましてでございますけれど

も、児童センターにつきましては、就学

前の親子と小学生の安全な遊び場として、

また親子のつどいの場として、季節を通

して異年齢の交流を図っている事業でご

ざいます。

　本市におきましては、社会福祉法人摂

津市社会福祉事業団に指定管理という形

で運営をしていただいております。

　昨年度は、年間２９７日の開館を行い
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まして、延べ２万６，４０３人、１日に

平均いたしますと８９人のご利用をいた

だいております。自由来館として小学生

に安全な遊びを提供したり、また０歳か

ら就学前までの親子に対して年齢別にコー

スを設け、７９回の教室を開催いたしま

した。

　地域との連携といたしまして、ボラン

ティアの受け入れを積極的に推し進めて

おります。昨年度につきましては、７３

日、延べ４１２人のボランティアさんの

受け入れをしておりまして、特に大阪人

間科学大学につきましては積極的にご協

力いただき、各行事のときにご参加をい

ただいております。児童からアンケート

をいたしまして、夏祭りを実施しており

ます。その中で、お化け屋敷なども児童

の意見を聞いて取り入れておりますけれ

ども、スタッフだけではなかなか困難で

ございましたけれども、この大学生のボ

ランティアなどに協力してもらって、実

施に踏み切ることができたものでござい

ます。今後とも、各方面と連携をして、

実施していただけるように取り組んでま

いりたいと思っております。

　続きまして、質問の番号でいきますと

１２番になるかと思いますけれども、地

域学校連携活動支援事業につきましてご

答弁申し上げます。

　この事業につきましては、学校、家庭、

地域がそれぞれ役割と責任を自覚いたし

まして、地域全体で教育に取り組む体制

づくりを支援するという目的で実施して

おります。本市の場合、すこやかネット

の取り組みとして、各中学校区別に特色

ある取り組みを開催していただいており

ます。

　全体の取り組みといたしましては、地

域学校連携活動支援実行委員会を年間２

回開催をしました。内容につきましては、

各校区の代表などにお集まりいただき、

情報の交換をしております。また、各中

学校区におきまして、それぞれ特色ある

テーマを掲げて実施をしていただき、清

掃活動や野外活動、それから見守り活動、

また情報誌の発行などをしていただいて

います。

　昨年度の特色ある取り組みといたしま

しては、第一中学校区におきまして「地

域における声かけ活動とネットに関する

問題」というテーマで講習会を開催いた

だきまして、６７人の参加をいただいて

おります。

　今後、このような活動が各校区に広が

りますように、支援を進めてまいりたい

と思っております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、８番目にご

質問いただきました、小・中学校耐震補

強等事業における中身についてご説明さ

せていただきます。

　小・中学校耐震補強等工事につきまし

ては、平成２５年度末で８４．６％の実

施率で、計画的に実施させていただいて

おります。

　その中で、ご質問いただきました非構

造部材の工事の中身について、主に避難

所となります体育館内部の窓ガラスやバ

スケットゴール、照明器具などの非構造

部材の落下防止等の対策を２５年度に実

施させていただいております。

　具体的な学校といたしましては、鳥飼

東小学校、鳥飼北小学校の体育館、また

第三中学校、第五中学校につきましても

同様に、体育館において照明器具落下防

止対策改修を実施いたしております。あ

わせて、別府小学校の体育館につきまし

ては、耐震補強工事とあわせて内部非構

造部材耐震対策を実施いたしております。
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　なお、ガラスの飛散防止、バスケット

ゴールの落下防止につきましては点検を

実施させていただきまして、対策の必要

がないという判断をいただいております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　７番目の小中学

校通学区事業の答弁をさせていただきま

す。

　まず、交通専従員の配置と、各課と連

携して取り組んできた事業というご質問

ですけれども、交通専従員につきまして

は、通学路の危険な箇所に配置すること

により児童の登下校における交通安全の

確保を図るということで実施をしてきて

いる事業でございます。平成２５年度は

シルバー人材センターに委託し、１８か

所、２６人を配置して実施しました。信

号のない交差点や踏切などの箇所に配置

し、児童を見守っております。２５年度

は、この交通専従員のマニュアルを整備

し、安全な通学にさらに寄与できるよう

に取り組んできました。

　引き続き、各課との連携で取り組みを

進めてきた内容といたしまして、平成２

４年の４月に発生いたしました亀岡市の

交通事故を受けまして、本市でも通学路

の安全対策の取り組みを進めております。

摂津警察署や道路交通課、また道路管理

課などと共同して、対応しています。

　対応策といたしまして、啓発看板や電

柱幕の設置を行ったり、堤防の草刈り、

また道路改修にあわせての路面標示の更

新や路側線の設置、停止線の位置変更、

交通専従員の配置や学校での安全指導な

どを実施しました。

　昨年度の主な取り組みといたしまして

は、鳥飼北小学校の通用門を下校時も活

用できるように整備をしております。ま

た、道路管理課と連携し、通学路の道路

標識を市内１５か所に設置してました。

交通専従員につきましては、おそろいの

ベスト配付し、ドライバーや地域の方か

ら、さらなる安全意識の向上を持ってい

ただくようにしております。一部の地域

では実施方法を見直し、児童に同行して

安全確保なども行っています。

　今後とも、各課と連携し、さらに取り

組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　まず６番目にござ

いました、小中一貫教育の推進について

お答え申し上げます。

　小中一貫教育に関しましては、摂津市

全体で小中一貫教育推進協議会を開催し

ております。年４回開いておりますけれ

ども、全体、または各中学校区ごとに集

まり話し合いをしております。特に力を

入れておりますのは、「キャリア教育全

体計画」で、総合的な学習でありますと

か、あるいは特活や教科もそうなんです

けれども、同じような取り組みが重なら

ないように、９年間を見通してどうして

いくか、教科の部分以外の部分について、

表にまとめて、全体計画的なことでまと

めるような作業をいたしております。

　あと、ジュニアハートプログラムとい

う取り組みを、人間関係づくりとして続

けております。従来、小学校６年生の年

度末に、同じ中学校に上がる６年生同士

で簡単な課題を協力して克服するような

関係で交流しておりましたが、昨年度に

第三中学校区では、中学校に上がってか

らのクラスづくり、クラス単位の人間関

係づくりにシフトさせておりまして、い

ずれは全ての中学校区で、中学１年生に

入ってすぐの段階で人間関係づくりを行

うジュニアハートプログラムを行うよう
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に考えております。

　リーダー性を発揮できる児童でありま

したり、中学校の教員も参加して見てる

中でのいろいろな取り組みによって交流

することは、十分図れていると考えてお

ります。

　次に、９番目にご質問のありました学

校部活動等助成事業でございます。

　この事業の中身は、退職校長を活用し

た部活動振興相談員の派遣もございます

けれども、主に学校部活動指導者、経験

の浅い教員もふえておりまして、従来の

クラブの指導に関しましては、その専門

でない教員が当たることもございますの

で、各部活動の内容について専門的な知

識を持って、部活動の運営方針をよく理

解した者に外部指導者として指導に当たっ

ていただいている報酬でございます。

　２５年度につきましては、全中学校に

派遣しているんですけれども、１２クラ

ブ、延べ４４３回の派遣をいたしており

ます。ほぼ、予算を執行できるように派

遣をいたしております。

　続きまして、１０番目の教育関係団体

補助金事業についてでございます。

　これにつきましては、生活指導研究協

議会や人権教育研究会への補助をいたし

ております。特に、スクールリーダーに

関しましては、せっつ・スクール広場等

で活用しております。せっつ・スクール

広場、スクールリーダーの育成につきま

しては、ミドルリーダーが学校経営に視

点を持つというような観点の広場、それ

から経験の浅い教員がいろんな人間関係

づくりや、そのあたりをどういうふうに

クラス経営をしていくかというような講

座、それから授業づくりといたしまして

国語科の研究推進をはかるような広場、

その三つを設置して研修をしております。

　最後に、１１番目、小中教育用コンピュー

ター事業についてでございます。

　これは、小学校のコンピューター教室

のパソコンが、ウインドウズＸＰ問題で

セキュリティーの関係上ネット接続が難

しくなりましたので、教育用コンピュー

ターを各教室で複数台使用できるように、

普通教室に無線ＬＡＮを整備いたしまし

た。その費用と、もう一つは年々のメン

テナンスです。常に消耗品等の経費がか

かってまいりますので、そのようなこと

で使用させていただいております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、１３番

目のご質問、こどもフェスティバル開催

時における安全対策についてのご答弁を

させていただきます。

　こどもフェスティバルでございますが、

子どもたちの健やかな成長と親子のふれ

あいを深める機会といたしまして、また

関係団体の活動発表の機会、拡充を図る

目的といたしまして、昭和５９年からは

こどもカーニバル、平成２年からはこど

もフェスティバルとして開催させていた

だいており、平成２５年度におきまして

は５０団体の協力によりまして、約１万

人の来場者がございまして、非常に大き

なイベントとなっております。

　このように来場者が多く、また大正川

河川敷、水辺という環境でのイベントで

ございますことから、安全対策には十分

に配慮させていただいており、当日は警

備会社の警備員を２５名、会場内に配備

いたしますほか、実行委員また市職員に

よる見回りを行いまして、危険箇所のチェッ

クなどを行わせていただいており、けが

や事故等の発生のないよう注意し、運営

させていただいております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　伊部課長代理。
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○伊部生涯学習課長代理　公民館まつり

の参加者数の件につきまして、答弁させ

ていただきます。

　地域の連帯感や文化を育むために、地

域住民や公民館登録クラブ員等の協力を

得て、公民館まつりを開催しております。

　平成２５年度は、５月１８日の味生公

民館に始まり、１１月１６日の別府公民

館まつりまで、６公民館で開催をいたし

ました。

　参加者数についてでございますが、平

成２３年度が１万９，６５８人、平成２

４年度が２万３，２０７人、平成２５年

度が２万人となっております。

　このまつりの参加者数につきましては、

これまで６館とも集計方法にばらつきが

ありましたので、まつりに参加する協力

者の数やチケットの売り上げ枚数をもと

に、全６館で統一した結果でございます。

今後は、６館とも統一した集計方法によ

り参加者数を把握してまいります。

　以上です。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは、スポー

ツ振興事業にかかわりますご質問に対し

てお答えいたします。

　スポーツ振興事業につきましては、そ

の主なものといたしまして報償金と団体

の補助金がございます。

　報償金につきましては１５万７，５０

０円で、こちらは第６７回、昨年度行わ

れました大阪府総合体育大会の選手派遣

に伴う報償費でございます。昨年度の大

会につきましては、１２種目、３１５人

の選手を摂津市体育協会から派遣させて

いただいておりますので、その出場者に

対しまして一人当たり５００円の報償費

を支出いたしました。

　あと、団体の補助金関係でございます。

レクリエーション協会補助金でございま

すけれども、こちらは現在レクリエーショ

ン協会に加盟しておられます競技といた

しまして、フォークダンスに関します団

体が１団体、ソフトバレーが２団体、イ

ンディアカが７団体の計１０団体ござい

ます。こちらのほうは、競技ごとに１万

５，０００円掛ける３種目ということで、

４万５，０００円を支出させていただき

ました。

　あと、スポーツ少年団本部補助金でご

ざいます。こちらのほうは、現在市内に

ございますスポーツ少年団のチームとい

たしまして、少林寺拳法１団体、日本拳

法１団体、バレーボール２団体、軟式野

球２団体、サッカー２団体、ラグビー１

団体の計９団体がございます。こちらに

対しまして、１団体当たり１万３，５０

０円の補助金を支出させていただきまし

た。

　また、体育協会補助金でございます。

こちらは、６０万円を執行いたしており

ますが、こちらの主な使途といたしまし

ては、体育協会で実施していただいてお

ります体育協会杯の実施に充てられてお

ります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁ありがとうござ

います。

　１点目の就学前教育推進事業について、

ご答弁をいただきました。市内全ての保

育所、幼稚園、小学校での「就学前教育

実践の手引き」を活用した取り組み、ま

た学校、地域との連携、大事であると思

いますが、この家庭、地域との連携につ

いての取り組みについて、それから２５

年度の実施内容の分についてご答弁いた

だきましたが、この際お聞かせいただき

たいと思うんですけども、取り組まれた

成果も踏まえて、今後の課題もお聞かせ
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いただきたいと思います。

　それから、２点目のこども園管理運営

事業について、ご答弁をいただきました。

先日も、私自身こども園の運動会等行か

せていただきまして、就学前の子どもさ

んが保育所、また幼稚園の枠を超えて一

緒に運動会をされてまして、すごく新鮮

な感じがしたわけでございますけども、

この際お聞かせいただきたいと思うんで

すけども、一つはべふこども園として運

営されましたけども、摂津市域内におい

てこども園の運営について、例えばもう

１か所こども園等々実施されていくのか

どうか、行革にもそういったことがあっ

たと思うんですけれども、その部分、今

後の考え方ということでお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、３点目の地域子育て支援運

営事業についてでございます。ご答弁い

ただきました。つどいの広場でアンケー

トを実施されたと思いますけども、どの

ような意見があったのか、そして子育て

を通した地域のつながりなどの成果につ

いて、そして今後の課題についてさらに

お聞きしておきたいと思います。

　それから、４点目の市立児童センター

運営事業についてでございます。地域に

出向いていって、遊びの提供を行う移動

児童館の取り組みといいますか、考え方

について、お聞きをしたいと思います。

　それから、５点目に保護者連絡用電子

掲示板・メール配信事業についてご答弁

いただきました。すごくニーズは高いと

思いますし、多くの保護者の方が便利に

利用していただいていると思うんですけ

ども、またそれとあわせて、これはいろ

んな不審者の情報であったりそういった

角度で配信をしていただいておると思い

ますけども、例えば、市の広報、これは

担当課違いますけども、広報と連携をとっ

て、今回ありました子育て世帯臨時特例

給付金であったり、さまざまなイベント

情報であったり、子育て情報をあわせて、

これは希望の方になってくるかなと思い

ますけども、子育て支援として、教育委

員会としての観点で、そういう子育て情

報を保護者の方の携帯、あるいはスマー

トフォンへメールで配信する取り組みを、

これは教育委員会を超えていくと思うん

ですけども、できないかということです

ね。そういった考えをお持ちなのかどう

か、お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、小中一貫教育推進事業につ

いてでございます。９年間の取り組みと

いうことで、さまざまな観点で取り組ん

でいただいてまして、ご答弁をいただい

たわけであります。

　私自身も、何とか子どもたちのために

という思いで、毎日ではないんですけど

も通学路等に立たせていただいて、その

とき感じることは、小学校の児童も中学

校の先生も、中学校の生徒も、地域の方

も、朝交わっていくわけですけども、そ

んなときに人間基礎教育ではないですけ

ども、挨拶ができる子はすごくしてくれ

る、中には恥ずかしいという状況で返し

てくれない子もいてると思うんですけど

も、あいさつ運動を小中連携で、基本的

なことですけども、そういうお話も会議

等でしていただいてると思います。

　小学校の児童と中学校の生徒が挨拶、

児童と生徒同士が挨拶する中で、もっと

結ばれていくのではないかなという思い

がしたんです。その観点でお聞かせいた

だけたらと思います。

　それから次に、小中学校通学区事業に

ついて、交通専従員さんの配置、それか

ら、道路交通課、道路管理課との連携に

よっての安全対策等についてご答弁をい

ただきました。
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　今現在、この交通専従員さんについて

の要綱みたいなものは、なかったという

ふうに認識をしておるわけですけども、

市内の小学校によってはたくさん交通専

従員さんが配置されてる小学校もありま

すし、地域の方が子どもたちの安全対策、

見守ってくれてるところもございますし、

民生委員さん等見守っていただいている

ところもございます。

　そういったきっちりした要綱を作成し

ながら、例えばきっちりと信号の設置さ

れているところには、専従員さんは配置

しないという方針なんですということで、

地域の方にしっかり説明をしていくのも

一つは大事かなと思います。

　その一つは要綱をつくっていくという

ことと、それから要綱をつくりながら、

今後取り組んでいくということと、もう

一つはそういった予算づけも、予算もつ

けないとだめですけども、交通専従員さ

んの増員の考えは今後あるのかどうか、

その辺の角度でお聞きしたいと思います。

　それから、次に、小・中学校耐震補強

等事業について、非構造部材を中心にご

答弁をいただきました。耐震工事もしっ

かりと進めていっていただく中で、非構

造部材というのは本当に大事と思います。

学校の施設は、地域の方が災害時の避難

場所となっておりますので、しっかりと

非構造部材も点検しながら、だめなとこ

ろについては作業していただくように、

よろしくお願いをいたします。これは要

望としておきます。

　それから、次に、学校部活動助成事業

についてご答弁をいただきました。限ら

れた予算の中で外部指導員等の派遣をし

ていただいて、運営をしていただいてい

るわけですけども、例えば保護者の方、

それから学校の先生からもう少し拡充を

してほしいというお声がありましたら、

お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、次に、小中学校教育用コン

ピューター事業についてご答弁をいただ

きました。その教育環境の充実の観点か

らお聞きをしたいと思うんですけれども、

学校のＩＣＴ環境の整備という形で、い

わゆる電子黒板であったり、パソコンで

あったり、デジタルテレビ等を活用して

の授業の進め方について、いろいろ会議

を行われたり、研修を行われたり進めて

いっていただいてると思うんですけども、

本当にＩＣＴの環境整備について、今の

状況で環境は整っているのかどうか、そ

の辺も含めてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、次に、教育関係団体補助金

事業ということでご答弁をいただいたわ

けであります。これは、特色ある学校づ

くりの推進ということでさまざま取り組

んでいただいてると思うんですけども、

この際お聞きをしておきたいと思います

けども、群馬大学の片田教授に摂津市の

防災アドバイザーとして就任をいただい

て、講習会等行われて、大変たくさんの

先生方も参加されてたと思うんですけど

も、そういう摂津市の実情に合った防災

教育の取り組みについて、どのように考

えておられるのか、特色ある学校づくり

という観点でお聞きをしておきたいと思

います。

　それから、次に、地域学校連携活動支

援事業についてご答弁をいただきました。

すこやかネットの取り組みでございます

けども、例えば、これは各中学校区で開

催をされていると認識しておるんですけ

ども、それぞれ各中学校区取り組みはさ

まざま取り組まれてると思います。

　その中のアンケートで、安全な地域づ

くりに貢献したいなどの意見をいただき、

地域での見守り活動の機運を高めること
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ができたというふうに報告書には書かれ

てたんですが、わかる範囲で結構ですの

でそういったすこやかネットの取り組み

の中で、地域の方からのお声ってどんな

お声が上がってるのか、この際お聞きし

ておきたいと思います。

　それから、次に、こどもフェスティバ

ル開催事業についてご答弁をいただきま

した。年々参加人数も、天気によって左

右されてくるのかなと思いますけども、

ふえてきてると認識しております。

　そんな中で１万人ぐらい参加されてる

というので、警備員の方２５名配置して

いただいて取り組んでいただいていると

思うんですけども、私もこどもフェスティ

バルへ行かせていただく中で、本当に危

険な場面も目の当たりにしたりすること

もありますので、河川敷ということもあ

りまして、子どもたちがたくさん参加す

る中で、しっかりと今後も安全対策を図

りながら実施していただきたいなと思い

ます。これは要望としておきます。

　それから、公民館まつり事業について、

中身についてご答弁をいただきました。

全体で約２万人ぐらいの参加があるとい

うことであります。

　そんな中で、別府の公民館につきまし

ては新たに場所が変わりますけども、建

てかえになります。それから千里丘公民

館につきましては、エレベーターの設置

を行うなどバリアフリーが今後進んでい

くと思います。

　６館ある中のうちに、もう一つは、例

えば味生公民館もたくさんの公民館まつ

りの参加者があるという中で、２階で開

催をされるわけであります。公民館まつ

りだけではなくて、日ごろの講座等も２

階でされてる場面が多いと思いますが、

そういったエレベーターの設置等バリア

フリーの観点から、前回もこれ聞いたと

思うんですけども、教育委員会のお考え

を、大変予算も伴うことだと思いますけ

ども、今後は視野に入れて考えていかな

ければならないと思います。ご答弁をい

ただきたいと思います。

　それから、スポーツ振興事業について

ご答弁をいただきました。例えば、体育

協会の皆さん、それからスポーツ少年団、

レクリエーション協会等でのこの各種団

体の協議会等話し合う場といいますか、

意見交換という場があるのかなと思いま

す。

　そういった中で、例えば摂津市内の運

動広場であったり、体育館のことであっ

たり、さまざまなお声をいただくと思う

んですけども、どのようなお声をいただ

いているのか、もしできる範囲で教えて

いただければありがたいと思います。

　以上で、２回目、終わります。

○安藤薫委員長　答弁求めます。

　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　こども教育課

にかかわります３点についてご答弁させ

ていただきます。

　まず、１点目、就学前教育の充実につ

いてでございます。家庭や地域との連携

についてでございますけれども、就学前

教育の充実を図るということでは、保育

士や幼稚園教諭、また行政、職員だけで

はなしに、やはり学校、家庭、地域、昔

からよく言われますけれども、この３者

の連携した取り組みが必要だと考えてお

ります。

　市内の保育所、幼稚園では、授業参観

や運動会、保護者会、こういった場を通

しまして、保護者の方に家庭で行ってい

ただきたい子ども・子育て支援、また大

切にしていただきたい視点などを、その

都度園長、所長などから話もさせていた

だいておりますし、地域の方については、
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読み聞かせのボランティアや菜園活動な

ど特技を生かして、園に来ていただくと

いったこともしていただいているところ

でございます。

　園に来ている子どもさんを保育所、幼

稚園、そして家庭、地域、さまざまな視

点で見守るといった体制を今後とも充実

させていく必要があると思っております

ので、よろしくお願いいたします。

　あと、就学前教育の取り組みの成果と

課題でございますけれども、この「就学

前教育実践の手引き」は公立だけではな

しに、私立の保育所、幼稚園、そして小

学校１年生の視点も盛り込んでおります。

こういったことで、目的であります子ど

もたちに豊かな心や健やかな体、つなが

る力、学ぶ力をつけていただきたいといっ

たことで取り組んでおりますけれども、

本市の特性でありますコンパクトな市、

園所も少ない限られた地域であるといっ

たことを生かし、いろんな情報交換や情

報提供などができていると思います。

　こういったことの強みを生かして、公

私立全ての園、小学校と連携した取り組

みをつなげてつくっていきたいと思って

おります。

　また、就学前教育施設と小学校との連

携といたしましては、保幼小交流といっ

たことで、公私立の幼稚園、保育所の先

生が小学校へ訪問して授業参観したり、

逆に小学校のほうから保育所、幼稚園に

来ていただいております。

　子どもたちにとっても、５歳児さんで

は、夏ごろに、例えば給食の試食会をし

て小学校の雰囲気もなれてもらうといっ

たこと、こういったことも日ごろから行っ

ているところでございます。今後もこう

いった取り組みも充実をさせてまいりた

いと考えております。

　２点目のこども園の考え方でございま

すけれども、べふこども園については平

成２６年度が開設３年目ということで、

先ほどもご答弁させていただきましたけ

れども、幼稚園児の給食提供であったり、

０歳児保育、つどいの広場の併設、こう

いった新たな取り組み、そして今年度か

らは５歳児混合クラスを実施していると

ころでございます。

　現時点では、まだ３年目ということも

ありまして、さらなる一体的運営を行う

上で取り組むべきことであったり、課題

についてこども園の職員の中で現場の声

というのも集約してまいらないとなりま

せんし、事務局とも協議を進めていく、

そして検討していく必要があると思いま

す。

　さらに、保護者の方にはつながり会議

等を含めて、子どもたちの様子やお考え

等を聞いていく必要があり、そういった

中で検証を進めていく必要があると考え

ております。

　今後、保育所、幼稚園からのこども園

への移行につきましては、やはりべふこ

ども園の成果と課題の検証とあわせて、

公立の就学前教育施設の役割や配置等を

踏まえて、検討する必要があるのかと考

えております。

　３点目のメール配信事業についてでご

ざいますけれども、現在こども教育課で

は、メール配信システムに加えまして、

子育て情報については市のホームページ

上で、「せっつみんなで子育てねっと」

というコーナーを設けております。

　こちらのほうでは、パソコンや携帯電

話等から市内公私立保育所、幼稚園の子

育て情報等を取得していただくことがで

きます。

　おっしゃいます市全体としてのメール

配信につきましては、現在庁内で今後検

討していく必要があるかと思います。ま
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ずはこども教育課のほうで今メール配信

事業を行っておりますので、この取り組

みを、成果と課題も含めて庁内の中で話

を進めていく必要があると考えておりま

す。

　以上です。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、質問

の３番目、地域子育て支援運営事業につ

いて、ご答弁申し上げます。

　この事業の中で、アンケートにどのよ

うな声があったかというご質問でござい

ましたけれども、つどいの広場で実施し

たアンケートでは、利用者の方から母親

同士での交流ができたといったこと、ま

た気分転換ができたということ、さらに

同年代の子どもさんと接することができ

たといったことのご意見をいただいてお

りまして、日ごろからの悩み事や育児不

安の解消が図られるといった成果があっ

たと考えております。

　また、そのほかにも実施している場所

が、民間保育所も含めて実施しておりま

すので、そういった実施場所ともつなが

りができたといったこと、また１回目に

ご答弁申し上げましたように、味舌地区

では実施日数をふやして実施しておりま

すので、利用がしやすくなったといった

成果があったかというふうに考えており

ます。

　課題といたしましては、現在つどいの

広場の実施の保育所でありましたり、Ｎ

ＰＯさんでありましたりといった団体さ

んと連携の会議を行ってきておりますけ

れども、さらに連携を深めることによっ

て、市域全体の子育ての機能を高めてい

く必要があると考えております。

　質問の番号、４番目の児童センター運

営事業につきましてでございますけれど

も、この中での移動児童館の取り組みと

いうことでのご質問でございました。

　以前からご要望、ご質問ございますよ

うに、児童センターにつきましては市内

１か所となっておりまして、地域的な偏

りがあるのではないかというご指摘もい

ただいているところでございます。

　そのため、児童センターでは、移動児

童館の取り組みというのを進めておりま

して、例えばほかの団体さんの実施する

イベントに出かけていって、子どもたち

が参加するといったこと、また公民館の

事業に参加するというような取り組み、

それから学童保育を実施しているところ

に、けん玉の認定を実施しに出向いてい

くといったこともしております。

　また、わくわく広場を週１回実施して

きておりますけれども、そちらに遊びを

提供するということで、平成２６年度か

らになりますけれども９月には味舌小学

校に出向いて、実施をしております。

　各小学校区から要望が上がってきてお

りますので、順次実施していくという予

定をしております。今後とも、地域に出

向いての移動児童館の取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

　７番目の小中学校通学区事業につきま

してでございます。

　交通専従員の配置についての基準づく

りというご質問であったかと思いますけ

れども、これまでの委員会でもご質問を

いただいてたと思いますけれども、交通

専従員の人員の配置や配置箇所について

は、道路の状況や交通量、それから地域

での見守りの状況などを勘案して、総合

的に判断をしてきているものでございま

す。

　また、シルバー人材センターからの活

動の状況の報告でありますとか、学校か

らの通学路の危険箇所の報告なども参考

にして、配置箇所の見直しを行ったり、
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昨年度は専従員が同行して、道路を横切

るといった見直しも行ってきているとこ

ろでございます。

　明文化するというのは、総合的に判断

してきているというところから考えて、

困難な部分もございます。他市の状況な

ども情報を収集してまいりたいと考えて

おります。

　また、増員につきましては予算も限ら

れておりまして、現在一般財源で運用し

ているということもございますので、無

計画な増員は困難かというふうに考えて

おります。

　今後、各方面からご要望等お聞きする

ことも多いかと思いますけれども、その

他の安全確保の方策ともあわせながら、

検討をしてまいりたいと思っております。

　それから、１２番の地域学校連携活動

支援事業の取り組みで、講習会を行って

どのような声が上がってきているのかと

いうことでしたけれども、今回実施して

いる中では、女性の立場から注意するの

はなかなか難しいと考えていたけれども、

地域の子どもを見ていくということで大

変に参考になったというようなご意見で

あるとか、子どもが小さいうちから声を

かけあって、顔を覚えてもらって、安全

な地域づくりに貢献していきたいという

ようなご意見であるとか、また大人とし

ての心構え、ノウハウについて学ぶこと

ができたというようなご意見、パトロー

ルの大切さを認識できたといったご意見

などをいただいているところでございま

す。

　また、あわせて、ネットトラブルにつ

いても講演を行っておりますけれども、

その中で親もネットのことについて知っ

ておく必要性を感じたといったご意見を

いただいています。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、市立公

民館におきますバリアフリーのご質問に

対してご答弁させていただきます。

　現在、市内には公民館が６公民館ござ

いますが、エレベーターが設置されてお

りますのが安威川公民館のみとなってお

ります。また、別府公民館におきまして

は新施設への移行が現在予定されており、

そちらのほうでエレベーターの設置がな

されます。また、千里丘公民館におきま

しては平成２８年に耐震補強工事とあわ

せ、エレベーター設置を予定しておりま

す。

　残りの新鳥飼公民館、味生公民館、鳥

飼東公民館の３館におきましては、現在

エレベーターの設置はございません。

　エレベーターにつきましては、ご利用

者様からの要望もございます。また、集

会室が基本的には２階にございまして、

公民館まつりなどの発表などで利用して

いることもございまして、行政としてそ

のバリアフリーに対応することは、課題

であると考えております。

　また、この３館につきましては比較的

建築年数が新しいことから、今後も長期

間使用することが想定されております。

　また、今後高齢化社会が進展する中で、

より高齢者の利用数が増加することが予

想されており、エレベーター設置につき

ましては、重要な課題であると認識して

おります。

　しかしながら、財政的な問題もござい

ますことから、庁内全体での計画の中で、

また施設の長寿命化などもあわせて、今

後長期間の公民館機能を維持するために、

順次検討してまいりたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。
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○荒木学校教育課長　６点目に関しまし

てでございます。

　小中学校の朝の通学路の見守りに地域

の方がたくさん出ていただきまして、本

当に感謝いたしております。

　確かに、地域の方からは子どもたちが

よく挨拶をしてくれる、あるいはしてく

れない、いろいろなお声をいただくとこ

ろでございます。

　あいさつ運動につきましては、各学校

熱心に取り組んでおります。主に、児童

会や生徒会の取り組みとして行うことが

多く、校門周辺で行うということが多ご

ざいます。

　地域の方への挨拶を含めまして、さら

に取り組みを進めなければならないなと

思います。

　今年度から、中学校の生徒会の担当者

の会に、小学校の児童会担当者も一緒に

集まりまして、小学校と中学校と合同、

あるいは連携して取り組めることは何か

ないかと話を進めております。今、よい

ヒントをいただきましたので、あいさつ

運動を含めまして小学校と中学校が合同

で取り組めるようなことについて、今後

検討してまいりたいと思っております。

　次、９点目のご質問に関しましてです。

　部活動指導員の拡充につきましては、

特に要望の声は聞いておりませんけれど

も、予算額は使用しております。学校部

活動等助成事業を活用せずに、無償で、

ボランティアで指導をしているというク

ラブもございますので、必要性はあると

いうふうに認識しております。

　次、１０点目に関しまして、防災教育

なんですけれども、今年度は防災教育に

力を入れるということで取り組んでおり

ます。府の研修もございますけれども、

市としても研修の回数をふやしました。

　１点、避難訓練は、従来放送がかかっ

てから運動場に集合するまで何分かかる

かというような訓練のケースが多ござい

ましたが、違う想定で、いろいろ工夫の

ある避難訓練をということで、例えば不

審者の侵入は授業中の訓練でしたけれど

も、休み時間にそういうことが起こった

らどこへ逃げるのかという想定ですとか、

あるいは地震に関しましては、津波で淀

川の堤防の水があふれた場合は、運動場

ではなくて３階や４階の高いところへ逃

げましょうとか、そういうふうにいろい

ろ工夫をして避難訓練に取り組み始めた

ところでございます。

　また、防災教育の取り組みにつきまし

ては、防災管財課といろいろ協議してお

りまして、授業で活用できるような教材

集ができるかできないか、そのあたり片

田教授のアドバイスもいただきながら、

一度検討してみようということで話をし

ているところでございます。

　続きまして、１１点目、ＩＣＴ環境の

整備につきましては、喫緊の課題でござ

います。

　先ほど申し上げましたように、小学校

のコンピュータールームのパソコンが、

現在インターネットにつなげない環境に

ございます。早急に解決しなければと考

えております。

　また、授業でいかにコンピューターを

活用するかということについても、摂津

市教育委員会として研修を重ね、昨年度

は担当者会２回、それからＩＣＴの推進

委員会１回、うち１回は必ず研究授業を

しております。例えば書画カメラ、実物

投影機ともいいますけどれも、例えば児

童のノートをモニターに大きく映し出す

書画カメラの活用、パワーポイント、そ

れから調べ学習。いろいろな授業での活

用について研修をしておりまして、教室

での活用のための無線ＬＡＮの整備をい
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たしました。

　今後、パソコン教室もふえまして、教

室もパソコン教室も両方使えるようなタ

ブレット型、今は大きいデスクトップを

パソコン教室に置いておりますけれども、

タブレット型のパソコンを活用いたしま

して、使いやすいような環境整備につい

て、今後予算要求等していきたいと考え

ております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは、スポー

ツ振興事業にかかわります各団体様から

のお声をということでございます。

　まず、レクリエーション協会、スポー

ツ少年団、そして体育協会、それぞれ非

常に本市が実施いたします市主催のイベ

ントにはかなり積極的に、そして好意的

にご協力をいただいておるところでござ

います。

　レクリエーション協会におきましては、

例えば５月に実施しておりますこどもフェ

スティバルの協力でありますとか、年明

け寒い時期に行います摂津ふれあいマラ

ソンへの協力、そしてスポーツ少年団に

おきましては、これも５月のこどもフェ

スティバルに協力いただいておるところ

でございます。

　体育協会におきましても、体育協会に

おいて実施しております体育協会杯のみ

だけではなく、夏場の摂津市長杯、これ

は委託で行っておる分でございますけれ

ども、大変好意的に協力いただいておる

ところでございます。

　お声といたしましては、その中で私が

特に感じますのは、スポーツ少年団、そ

ちらのほうが、これは何もスポーツの団

体に限らず、文化関係団体においても、

全てにおいて言えることだと思うんです

けれども、非常に会員数の先細りが懸念

されておるところですね。

　こちらは、私の持ってる数字でいきま

すと、全国的にも、大阪府の状況を見ま

しても、平成１４年、１５年ぐらいから

段階的に先細りがございまして、これは

恐らく対象となる児童の人口の減であり

ますとか、我々が子どものときは、スポー

ツ少年団はもう少しいたように思います

けれども、スポーツ少年団に属さないス

タイルが選択肢としてあるようなことも

考えられるのではないでしょうか。

　とにかく、団体の存続が難しいという

声は聞いております。

○安藤薫委員長　２回目の答弁、出そろっ

たと思います。

　南野委員。

○南野直司委員　就学前教育推進事業に

ついて、ご答弁をいただきました。小学

校、中学校の９年間を通じた一貫性、連

続性のある教育につなげる最初の大事な

取り組みであると認識をしております。

　さらに、家庭、地域との連携を進めて

いただきまして、研修会や情報交換会を

通じて、先生同士の枠組みを超えた交流

を図っていただきたいと思います。要望

としておきます。

　それから、こども園の管理運営につい

てです。さまざまご答弁をいただきまし

た。保育所、幼稚園の保護者の方がご意

見を聞きながら、こども園職員の方全員

が目標や課題を共有していただき、さら

に一体運営のメリットを生かしながら、

運営を進めていただきたいと思います。

これも要望としておきます。

　それから、地域子育て支援運営事業に

ついてでございます。

　子育て中の方を応援するため、相談を

受けて、それぞれのニーズや状況に合っ

たさまざまな保育サービスなどの情報を

保護者の方一人一人に寄り添って、一緒

－23－



に考え、わかりやすくご案内する保育コ

ンシェルジュ、あるいは保育コーディネー

ターなどを、これは厳しいかもしれませ

んけども、各つどいの広場に配置する等、

今後は子ども・子育て支援新制度が始ま

りますけども、市役所に来なくても、そ

ういった各地域でいろいろ子育ての保育

のこと等を相談できる専門の方を配置し

ていただいて、準備をして、また市役所

に来るという形になりますと安心される

と思いますし、今後はそういった形で、

地域で子育て相談等々ができるようにし

ていただきたいなと思いますので、その

点も視野に入れて、検討を進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いしま

す。要望としておきます。

　それから、次に市立児童センター運営

事業について、ご答弁をいただきました。

毎回、これもお願いはしてるんですけれ

ども、第１児童センターでは近隣の摂津

小学校、味舌小学校、それから、三宅柳

田小学校の子どもたちが中心に利用され

るということで、移動児童館の考え方に

ついてもご答弁いただきましたけども、

どうか、これは市制５０周年に向けて、

安威川以南へ、第２児童センター、名前

はそのようになるかどうかわかりません

けども、子どもたちが放課後集ったり、

休みのときにイベントができるような児

童センターを、どうか教育委員会も声を

上げていただいて建設できるようによろ

しくお願いをいたします。要望としてお

きます。

　保護者連絡用電子掲示板・メール配信

事業について、ご答弁をいただきました。

教育委員会として、そういったところも

声を上げていただいて、即座に子育て情

報等が発信できるようなシステムの構築

を市全体として進めていけるように、ど

うか視野に入れて進めていただきますよ

うよろしくお願いします。これも要望と

しておきます。

　それから、次に、小中一貫教育推進事

業についてです。朝のあいさつ運動を提

案させていただいた中でご答弁いただき

ましたけども、挨拶というのは学校、義

務教育を９年間終えて、高校行って、大

学行って、そして就職活動を皆さんして

いくと思うんです。

　そういった中で、生きる力といいます

か、ほんとに将来どういう形になっても

役に立つことでありますし、基本的なこ

とでありますけども、一つの提案として、

小中一貫教育についてはさまざま取り組

んでいただいてますけども、基本的な部

分で申しわけないですけども、どうかあ

いさつ運動、先生もしっかりしていただ

いてますし、今以上に子どもたちが挨拶

できるように取り組んでいただきますよ

う、これも要望としておきます。

　それから、小中学校通学区事業の中で、

交通専従員さんの配置について基準をつ

くっていかなければいけないということ

で、質問に対してご答弁をいただいたわ

けであります。

　交通専従員さんの配置及び子どもたち

の通学路の安全対策については、各地域

から、さまざまご要望等や多くのご意見

をいただいて、教育委員会としても関係

課と連携して動いていただいてると思う

んですけども、しっかりとそういった基

準づくりをしていただいて、僕自身は思

うんですけども、教育委員会の方、子ど

もの安全対策として、地域へ打って出て

いただきたいなと思うんです。

　ご要望いただいて、なかなか皆さん集

まる機会というのは少ないと思うんです

けども、一人一人に説明していったら時

間がかかりますし、例えばさっきご質問

させていただきました地域教育協議会、
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すこやかネットの会議には、地域の方も

いらっしゃいますし、民生委員さんも来

られます。青少年指導員、それから学校

の先生、それからＰＴＡ、さまざまな地

域の団体の方が来られますので、そういっ

た機会を開催してくださいというぐらい、

こっちから打って出ていただいて、地域

の子どもたちの安全対策のご要望にあっ

た件については、そういったところで時

間をたくさんとっていただいて、説明す

るなり、今後はやっていただきたいと思

いますので、どうかその辺も視野に入れ

て、進めていただきますようよろしくお

願いをいたします。

○安藤薫委員長　質問の途中で申しわけ

ないです。

　今、正午のチャイムが鳴りましたけど、

このまま、あと少しですので続けさせて

もらってよろしいですか。

○南野直司委員　はい。

○安藤薫委員長　１２時過ぎますけども、

質問お願いします。失礼しました。続け

てください。

○南野直司委員　次に、学校部活動助成

事業につきまして、わかりました。保護

者の方、それから学校の現場の先生から

もご要望ある分に関しましては、必要か

どうかは、教育委員会で議論されると思

いますけども、そういったお声には、ど

うか予算をつけていただいて、僕は拡充

していただいて、外部指導の先生等を配

置できるように取り組んでいただきます

よう、これは要望としておきます。よろ

しくお願いします。

　それから、教育関係団体補助金事業の

中で、特色ある学校づくりいうことで、

摂津市の実情に合った防災教育の実施と

いうことでご答弁をいただきました。現

在は、どちらかというと片田教授にアド

バイスいただきながら、先生を中心に講

演会とかされて、また訓練等で交えなが

らしていただいているというご答弁だっ

たと思います。

　前も言ったと思うんですけども、この

１０月、学校の運動会が終わって、それ

から地区体育祭も終わりました。次は、

またカーニバルがあって、学校でやって

るところ、やってないところあると思う

んですけども、その次、防災訓練が必ず

地域で行われる、そこへ強制じゃないで

しょうけども、もちろん子どもたち、た

くさん参加されてる小学校区もあります

けども、どうかできたら先生方からも声

をかけていただいて、多くの子どもたち

が地域の防災訓練に参加できるようにし

ていただきたいと思いますので、これは

要望としておきますので、よろしくお願

いします。

　それから、公民館まつり事業について、

ご答弁をいただきました。公民館まつり

は、協働の要の事業であると思います。

　ずっと公民館が維持されていく中で、

そういったバリアフリー、例えばエレベー

ターの設置等できるように、教育委員会

も声を上げていただいて、予算を確保で

きるように頑張っていただきたいと思い

ます。要望としておきます。

　それから、スポーツ振興事業について、

お声ということでご答弁をいただきまし

た。さまざまなお声があると思います。

　その中で、一つは施設ですね。グラウ

ンドであったり、僕は総合体育館を建設

してほしいというご要望も、お声も市の

に届いているというふうに思ってます。

　今ある市の土地を利用して、例えば貸

し出しのグラウンドをつくるとか、例え

ば総合体育館を建設していくとか、これ

も大きな予算が要りますけども、どうか

教育委員会としても、そういった各種団

体のお声を聞きながら、上げていってい
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ただきたいなというふうに思います。こ

れも要望としておきます。

　また、ＩＣＴ環境の充実という分で、

子どもたちが使うパソコンがＬＡＮにつ

なげてないというご答弁もあったと思い

ます。これも予算が要る話でございます

けども、しっかり、その辺、環境を整え

ながら進めていっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。要望

としておきます。

　以上で終わります。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後０時　５分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　質疑を受けます。東委員。

○東久美子委員　それでは、質問させて

いただきます。

　一般会計歳入歳出決算書の５５ページ、

雑入の教育支援自販機設置料についてお

聞きいたします。これはどのようなもの

ですか。目的、いつから設置されたのか、

設置箇所、もしわかれば設置箇所によっ

て収入が異なっているのか。それから台

数。教育支援設置料のことです。８１万

２，０９２円です。防災管財課というこ

とはわかっておりますが、この雑入につ

いては教育委員会で活用されていると思

いますので、お尋ねしております。

　続いて、後は全て決算概要で質問させ

ていただきます。

　１３６ページの安全対策事業について

お聞きします。今、保護者にとって一番

関心が高いのは、子どもたちの安全がど

のように確保されているかということだ

と思います。

　南野委員からも午前中に交通専従員な

ど子どもの見守りのことで質問があった

と思いますが、青色防犯パトロール車に

よる市内安全巡視が行われていますので、

その巡視コース、時間帯、巡視の観点な

ど。以前も文教常任委員会で質問があっ

たかとは思いますが、改善のための会議

等が行われているのでしょうか。

　それと、もしそういう会議があり、巡

視されている方のご意見をもとに改善さ

れた内容等があればお答えください。

　それと、市内巡視については、この青

色防犯パトロール車ですけれども、保護

者等からふやしてほしい等の声はあるの

でしょうか、そのあたりをお答えくださ

い。

　続いて、私立高等学校等学習支援金支

給事業について、執行率が６８．７％で

すので、この事業の詳細についてお聞き

します。よろしくお願いします。

　続いて、１３８ページの国際理解教育

推進事業についてお聞きします。

　事務報告書には社会人講師派遣につい

て小・中学校１５校の派遣時数と内容が

報告されています。小学校の派遣時数が

多い学校では７５時間です。派遣されて

少ない学校でも小学校の場合は１４時間

です。ところが、中学校では２校派遣の

実績がありますが、３時間と１時間の派

遣時数です。他の学校は３校とも０時間

なんです。

　内容において、国際化の中で、主体的

に生きるために必要な資質や能力の基礎

を培う。児童生徒の実態を十分に踏まえ、

創意工夫を生かした教育活動を展開する

ことで一人ひとりの個性を尊重するとさ

れているにもかかわらず、小・中での取

り組みに派遣時数から見てですが、大差

があるのではないでしょうか。

　小学校では多くの時間をかけ、それぞ

れの学校実態に応じた国際理解教育が推

進されていると思います。その学びが中

学校につなげられているのでしょうか。

派遣時数から見る課題があると思っておっ
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ておりますが、その課題についてどのよ

うに捉えておられるのかお答えください。

　続いて、１３８ページの学校部活動等

助成事業の中学校部活動指導者派遣につ

いてお聞きします。

　これについても、南野委員からご質問

がありましたので、答弁いただいた中で

わかった点は質問は差し控えます。

　学校間での派遣の回数が大きく異なっ

ていますので、その理由と、この部活動

指導者派遣の効果についてお尋ねいたし

ます。

　続いて、１４０ページ、学力定着度調

査事業についてお聞きします。

　小学校２年生に行われているシュアス

タート確認調査ですが、何年度から始め

られたのかということと、この効果につ

いてお答えください。

　１４４ページの小学校児童医療費助成

事業、１５０ページの中学校生徒医療費

助成事業についてお聞きします。

　この医療費助成ですが、小学校は予算

現額に対して執行率は６９．３％、中学

校は５４．８％です。医療費助成につい

ては、治療の必要がないものであれば執

行率が低ければ低いほどよいと思ってお

りますが、ただ、治療勧告があるにもか

かわらず治療が行われていないのであれ

ば、これは課題であると捉えます。治療

の実態についてお答えください。

　また、治療されてないという数が多い

場合になるかと思いますが、どのように

改善に向けて取り組まれているのかお答

えください。

　１５６ページ、青少年ゆめ・感動体験

事業についてお聞きします。

　この事業は、１１月１６日に宇宙飛行

士山崎直子さんを講師に迎えたものです

が、参加人数と参加者の感想等あればお

答えください。３部制でしたので、人数

等難しいかと思いますが、よろしくお願

いいたします。

　続いて、１５６ページの成人祭開催事

業についてお聞きします。

　成人祭の意義についてお答えください。

よろしくお願いいたします。

　１５８ページの公民館講座開催事業に

ついてお聞きします。

　事務報告書の３４４ページにあるベビー

マッサージ体験について、どのような体

験が行われたのかお答えください。

　また、この体験だけではなく、講師の

方の基準等ございますか。そのあたり、

講師の方について、どのようなものなの

かお答えください。

　続いて、１５８ページの放課後子ども

教室推進事業についてお聞きします。

　この事業は、地域の方の協力をいただ

きながら進められていると思います。執

行率が７７．２％でしたので、この執行

率について、どのようにお考えなのかお

聞かせください。

　続いて、１５８ページのせっつ生涯学

習大学事業についてお聞きします。

　これは専門知識を有するリーダー、コー

ディネーターを養成する講座を開催する

とされていますが、どのような講座があ

り、修了後どのような活動をされている

のか、活動の場がどのようにあるのかと

いうことも含めてですが、お答えくださ

い。

　１６０ページの摂津市民図書館等協議

会事業についてお聞きします。

　この協議会の委員の方の人数と協議会

開催回数についてお答えください。

　また、協議会での意見で図書館運営に

反映されたものがあれば、その内容につ

いてもお答えください。

　１６２ページの鳥飼図書センター運営

事業でお聞きします。
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　図書購入費ですが、利用者からの図書

購入希望は何冊ぐらいあったのでしょう

か。

　また、購入希望図書のうち、希望・リ

クエストで購入された図書はどの程度の

割合だったのでしょうかお答えください。

　それと、返却されていない図書ですけ

れども、どの程度ございますか。その対

応についてもお答えください。

　続いて、１６２ページ、スポーツ推進

委員活動事業についてお聞きします。

　これは、どの事業でもなんですけれど

も、負担金というのはほぼ予算現額と同

じなのですが、近畿スポーツ推進委員研

究協議会負担金が予算現額の半額で執行

されていましたので、これについて金額

的なことではなく、大体予算を立てられ

るときのことがあるかと思いますので、

このことについてお答えください。

　１回目、以上です。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課に関す

ることについてご答弁申し上げます。

　１点目にお尋ねの教育支援自販機設置

料ですが、教育支援自販機は、売り上げ

の２５％を雑入として市へ納めておりま

す。そのお金は、教育の充実のために活

用するのが趣旨です。平成２４年度から

導入されました。設置場所は１０か所で、

味舌スポーツセンター、三宅スポーツセ

ンター、青少年運動広場、スポーツ広場、

柳田テニスコート、味生体育館、鳥飼東

公民館、安威川公民館、新鳥飼公民館の

駐車場、味生公民館でございます。

　この教育支援自販機につきまして、部

活動振興相談員の配置を新規事業として

進めるに当たり、大阪府の子育て支援交

付金を利用することが決まりましたけれ

ども、交付決定時期が非常に遅かったこ

ともございまして、上半期は教育支援自

販機設置料を財源とすることとなりまし

た。

　翌年の平成２５年度から部活動振興相

談員の配置に係る経費は、全て子育て支

援交付金から充当しております。そのた

め教育支援自販機による収入は、部活動

振興相談員の経費では活用いたしており

ません。

　しかしながら、教育支援自販機設置料

による収入は、中学校の部活動助成事業

を中心に、広く教育費の編成にも反映さ

れていると認識をいたしております。

　続きまして、国際理解教育推進事業の

社会人講師派遣のことについてでござい

ますが、日本語指導が必要な児童に対し

ての講師料につきましては、その必要な

言語の講師を探して充てていますが、主

に一番支出しているのは、小学校のこど

も会、主に在日韓国朝鮮の子どもが非常

に多ございますので、そのアイデンティ

ティの確立等含めまして、その講師に来

ていただいております。

　そのほかにも全児童の授業において、

いろいろな人権問題も絡めた多文化共生

の授業をしていただいております。これ

については小学校１年生から６年生まで

学校によって活用度数は違いますけれど

も、満遍なくいろいろなお話をしていた

だいているところではございます。した

がいまして小学校を中心に派遣をしてお

りますので、中学校は派遣が少ないので

すが、ご質問のように多文化共生につき

ましては、小学校から中学校へつなぐと

いうことも重要ではございます。

　ただ、中学校におきます国際理解や多

文化共生につきましては、総合的な学習

等で取り組んでおります。その中の時間

におきましては、もう少し国を広げてい

ろいろな、たくさんの国の方との触れ合
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うということで、留学生の方との交流が

主になっております。

　大阪大学の国際教育交流センターや摂

津市の国際交流協会、大阪府の国際交流

財団、あるいは日本国際飢餓対策機構の

ボランティアの方の講演などの形で、幅

広く国際交流や多文化共生の授業を行っ

ておりますので、社会人講師につきまし

ては小学校での活用が中心になっていま

す。

　続きまして、部活動につきましてです。

　ご質問にございましたように、学校に

よって少しばらつきがありますが、学校

やクラブからの要望等踏まえまして、学

校との協議によって決めております。

　それから、部活動の指導者の効果につ

きまして、競技や種目など、部活動の内

容に専門的な資質を有しない者が顧問に

なる場合もございますので、専門的な技

術の指導は当然のことですが、それにと

どまらず、事故防止や安全対策を含めま

して配慮が行き届くということで、非常

に有効であると考えております。

　６点目に質問の学力定着度調査につい

てでございます。

　これは、平成２３年度より実施をいた

しております。小学校２年生の年度初め

に実施をしております。今現在のところ、

学力の定着度の調査につきましては、６

年生の全国学力・学習状況調査のみでご

ざいますが、その学年の固有の特徴や持っ

ている学力の状況、学習の状況等を２年

生の段階で把握いたしまして、その結果

を分析したときに、その学年に結びつく

直接のいろんな支援方法を分析して考え

る。今後の６年生に至るまでのいろいろ

な学習習慣の成果や課題に積み上げてい

くという形で、２年生に実施しているも

のでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、安全対策事

業にかかります青色防犯パトロールのご

質問につきましてご説明させていただき

ます。

　現在、青色防犯パトロール車で巡視し

ておりますこども安全巡視員につきまし

ては、３名を非常勤一般職員として雇用

させていただいておりまして、毎日、そ

のうちの２名がペアとなりまして巡回を

させていただいております。

　巡回の時間帯は、おおむね９時３０分

から５時の登下校の時間帯を中心に、市

内でさせていただいております。

　巡回経路につきましては、週の中で月

曜日、水曜日、金曜日につきましては、

小・中学校、幼稚園を中心に巡回をいた

しておりまして、残りの火曜日、木曜日

につきましては、それ以外の教育委員会

の公共施設を中心に巡回をさせていただ

いております。

　また、市民からの声や会議についての

ご質問ですが、会議等を特別開催はして

おりませんけれども、巡視をもとに改善

させていただいている部分といたしまし

て、市内を巡視している中で、例えば道

路の陥没であったり、落ちかけているよ

うな標識、注意の看板、また、歩道の安

全柵の損傷等、子どもたちや市民の皆様

に危険が及ぶような箇所があった場合に

は、写真を撮らせていただきまして、そ

れの位置確認をした上で関係各課に情報

提供をさせていただいています。

　今後もそのような市民の方からいろい

ろな声をいただいた際には、改善に役立

ててまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

　続きまして、小学校、中学校の医療費

助成についてでございますが、小学校に

つきましては、執行率が６９．３％、中
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学校につきましては５４．８％の執行率

でございます。年度によって数字の増減

はありますが、なかなか扶助費の見込み

が立てづらいということもございまして、

本来であれば不用な額が発生すれば減額

補正をさせていただくところですけれど

も、年度末いっぱいまで医療機関にかか

られる方がどれぐらいか見込みがなかな

か立てにくいという現状もございますの

で、特に減額補正はいたしておりません。

　それで、治療勧告があるにもかかわら

ず治療を受けておられない方、そのよう

な治療の実態につきましては、医療費の

請求が３年間医療機関からできるという

こともございまして、その年度に医療機

関にかかられてから請求があがってくる

までに若干のタイムラグがあるというこ

ともございます。

　正確な数字は持ち合わせてないんです

けれども、基本的には医療券を発行した

後で医療券を実際に使われなかったとい

うケースの場合には返還をしていただく

ということもございますので、発行させ

ていただいている方については、通常、

医療機関にかかっていただいているもの

というふうに認識をしております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問にご答弁申し上げます。

　まず最初は、私立高等学校等学習支援

金支給事業についてでございます。

　この事業は、国におきます高等学校無

償化の流れの中で、奨学資金貸付事業を

平成２４年度から廃止をさせてもらいま

して再構築をし、実施を始めたもので、

私立高等学校へ進学する生徒を対象とし

た給付事業としているものでございます。

年額４万２，０００円を一定所得以下の

方に給付するという事業になっておりま

す。

　平成２４年度は初年度ということで、

１学年のみの対象となっており、７２人

に給付をしております。平成２５年度は

２学年が対象になるということから、当

初１８０人の対象者を見込んで予算計上

をしておりました。結果的には１２４人

に給付をし、当初の見込みより減少した

ために、このような執行率になっている

ものでございます。

　対象の方には、中学校を通じまして要

項をお配りし、制度の中身についてご案

内をさせてもらっているところでござい

ます。

　今後とも、各学校を通じて保護者の方

にはわかりやすく制度を伝えるようにし

てまいりたいと考えております。

　それから、次に、放課後子ども教室推

進事業についてご答弁申し上げます。

　この事業は、本市の場合、「わくわく

広場」という名称で実施をしております。

子どもたちを社会全体で育むために学校

の施設を活用して安全・安心な子どもの

居場所づくりを設けて、地域の方に指導

員として活躍していただいて交流を行い、

いろいろな体験をしていただくという目

的で実施をしております。

　平成２５年度、執行率が低いというこ

とでございますけれども、２４年度は年

間２７４回の実施をしておりますけれど

も、２５年度につきましては学校の行事

でありますとか、耐震工事等がございま

した関係で、実施回数が２３５回と減少

しています。そのために有償ボランティ

アとして携わっていただいております指

導員さんへの謝金も減少したために、こ

のような執行率になっています。

　今後とも、学校と連携しながらこの事

業を進めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。
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○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、８番目

のご質問、青少年ゆめ・感動体験事業に

関するご質問にご答弁させていただきま

す。

　平成２５年に、青少年ゆめ・感動体験

事業といたしまして、宇宙飛行士山崎直

子氏とアニメ「宇宙兄弟」のイベントを

させていただいております。こちら参加

人数でございますが、５００人のご参加

をいただいております。

　また、ご参加いただいた方のご意見等

でございますが、当日アンケートをさせ

ていただきまして、宇宙や宇宙飛行士に

ついてもっと知りたいと思われた方です

が、９割の方が思ったというふうにお答

えいただいております。

　また、夢や目標について考える機会に

なったとお答えいただいた方が全体の８

７％ということで、一定成果があったも

のと考えております。

　また、ここでは紹介させていただきま

せんが、今後なりたい職業や目指す職業、

例えばプロ野球選手であったり、サッカー

選手であったり、そういうことを数多く

のお子様が挙げられておられます。

　続きまして、成人祭の件につきまして

ご答弁させていただきます。

　成人祭でございますが、満二十歳にな

る新成人の方にお集まりいただきまして、

成人としての自覚と意識の高揚を図ると

ともに、新成人を祝福、また、激励する

ことを目的としております。

　また、さらに単なる式典として終わら

せるのではなく、新成人の方自体がスタッ

フとしてご参加いただきまして、そのこ

とによりまして会場にご来場いただきま

した新成人の皆様にとりまして、仲間や

同級生がスタッフとしてかかわってるこ

とに誇りと親しみを持っていただくこと

で、より身近な式典ということで開催さ

せていただいております。

　続きまして、生涯学習大学の件につき

ましてご答弁させていただきます。

　講座の内容でございますが、平成２５

年度におきましては全１３回の講座を行

わせていただいております。非常に多種

多様な講座を開催させていただいており

まして、前半につきましては、摂津市自

体を知っていただくということで、摂津

市の歴史であったり、摂津市の地域など

を、摂津市の職員、もしくはその文化財

ボランティアの方、また、人間科学大学

の教授などにご講義いただいております。

　また、その後につきましては、生涯学

習コーディネーターやリーダーとしての

資質向上につながりますような話し方講

座でありますとか、ディスカッションす

るようなもの、そういった形での能力向

上に努めていただきまして、最後におき

ましては、実際にグループワークを行っ

ていただき、まちづくりにつながるよう

な議論を進める中での能力向上というも

のをしていただいております。

　また、生涯学習大学卒業後の活動の場

につきましてでございますが、平成２５

年度におきましては全１３回のカリキュ

ラム終了いたしましたら、この後に生涯

学習大学院というものを開講させていた

だきます。こちらは卒業生の中からまた

希望される方が大学院というものに進ん

でいただくのですが、より実践的な講習

内容となっております。実際に紙上でで

すがイベントを企画するなど、そういっ

た実践的な学びの場となっております。

　また、さらにその大学院を卒業された

方でございますが、実際に地域に出て活

動されておられる方も多数おられますが、

卒業生を中心として摂津市まちづくり研

究室という組織をつくられておられます。

－31－



その中で、さまざまな地域活動を行われ

ております。

　一例といたしましては、摂津市が主催

させていただいております生涯学習フェ

スティバルの中で中心的な役割を担って

いただいておりますほか、また、この卒

業生の方が中心となりまして、淀川わい

わいガヤガヤ祭の企画運営等もされてお

られます。卒業生の方は地域におかれま

いて、さまざまな活動を行っておられま

す。

　続きまして、市民図書館等協議会の件

につきましてご答弁させていただきます。

　現在、市民図書館等協議会でございま

すが、委員といたしまして１０名の方に

ご参加いただいております。協議会の開

催回数でございますが、年４回の開催と

なっております。

　図書館協議会の正式名称、摂津市民図

書館等協議会という正式名称でございま

すが、現在の主な目的といたしましては、

図書館の指定管理者、現在、指定管理制

度を導入しておりますが、その指定管理

制度が正しく機能しているか、効率的に

機能してるかということを第三者の立場

から評価、モニタリングしていただくと

いう機能を有しております。

　現在その評価方法でございますが、四

半期ごとに評価をいたしまして、その四

半期ごとの評価をトータルいたしまして

年度評価とさせていただいております。

　そのため、四半期ごとに委員の方にお

集まりいただきまして評価をいただき、

それを集計するという形で審議会のほう

は主なテーマとして開催させていただい

ております。

　しかしながら、その中でも図書館に対

するご意見等頂戴いたしております。

　一例を挙げますと、以前から利用者の

声を投書する箱を設置しておりましたが、

そちらを館内に掲示してほしいというご

意見を頂戴いたしまして、よりわかりや

すく掲示する。また、トイレの中に荷物

をかけるフックがなかったと、もしくは

位置が適切でなかったというご意見を頂

戴いたしまして改善に至るなど、そのよ

うな形で実際の図書館ご利用者という立

場でさまざまなご提案をいただいており、

またその中で改善できるものにつきまし

ては改善する方向で対応させていただい

ております。

　続きまして、図書購入費の図書リクエ

ストの件でございます。

　現在、図書館におきましては、図書館

司書による選書に基づいて図書を購入し

ております。

　しかしながら、図書館司書のみの意見

で購入しておりますと、なかなか希望の

本が見れないというご意見を頂戴いたし

まして、それらに応えるためにリクエス

トという形で書籍を購入させていただい

ております。

　非常に申しわけないんですけども、現

在そのリクエスト数と、そのリクエスト

に伴うリクエストによって購入した本と

いうものの統計がとれていない状況でご

ざいますが、状況として聞いているのは、

特に問題がないものに関しましては、な

るべく市民の方のリクエストを反映した

形で選書するという方針で現在選書を行っ

ています。

　ただし、最終的には専門の司書が、そ

れは行政として蔵書するにふさわしいか

どうかということを最終的に判断した上

で、リクエストを最大限生かすという形

で選書会議を行っているというふうに聞

いております。

　今後、もう少し統計方法を見直しまし

て、リクエストにつきましてもきちんと

数字が出るように対応してまいりたいと
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考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　伊部課長代理。

○伊部生涯学習課長代理　ベビーマッサー

ジ体験と公民館講座の開催について答弁

いたします。

　４月２３日に実施されましたベビーマッ

サージ体験は、音楽に合わせて乳幼児と

体操し、オイルマッサージで体をさすり、

スキンシップを図り、子育てを楽しくで

きるようにする講座でございます。

　次に、講師を決める基準につきまして

は、現状では講座運営の専門的知識を有

する公民館職員により、「人権・福祉」

「平和・国際化」「幼児・児童」「生活・

環境」「社会・経済」「自然・技術」

「文化・芸術」という７つのテーマから

講師の先生を決めて、きめ細かな打ち合

わせのもと、テーマに即した講座を開催

しております。

　以上です。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは、近畿

スポーツ推進委員研究協議会のご質問に

対しましてお答えをいたします。

　まず、近畿スポーツ推進委員研究協議

会というものが何かということになるん

ですけども、こちらは上部団体への上納

金の性格等々のものではございませんで、

毎年１回、近畿圏で活動されているスポー

ツ推進委員さんの大会でございます。昨

年度につきましては、平成２６年２月７

日金曜日と２月８日土曜日におきまして

滋賀県スポーツ推進委員協議会主管のも

と、滋賀県の近江八幡市に行ってまいり

ました。

　この予算の執行率の話でございますけ

れども、おおむね毎年１，５００円ぐら

いの参加者の負担金が必要となりますこ

とから、１，５００円掛ける１０人分の

予算化を行っております。

　参加者につきましては、スポーツ推進

委員さんに働きかけをさせていただいて

参加者数を取りまとめした後に参加の申

し込みを行うわけでございますけれども、

平成２５年度におきましては、スポーツ

推進委員協議会の会長を含め５人の出席

がございましたので、７，５００円の執

行にとどまっておるところでございます。

　以上です。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　それでは、初めにお答

えいただいた件についてなんですが、教

育支援自販機の件ですけれども、これは

私が調べましたら、平成２４年４月から

スタートということと、売り上げの２５

％も説明どおりだったんですけども、市

の教育支援費に積み立てるものというふ

うに防災管理課からは伺っております。

　もともと創設時の考えでは、学校のク

ラブ活動で子どもたちの負担も多いから、

このあたりの軽減も踏まえて、こういう

ふうなものをというところもあったよう

なんです。その辺が少し、積み立てるも

のというところも違いますので、お伺い

したい。

　これは教育委員会にかかわることなん

ですが、もう一つ、環境支援自販機がご

ざいます。これは教育委員会ではござい

ませんが、これについても平成２２年５

月よりスタートして、売り上げの２０％

を市の環境基金に積み立てるものという

ふうに説明を受けております。雑入に入っ

てしまいますと本来の創設のときの使途

とは異なり、何に使われたか目に見える

形ではないですから、その辺も含めてお

答えください。

　あとお答えいただいた中で、まず市民

図書館等協議会事業についてですけれど

も、今、ご説明がありましたので人数、

－33－



回数等わかりました。今年度は、指定管

理制度が機能しているかということを重

点的に審議されているということですね。

内容はわかりました。

　それと、ほんとに小さなことでも、多

くの方の市民目線で改善が積み重なって

いくんだなというところではよかったな

と思います。館内掲示のことや荷物をか

けるフックのことなど、ほんと細かいん

です。でも見落としがちなところをきち

んとそういうふうに積み上げていただけ

たら、この協議会を期待していますので、

またよろしくお願いいたします。

　それから、鳥飼図書センターの図書購

入費の件ですが、この図書購入費につい

てお伺いしたかったのは、やはり鳥飼図

書センターのほうは子どもの本が充実し

ている。それから、市民図書館のほうは

大人というんですか、そういうふうな本

が充実しているという特色があると思い

ます。

　その中で、ほんとに絵本は高いんです。

いいなと思う本は２，０００円、２，５

００円、３，０００円します。そういう

ふうな本を購入するのは、子育て中の方

は大変だと思うんです。司書の方が選ば

れている本ということは、確かだとは思

います。いろいろな観点から、子どもた

ちに喜ばれる本という意味で選んでくだ

さっているから、それで十分なんですけ

れども、私が割合もお聞きしたかったの

はリクエストが余り出てないのであれば、

もしかしたらリクエストしたら本を購入

していただけるということがわかってい

ない方が多いのかなと思ったんです。だ

からもっとリクエストしたら、あなたの

希望の本を入れますよ、という形で広報

活動していただけたらということ。それ

から、そうはいっても全体の図書購入費

の中でリクエストがほとんどということ

はあり得ないことですので、その辺の兼

ね合いで割合をお伺いしました。

　だから今、お答えいただいたように、

リクエストの購入について、冊数とか割

合についても統計をご検討いただけると

いうことですので、よろしくお願いしま

す。

　本については、小さいときからいいも

のに触れさせてほしいと願っています。

あの図書館に行ったらほんとにいい本が

ある、というふうな形で子どもたちがわ

くわくしていけるような図書館づくりを

よろしくお願いいたします。

　続いて、せっつ生涯学習大学事業につ

いてお聞きしましたが、私の中でのポイ

ントは、こういう大学や大学院もあるよ

うなんですが、そこを出ても活動の場が

ないとなかなか学んだことが生かされに

くいんです。おっしゃってたように、地

域で活動を生かされているとか、生涯学

習フェステバルとか、わいわいガヤガヤ

祭などにも積極的に参加されてるようで

すので、よい事業だなと思います。

　他市のことですが、茨木市に立命館大

学が出来ます。その立命館大学の木を植

えたり、花づくりは市民から募集してま

す。それを大学の先生が核になってご指

導される。それは花づくりを楽しむため

の市民の教室であったり、人によって目

的とか活動できるできないがあるので、

丁寧に分けておられたんです。そういう

ふうに花づくりの学習講座だけ参加する

方や、核になってまちのデザインをする

らしいです。でも、素人ができることで

ないので、大学の先生などがきっちりと

つかれてリーダーを育てる。その方たち

が花を植える。大学自体も茨木市と関係

を持っておられるから、市民にもオープ

ンなんです。閉鎖された空間ではなく、

オープンに、市民の方の憩いの場にもな
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るように、また、防災的なことも考えて

おられると思うんです。私は、この事業

で学んだことが生かせる場というのがな

かなか見つけにくいので、そういう意味

では期待しております。

　年配の方は何かをしたい。でも、何が

できるのかなというところからまずスター

トだし、おうちに広い庭があるわけでも

ないと思うんです。花を植えたいけれど

も限界がある。そういうときに、まちづ

くりに自分が役立ってるということがす

ごく生きがいにもつながると思いますの

で、こんな事業を積極的に、大学・大学

院の内容充実だけではなく、活動の場の

保証をよろしくお願いいたします。

　続いて、青少年ゆめ・感動体験事業に

ついてお聞きしました。

　この事業については、５００人を超え

る参加者があった。１部、２部、３部で、

１部は表彰もありました。表彰もあるこ

とから、参加者の数がある程度確保でき

たのかなとも思いますが、基本的にお話

しを聞けてよかったのは、宇宙飛行士の

山崎直子さんが来られて、なかなかそう

いう人と接する機会なんてないです。今、

説明いただいたように、宇宙について知

りたいとか、なりたい職業まで発展して

るということが、すごくいい事業だった

んだなと思います。

　というのは、摂津の学力問題とか学校

の課題などがあるんですが、まずモチベー

ションを上げる。自分が何になりたいか

とか、いろいろな世界は広いんだよとい

うふうな職業選択、多くの極めてる大人

と出会うこととか、そういうチャンスが

なかなかつくりにくい。

　ちょっと離れてしまうかもしれません

が、英語教育も実際、千里丘の駅とかで

アジアの方でもお話しになるんですけど

も、そうでない英語圏の方とか、なかな

か出会わないんですよね。言葉もそうだ

と思います。伝えたいから勉強しようみ

たいな、そういう意味で、子どもたちに

チャンスを与えたし、夢があって、すご

くよかったなと思う事業です。こういう

ものを進めていただきたいと思っていま

す。

　成人祭についてなんですけれども、こ

れについては、ほぼ７０％の参加率です

ね。成人祭は平成１６年度から記念品が

出なくなりました。その記念品が出ない

からどうのこうのではないんです。その

ころも７０％だったし、それ以降の文教

常任委員会でも成人祭の参加率について

の質問がされておりました。会議録を調

べてみましたら。

　私は、今の成人祭についてどう捉えて

いるかなんですが、説明いただいたよう

に、成人が主体ですよね。成人の方が司

会をされると会場が、わやわやというの

がとまるんですよね。しっかり見ている。

仲間内という意識なんですかね。そのよ

うなことで、運営方法も工夫されたし、

すごくよかったと思います。だから、７

０％というのが少ないということではな

いんです。

　何が言いたいかということなんですが、

この成人祭の費用が４５万３，０００円

ですよね。これ、こんなものは割り算す

るものではないかもしれませんが、参加

者が５３９人なんですよね。割ると１人

当たり８４０円。そういう問題じゃない

と思いますが、摂津で勉強して、成人祭

に来られる方は摂津市にお住まいでない

方も来られますよね。そういう方も来ら

れる。やっぱり摂津のいい思い出とか、

今はいろいろ仕事の都合だとかそういう

ことで住んでないけれども、摂津で青春

を過ごした。小学校で学んだ、中学校で

学んだ、その友達に会いたい、先生に会
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いたいということで遠方から来られてい

る方もある。

　なので、成人祭の意義についておっしゃっ

てるとおりなんですよね。もう少しこの

工夫というんですか、記念品はどうなの

かなと思いますが、このときの質問の中

で、記念品について他市はどういうふう

なものを出されていますかという質問も

あったんです、文教常任委員会の中で。

そのときには、近隣の市というんですか、

他市のことも調べます。調べて摂津市は

どうするか検討しますというお答えだっ

たんですけれども、記念品について、そ

んなにお金はかけられないと思っていま

す。このご時世ですから、なかなか厳し

いです。予算を取り合いっこになるのも

嫌なんですね。

　先ほどの夢の部分ですけども、青少年

ゆめ・感動体験事業は、１００万円を超

えてます。だから、こっちを下げてこっ

ちを上げるということではないです。で

も、本当に先ほど意義をおっしゃったよ

うに、これから社会、摂津のまちを背負っ

てくださる皆さんに、摂津はセッピィが

ありますけど、セッピィのマスコットで

すか、それが喜ばれるかどうかは別です

が、もしされるとしたら、少し成人祭に

ついて心に残るものではあると思うんで

す。すごくよかったですから。そのあた

り、もう少し何か残るものが検討できる

のかなと。他市の状態とか調べますとい

うことでしたから、今、把握されている

のでしたらお答えください。

　それと、もう一点。成人祭は今お伝え

したように、成人の方が主体でやってお

られて、摂津らしいというんですか、市

長の話のときもきちんと聞いてました、

と私は思っています。そういうふうにい

ろいろニュースであるような状態ではな

かったです。いい雰囲気だなと、みんな

でお祝いしてるというのが伝わってるん

だなというふうに受けとめていますので、

ぜひそのあたりをご検討願いたいと思い

ます。これはお答えいただけたら、よろ

しくお願いします。

　それから、スポーツ推進委員活動事業

についてですけれども、近畿スポーツ推

進委員研究協議会負担金の内容について、

どういうものかということをご説明いた

だきましたので了解いたしました。

　こういうものは団体への負担金ではご

ざいませんので、人数によって変わって、

執行率が低くても全然問題ないと思いま

す。内容を理解しました。ありがとうご

ざいます

　公民館講座のベビーマッサージの件で

お尋ねしたのは、ニュースで大きく報道

されたと思うんです。ベビーマッサージ

については死亡事故がございました。大

阪市でもありました。新潟でもあったと

思うんです。

　それで、今のご説明で講師の方も確か

な基準を設けて、とおっしゃってくださっ

たので安心しています。若い子育て中の

方は悩んでおられるんです。すごく悩ん

でおられるから講座に出向いたりとかい

ろんなところで人との関係をつくったり

していこうとされているんです。その中

で、子どもとの触れ合い体験と思って参

加されて、もし事故があれば大変なこと

になります。これはこのことだけじゃな

いんです。公民館の開設されている講座

とかは信用されていると思うんです。信

頼度が高いと思うんです。だから、これ

からもベビーマッサージだけじゃなくて

いろいろな講座を設けられるときに、市

民の信頼があって、公民館でやってるか

ら行こうというふうに考えておられる方

が多くおられるということで、点検など

をされるようお願いいたします。
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　続いて安全対策事業についてです。青

色防犯パトロール車のことでお伺いいた

しましたが、これについて間違いだった

ら指摘してください。先ほど南野委員が

お尋ねになったときに、交通専従員につ

いて、２５年度はマニュアルを作成した

というふうにお答えになったんではなかっ

たのかなと思っているんです。

　私が巡視コースや時間帯をお伺いした

のは、以前、文教常任委員会の中で、課

題は安全に対する関心が高いから、どう

しても文教常任委員会ではたびたび出る

と思うんですが、経路とか時間帯とか回

数とか、ほぼ変わりなかったように思う

んです。

　私は、今までどおりということではな

く社会状況が変わっています。考えられ

ない事件やとんでもないことが起こるん

です。想定外のことというか、それを予

測することなんて、本当に難しい。でも、

常に今、最善を尽くしていただきたい。

　だから、巡視されている方がごらんに

なった現場の様子で、道路の陥没が直っ

たとか、それもいいなと思ったんです。

他市ではスマホで道路を写して、すぐ市

に情報をあげて、そこで市が点検して道

路を直していくようなところもあるそう

なんです。

　でも、摂津は実際に巡視されている方

がごらんになって情報をくださるんです。

それはほんとに子どもの安全にもつなが

ると思うんです。道ってほんとに危ない

んです。ちょっとしたでこぼこで子ども

もつまずく。特に高齢者の方が多いです

から、これはいつもお世話になっている、

見守りをしてくださっている高齢者の方

にもいいことだなと思っておりますが、

私が考えていただきたいのは、今までこ

うしていました、を超えて、次に例えば

パトロールのコースを思い切って変える

というのも検討課題ですし、今、子ども

たちが遭遇しているいろんなトラブルに

対応できるものに、常に更新できるよう

なパトロール体制を整えていただきたい。

これは検討が要る内容だと思いますので、

すぐにお答えというのではなく、検討し

ていただいて、巡視パトロールが実りの

あるものになればと思っております。

　もう一点、要望になるかと思いますが、

保護者の方は、青色防犯パトロール車が

走っておられても意識してなかったら余

りわからないと思うんです。

　だから、その意識を高めるように各校

で学校だよりとかもあります。いろんな

方法あると思います。これで保護者の方

にも情報提供を発信していただければ、

もしかしたら青色防犯パトロール車をご

らんになって、保護者から、実はこの辺

が危ないんですよとか、あっちも回って

ほしいという声が上がるかもしれない。

そしたら複数の目で見守りができますの

で、ぜひ、ここのところを要望です。ご

検討ください。またいつかお尋ねしたい

と思いますので、検討、よろしくお願い

いたします。

　それと、小学校児童医療費助成事業、

中学校生徒医療費助成事業についてです

が、お答えいただいたんですが、私が聞

き漏れているかもしれませんので再度の

お答えになったら申しわけないんですが、

勧告が出されている子どもたちが、なか

なか行けてない実態があった場合に、ど

のように数がつかめているのか。勧告を

出します。なかなか難しいとは思います

が、どのように把握されているのか。勧

告を受けてない子どもたちに再度受けれ

るようにという取り組みをされているん

だったら、その部分をお聞かせください

というのがお答えをいただいてなかった

と思いますのでお願いいたします。
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　続いて、学校部活動等助成事業のこと

についてお答えいただいたんですが、学

校の中で、かなり回数に格差があります

よ。その説明は、教師や指導者の問題、

その学校にそのクラブがあるかどうかと

いうふうにお伝えくださったんですが、

大阪市はクラブ活動について動きがなさ

れてます。それについては、教師の労働

経験も入っていると思うんです。一日の

中で、中学校の先生方は大変だと思うん

です。授業が終わる、クラブの指導です。

そうすると、例えば問題行動のある子ど

もがいたとします。学校全体で、その子

どもに対する対応の共有をしなければい

けません。そのときに会議を持ちたいと

か、そういうふうなときにも毎日毎日ク

ラブとかされていて大変だと思うんです。

　だから、要望の声は聞いてないという

ことだったんですけれども、実際、どう

いうふうに把握されているか。子どもた

ちの部活動をもっと盛んに、モチベーショ

ン上げるためには、もう少し部活動費と

か、足らなかったんではなかったのかな

という点を聞きたいんです。

　続いて、国際理解教育推進事業ついて

お聞きしたんですけれども、これについ

ては繰り返しになりますが、小学校で派

遣時間が一番多いのが７５時間です。こ

れは、外国から来られた子どもに、日本

語ができないから派遣していただいてい

るのとは別ということだと把握しており

ます。それで、中学校が５校ありますけ

れども、その中で外国語の講師、日本語

指導に当たる方を派遣してもらっている

学校が２校あると思います。やはり、言

葉はその当人が日本語ができるとかでき

ないとかいうことではなく、周りの環境

をつくらなければいけないと思います。

　だから、そういう子を迎えたときに、

本当に多文化共生ですか、そういうふう

に互いに理解し合う環境をつくるために、

多い学校は７５時間もかけて、多分この

学校は、そういう日本語が十分でない子

どもさんがおられるかもしれない。

　そういう学校は丁寧に重ねてきて、お

互いを理解し合うという国際理解教育を

進めておられたと思います。それをぜひ

ぜひ小学校だけはなく、中学校にも受け

継いでいただきたい。

　小学校から中学校に上がってジュニア

ハートプログラムがあります。新しく中

学１年生になって、同じクラスで仲よく

やっていこうという形で、今まで小学校

６年生でやっていたプログラムを中学校

１年生にしましたという説明があったと

思いますが、私はそれについては納得し

ているんです。そうだな、それもいい方

法だなと思っております。

　同じように、温度差がないように、小

学校で学んできた学びの、それこそ小中

一貫教育というんですか、続けて学び続

けられるように、中学校の時数が繰り返

しになりますけれども、３時間、１時間、

ゼロ、ゼロ、ゼロという時間数では、国

際理解が進められるとは少し捉えにくい

ので、そのあたりのところについて、要

望とさせていただきます。要望で結構で

す。ここのところについては、十分に２

５年度の実績、ゼロも実績ですから、そ

れを踏まえて、今後は手厚い国際理解教

育が進められるようにお願いします。

　それで、続いて学力定着度調査事業に

ついてです。

　お伺いしますけれども、これについて

も２３年度からやってますっておっしゃ

いました。２３、２４、２５年度の３年

間。

　こちらの事務報告書では、摂津市全体

の傾向が見えたというふうに書かれてま

す。そういうふうに把握されています。
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この事業については６０万を超える予算

が使われています。

　これは、ここに書かれているのでは市

の傾向が見えたというふうに書かれてあ

るのに、また続けてやることが必要なの

かなと思うんです。

　このことについても、文教常任委員会

で以前にも出てたと思いますが、子ども

がかわります。２年生ですよね。そした

ら、今年の２年生と来年の２年生で子ど

もが違います。そういうふうな子どもた

ちに学力テストをして、何がつかめるの

か。ここに書いてある結論と思うんです。

市全体の傾向がわかる。それでいいんじゃ

ないですかと思うんです。

　ここに書いてあるので申し上げると、

結果が学校におろされるのが遅いです。

９月ぐらいになってます、テストしてか

ら。９月ぐらいになってますので、それ

はほかの学力テストも一緒なんですけれ

ども、業者テストですから十分に分析さ

れたものが学校に届くと思いますが、そ

れをもとに取り組まなければいけないと

いうのも、９月以降の学校の行事は本当

に多いです。その中で、大変と思うんで

す。もう摂津市全体の傾向を把握されて

いるんだったら、それをもとに子どもた

ちと実際の教室でできるんじゃないんで

すかと思うんです。

　それと私が思うのは、テスト、テスト、

テスト、テストで点数とか、どこまで到

達したかという確認だけではなく、でき

れば担任、ほかにかかわる教師、先生方

が子どもと話をする時間を確保していた

だきたい。

　子どもの目線で子どもと話をする、と

いうふうなことが、今は、なかなか現場

で難しくなっていませんか。

　この摂津市の事業で小学１年生等学級

補助員の方を入れてくださっているから、

１年生の子どもたちについては生活面の

指導をフォローしていただけて、本当に

いい支援だと思っています。

　学校の現場を見ると、６０万円をかけ

る価値とは言いませんが、６０万円をか

けてまた新たにですかという思いがあり

ます。ここのところにも分析というんで

すか、効果について書かれておりますの

で、この効果はもう十分出たと思います

から、それをもとにということで。一旦

事業というのはやり始めるととめにくい。

やったことについては、予算がついてお

りますから、その予算の意味もつけなけ

ればいけないとか、いろいろ出てきて本

当にやり始めたことはとめにくいという

ことがあるとは思うんですが、いま一度、

このシュアスタートについては検討して

ほしいと思いますので、これについては

お考えをお願いいたします。

　私立高等学校等学習支援金支給事業に

ついても説明いただきましたので、理解

できました。

　私の質問は以上です。理解しましたと

いう部分と、重ねてお答えいただきたい

部分がありますので、よろしくお願いい

たします。

○安藤薫委員長　質問部分で回答お願い

します。

　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　それでは、教

育支援自販機についてのご質問にご答弁

いたします。

　確かに委員ご提案のとおり、この収入

が部活動にかかる費用への支援として交

付金等で直結したものであれば、この教

育支援自販機の設置等が市民・保護者へ

の啓発、宣伝にもつながるんではないか

と考えます。

　それにより売り上げも伸びれば収入も

上がるということでございますが、環境
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自販機の収入については、入と出が直結

しているという話も伺っておりますので、

参考にしたいと思っております。

　また、当初は積み立てて、基金の計画

もあったということなんですが、２４年、

２５年度と大体１年８０万円前後だった

と思います。この額が基金としてどうな

のか、そういったあたりに財政課のアド

バイスもいただきながら、教育支援自販

機に係る予算執行について、少し研究を

してまいりたいと考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課関連で

ございますが、部活動の指導につきまし

てです。

　中学校の部活動の指導というのは、や

はり難しい面がありまして、教職員に負

担がかかっていることは間違いございま

せん。

　しかし、教職員は一生懸命取り組んで

おるところでございますが、国レベルで

も、学校における部活動のあり方という

のはよく問題にもなりますが、日本的な

文化と申しますが、生徒とのかかわりや、

生徒指導上、あるいは人間関係づくりで

すとか、いろんな心の教育でございます

とか、そういうところを含めましてなか

なか学校教育から部活動を切り離すこと

はできないという状況は、皆さんご存じ

だと思います。

　大阪市の取り組みは新聞報道等でも拝

見いたしましたが、なかなか思い切った

ことだと思いますが、やはりそういう生

徒の指導面でございますとか、安全管理、

責任の所在等ですとか、それから莫大な

予算もかかりますでしょうし、そういう

予算や運用面では、かなり難しいのでは

ないかなと思っております。

　状況を注視しながら、本市におきまし

ても中学校の部活動がかなりいろいろな

状況にあることは理解してございますの

で、その外部指導員の部分の拡充等を含

めまして、大阪市の状況を見ながら考え

てまいりたいというふうに思います。

　それから、シュアスタートにつきまし

ては、今おっしゃるとおり、いろいろ見

直しの時期にはあるかなとは考えており

ますけれども、各学年、学習状況の定着

度合いというのは、常にきめ細かく状況

を見る必要があるというふうに今は考え

ておりまして、今、全国学力・学習状況

調査でも摂津市の子どもたちが厳しい状

況にあることはご存じで、誰も知るとこ

ろですけれども、その中でいろいろ活用

力を育む授業改善とともに、やはり基礎

基本をもう一度、どうやったら定着する

かという基礎基本の徹底のあり方につい

ては、学校での取り組み、それから家庭

での自学自習、自分で勉強できるという

自学自習のそういう力を育成すること、

そういうことを含めてもう一度、見直そ

うと、今大阪市全体でも、課題と正対す

るというのがキーワードになっておりま

す。

　学習状況や学力調査からやはり細かい

分析をして、この部分は定着できている

けれども、この部分ではちょっと授業が

うまくいってなかったのではないかとか、

そういう細かい検証をしてすぐにそれに

対応するということですとか、それから、

今、委員おっしゃいましたように学校ご

とにも状況が違いますし、学年によって

子どもたちの状況が違いますので、そう

いう学年の子どもたちの状況を、できま

したら、よりきめ細かく見ながら授業の

あり方、教育計画を作成していくことが、

厳しい状況に対する課題解決につながる

のではないかというふうにも考えており

ますので、シュアスタートのあり方につ
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きましては今検討中ではございますけれ

ども、どういうふうに学習状況の定着度

合いをしっかり把握して、課題に取り組

むという点については我々としても、も

う少ししっかり取り組んでいこうという

ふうに考えているというところでござい

ます。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　小学校、中学校の児童

生徒に対する医療費助成についてのご質

問にお答えさせていただきます。

　こちらにつきましては、医療券を発行

させていただくということで実施してお

るものでございますけれども、毎年４月

から６月の学校における健康診断の中で、

学校医また学校歯科医から疾病と判断さ

れた病気、例えば虫歯であったり、結膜

炎、中耳炎といった学校保健安全法施行

令による指定された疾病においてのみ、

この医療券が使えるということとなって

おります。学校長からそのように受診の

指示があった場合に、医療券を申請いた

だいて、発行させていただいておりまし

て、その発行数につきましては、現在シ

ステムにおいて把握させていただいてお

りますが、今手元に詳細なデータは持ち

合わせておりませんけれども、基本的に

は医療券を発行させていただいた方につ

きましては、医療機関で受診をしていた

だいておるものと考えております。しか

し、何らかの事情で受診されておられな

いケースもあり得ると思いますので、学

校の養護教諭の先生であったり、担任の

先生等と連携して、そのような受診漏れ

がないように、保護者の方へ周知してい

ただくということで、我々からも学校、

校長会等の場もございますので、再度そ

のような情報提供はさせていただきたい

と思っております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは成人祭に

おけます記念品等につきまして、ご答弁

させていただきます。

　本市における成人祭の記念品につきま

しては、委員ご指摘のとおり平成１５年

１月の成人祭を最後といたしまして、記

念品の贈呈は廃止とさせていただいてお

ります。

　なお、それ以前の記念品につきまして

は、テレホンカード、アラームつき時計、

電卓などの記念品を贈呈しております。

　また、他市の動向につきましてですが、

若干調査時期が平成２０年度と古いので

すが、調査しております。

　平成２０年度の時点では、吹田市にお

きまして新成人の方にミニアルバムを配

布されておられました。それ以外の茨木

市、高槻市、また島本町におきましては、

本市と同様、記念品につきましては既に

廃止となっております。

　記念品の考え方でございますが、確か

に委員ご指摘のとおり、何かものとして

思い出に残るものというものは有効であ

るのかと思いますが、恐らく本市におき

ましても、財政状況もしくは成人祭に参

加されなかった方への送付などの問題か

ら廃止となったものと考えておりますが、

本市におきましては、成人祭の第１部の

終了後、第２部といたしまして現在コミュ

ニティプラザにおきまして青春フリータ

イムということで、軽食などをとってい

ただきながら自由にお話しいただけるよ

うな場を提供させていただいております。

　こちら、非常に盛況でございまして、

かた苦しい式典の後、やはり久しぶりに

会った仲間同士打ち解けて、昔話に花を

咲かせるというような非常に和やかなか

つ皆様楽しんでいただけるような会となっ

ておりまして、本市といたしましてはそ
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ういった物というよりも、そういった思

い出に残る、心に残るような式典という

ことで、かつ低予算でさせていただける

ということで　非常によい取り組みなの

ではないかと考えておりまして、今後に

つきましては、そういう方向性でいかせ

ていただきたいというふうに考えており

ます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　教育支援自販機の

件でご答弁をさせていただきます。

　直接の所管ではないという立場もわか

りながら、答弁をさせていただきます。

と申しますのが、環境支援自販機並びに

教育支援自販機の設置につきまして、私

自身が本設置に関して、以前の職場でご

ざいますけども携わったといいますか、

関係をしたということもございまして、

その経緯からご説明をさせていただいた

ほうがいいのかなということで、答弁を

させていただきたいと思います。

　当時、自販機の設置は防災管財課で設

置を担当されておられて、自販機のカラー

リングにつきましては各業者さんのオリ

ジナルカラーであったというようなこと

がございました。

　その歳入につきましては、総務常任委

員会の所管であり、余り触れてはいけま

せんが、決算書５５ページの防災管財課

の雑入のところの自動販売機設置料とい

うことで２４０万円強のお金が上がって

おります。

　環境支援自販機、教育支援自販機の設

置につきまして、その設置者からそのよ

うなご意向を伺いながら設置にあたった

ところでございます。

　また、カラーリングにつきましても市

民の皆様にわかりやすいカラーリングに

していただきたいということで、それぞ

れのオリジナルでなくて、摂津市のご意

向に沿っていただくようなカラーリング

にもしていただいたということでござい

ます。

　その手数料といいますか、販売の設置

料につきまして、従前より少し率を多目

にもしていただいているのかなというこ

とは記憶としてございます。

　環境支援自販機につきましては、当時

から環境基金というものがございました。

金額は幾らになるかわかりませんので、

当該年度にその分を財源として充てる、

または環境基金に積むという、両方の選

択肢があったわけでございますけども、

教育支援の自販機につきましては、基金

というものがございませんでしたので、

基本当該年度の財源として使わせていた

だくというようなことを、業者の方々、

また防災管財課、当時おりました政策推

進課、また教育委員会と調整をしたとい

う記憶がございます。

　現在、数年たっておりますので若干の

違いがあるかもわかりませんけども、導

入に当たっては、そういう協議をさせて

いただいたというところでございます。

　ということでここにもあります協定書

は今、所管から見せていただきましたけ

ども、設置の目的といたしましては、教

育事業を支援するためにというような文

言になっておりますので、この財源につ

いては教育関係全般について、その財源

として使っていただく業者さんからのご

意向がございましたので、そういう位置

づけでスタートしたものであるというふ

うに考えております。

　また、歳入のあり方ですけども、当時

そういうもともとあった設置料の中に入

れるという考え方もございましたが、そ

れではやはり外部の方、またはその支援

をしていただく市民の方にも見えないと
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いうことで、雑入の中ではございますが、

防災管財課の中でその環境支援自販機設

置料または教育支援自販機設置料という

ことで、分けるような形で決算を打つと、

そのことで自販機でジュース等買ってい

ただいた皆様にもその分がここに回って、

それが教育支援並びに環境支援に回って

るんだなということが見える化をしてい

こうということで、こういう決算の打ち

方にしておりますので、ご理解をお願い

できたらと思っております。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　それでは、今お答えい

ただいた教育支援自販機のことについて

なんですけれども、私が調べておりまし

た創設の経緯と若干異なるところはござ

いますが、基本的には教育のためにとい

うことで、同じだと捉えます。

　それで、私は今説明してくださったよ

うに、見える化という言葉をお使いになっ

たと思うんですが、見えるようにという

ことで教育と環境と分けておられるとい

うことも理解しました。

　今日たまたまなんですけれども、休憩

が入りました。そのときに下におりて行

きましたら、自販機ありますよね、あれ

は環境ですよね。そしたら、食堂から出

てこられた市役所の方ではない方なんで

すけど、五、六人の男の方が通られて、

このジュース２０円高いな言うてはって、

結構皆さん値段見てはるんやなってこと

がわかったんです。ただ、あれが環境支

援自販機というところを見ていただけた

ら、２０円の高さが、それでもって思っ

て買ってくださったらいいのになと思っ

たんです。

　同じことなんですけども、教育支援自

販機もなんですが、設置されてる場所が

スポーツセンターとか、テニスコートと

か体育館とか、テニスコートは子どもは

使わないかもしれませんが、身近なとこ

ろ、市民の皆さん、親子連れ、子どもさ

んも公民館で絵を習ったりされてますか

ら、そういうところに設置されてますの

で、これ教育の支援になるんやなという

形で、ちょっと高いけど買おうかみたい

に意識して入れておられる方もたくさん

いらっしゃると思うんです。

　それで見える化ということで、私は初

めに質問のときには、これはクラブ活動

の補助というんですか、そういうふうな

ことでというふうにお尋ねしましたが、

全くこだわるものではなくて、教育、子

どもたちの教育のためにお使いいただく

のって結構ですが、ただ、もっとものが

わかるようになるためには、例えばこれ

で図書費に使いました。だから額もこれ

だけの額で、これが図書費にかわりまし

た。ボールでも結構です。スポーツ、体

力もなかなか子どもたちにつけなければ

いけませんから、そしたら、これでほん

と具体的なものがいいかな。

　それについてはお任せします。皆さん

で検討していただけたらよろしいですが、

雑入として大枠で８０万円とかいうのを

どこかに分散してお使いになるんではな

くて、何か見えるものでお使いいただけ

たら、それを各学校だよりもありますし、

広報もありますし、今、若い方が本当に

集まって、赤ちゃんを連れて絵本、読み

聞かせのコーナーもコミプラにあるんで

すが、あそこにも行っておられるんです

ね。そういうところでも見れると思いま

す。若い人の情報量は本当に多いと思う

んです。

　これは、摂津市内でも茨木市でも高槻

市でも配られている情報紙ですが、食べ

物屋さんの情報とか、それから万博でこ

ういう催し物がありますよとか、そうい

うふうな情報紙なんですけど、タブロイ
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ド版のものです。

　それに、先日、各市の子育て支援はど

ういうふうにされているか、比べてあっ

たんです。だから本当にごらんいただけ

ると。ここが頑張ったことが、必ず届く

ということで見えるように、ぜひぜひそ

れはもうお任せしますが、よろしくお願

いいたします。

　続いて成人祭の件ですが、このことに

ついて他市のこととかもお聞きしました

し、記念品、形のあるものでなくても結

構です。このことについては、私は予算

削減、削減という流れはあるんですが、

成人して、今でも十分みんなと会えて楽

しかったりとか、それから語らいの場も

設けられています。そういうところで、

十分成人の方は満足していただけてるか

とは思うんですが、これは予算がふえて

もいいかなと思うことの一つです。

　それからアイデアの一つとして受けと

めていただけたらいいです。これは管理

が大変ですし、とんでもないことだと思

いますが、二十歳になった自分への手紙

とかそういうものを書く、これは記念品

というんですか、大きいと思うんです。

それは本当に大変なんです。預かったも

のを返せないとかいろんなことが出ます

から簡単なことではないんですけれども、

買えるものでなくて、自分が二十歳になっ

たときの姿を浮かべて、二十歳になった

ときに、こんなことを考えてたんやみた

いなことがわかるものでもいいんです。

だからお金で買えるものでなくて、そう

いうものでも結構です。

　これは、今後、検討で結構ですけれど

も、また考えていただけたら。何か摂津

の、摂津で勉強したし、摂津で友達と一

緒に育ったんやというものがあればと思

いました。他市の傾向もお聞きしました

ので、より一層、成人の方が主体的な今

の形をもっと盛り上げていっていただけ

たらと思いますので、これで結構です。

よろしくお願いします。

　それから、シュアスタートの件ですが、

お答えくださった中に答えがあったじゃ

ないですかと捉えたんですが、このテス

トをすることによって、基礎基本が大事、

自学自習が大事とおっしゃったではない

ですか。それでいいじゃないですかと思

うんです。この基礎基本が大切というの

は、もうずっと言ってますよね。だから、

今、子どもにテストをして、基礎基本が

足りないではなく、どちらかというと基

礎基本をつけさせるためのどういうやり

方、指導法になるかもしれません。それ

についても、学校それぞれの課題があり

ますし、せっかく摂津は特色ある学校と

いうことで、それぞれの学校の課題につ

いてきちんと校内研修を行い、把握して、

自分の学校に合った自分の学校に来てい

る子どもたちの教育を進めてきています

ので、もうお答えが出てますから、十分

にわかっておられる。なのにあえてテス

トをする必要はないと私は考えます。

　だから、この今までのテストでせっか

く結果が出てるわけです。それをもとに

基礎基本がつく、自学自習を進められる

ような教職員側にその６０万円をお使い

になっても構わないと思います。講師の

方にお使いになってもいいと思います。

　このテストを拡大して、２年だけだっ

たら分かれへんのと違いますかというこ

とで、１年から５年に広げていく方向で

はなく、これを違う形で約６０万円を活

用していただきたいということでお願い

します。

　学力の課題は、もう十分把握されてい

ると思いますが、教育委員会定例会の傍

聴に行きましたら、生徒の問題行動がふ

えているという、一番近い定例会のとき
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に報告されていたと思うんです。

　私が、子どもたちに夢を与える宇宙の

講演会がいいですねといったのは、そこ

なんです。子どもたちは、できひんのちゃ

うかとか、あかんのちゃうかというマイ

ナス思考にいくのではなく、子どもに自

信を与えて、やる気、モチベーションを

高める方向も探ってほしいと思うという

ことで、ぜひぜひここのところはお考え

いただきたい。これは要望ですから答弁

は結構です。

　部活動については、やはり教師負担が

多いですから、おっしゃってるとおりな

んです。これは摂津市だけのことだけで

はないです。全体的な国のレベルという

んですか、部活動をどう捉えるかという

ことですから、これは要望なんですが、

できる限り子どもたちにとって指導者が

本当に力量がある方というんですか、そ

れを専門的にやっておられる方が来たら、

伸びるものが伸びると思うんです。だか

らそういう意味でも、そういう人が来て

いただけたらいいなと思います。それと

教師が責任を持って、クラブ活動という

のは単純なものでなく、生徒指導も入る

とおっしゃっていたとおりなんです。だ

からクラブ活動で指導者が来られても、

顧問の方がすっきり抜けるというわけに

はいかないなど、いろいろ理解しており

ます。それでもなおかつ、そういう力量

のある方、子どもたちがモチベーション

を高めてもっとやりたい、もっとやりた

い、子どもたちのやりたい部活動が実現

するような方向で、これもお金のことが

あるんですが、そういう思いでまたいろ

いろ講師派遣とか回数とか組み立ててい

ただけたらと思います。これは要望です。

　医療費の助成についてお答えいただい

たのは、保護者への周知を徹底されると

いうことでした。子どもが学校に来ても

体の調子が悪かったら、授業も飛んでま

すし、健康な基本的な体をつくるという

のは、小学校は大事ですよね。中学校も

大事ですよね。そのときに、せっかくあ

なたがこうですよという勧告を受けたん

だから、病院に行けるようにというとこ

ろを、子どもだけの問題ではなく、家庭

の問題もあるかもしれません。その辺は

もう把握されていると思いますので、学

校と協力されて、勧告を受けた子どもた

ちが病院に行けるようにということだけ

ですので、保護者の周知徹底をよろしく

お願いいたします。

○安藤薫委員長　では続いて、質疑に行

きます。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　午前中からいろいろ

と活発な議論がございまして、私が３人

目ということでございます。大変に皆さ

んお疲れのところではないのかなと思い

ますけれども、丁寧な質問をしていきた

いと思っておりますので、ぜひ簡潔にご

答弁をよろしくお願いしたいと思います。

　それでは質問をさせていただきたいと

思いますけれども、まず収入につきまし

て一点お聞かせいただきたいと思います。

　決算書の５２ページ、奨学資金貸付金

元金収入でございます。

　当初の予算といたしましては４６７万

円を計上されておられました。しかしな

がら調定額を見ておりますと１，７５４

万円ということで、相当な差額になって

おります。これは恐らく過年度分が発生

しているのかなと思うわけでございます

が、その点について一度お聞かせいただ

きたいと思いますし、また収入の未済額

が９５５万円を計上しているということ

でございます。非常に収納率が低い状況

に残念ながらあるわけでございますが、

この間どのようなご努力をされたのか、
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この際お聞かせいただきたいと思います。

それが一点目です。

　続きまして歳出でございますけれども、

決算概要の２８ページ、予備費の充当に

つきまして、今回、９１万３，４７９円

を予備費から充当されておられます。こ

の内容につきましては、いろいろと報告

をいただいておりますので、十分理解を

しているわけでございますが、今回のこ

の件をしっかりと学校現場としても、そ

してまた教育委員会としても大きな教訓

にしていくべきではないのかなというよ

うに思うわけであります。と申しますの

は、以前、修学旅行を請け負っている業

者がずっと変わってこなかった。しかも

全ての小学校、中学校を受け持っておっ

たというようなことが、大きくこの文教

常任委員会の中でも議論がされまして、

いろいろと改善をしていただいていると

ころでございます。

　そこにつきましては、今、現場でもい

ろいろとご努力されておられると思いま

すけれども、その延長ではないのかもし

れませんけれども、学校事務の中で、さ

まざまなことが変化をしてきているので

はないかというような状況にあると思い

ます。

　例えば、子どもたちがもらう卒業アル

バムについても、今回、関係してくるん

ですけれども、業者に相見積もりをとっ

ていくというようなことになって、基本

的には低い金額を提示した業者がとって

いくということになっていくと思うんで

すけれども、それによって、今回、この

ような状況になったわけでございまして、

やはり考えていったときには、本当に適

切な仕事をしてくれる業者に安心をして

任せられるのかというような観点からも

見ていかなくてはならないと思います。

　それとまた、学校の先生方は非常に多

忙であるということを考えたときに、や

はり、ここは教育委員会がしっかりと指

導的な立場を発揮していただきたいと思

うわけでございますけれども、一点、そ

の点につきましてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから続きまして、決算概要の８４

ページですけれども、保育所入所事務事

業につきましてお聞かせいただきたいと

思います。

　これも本会議等で待機の問題、議論が

されておりまして、その状況につきまし

ては理解をしておりますし、今後、特に

安威川以北でどのようにして確保してい

くのか大きな課題であるということにつ

きましては、私も理解をしているところ

でございますし、ぜひそれはお願いした

いと思っているところでございますが、

本日お聞きしたいのは、年度途中で状況

が変わった方に対して本当に対応できて

いるのかということについてお聞かせい

ただきたいと思っております。

　簡単にわかりやすい例を申し上げます

と、子どもさんがいて、お父さん、お母

さんがおられた。そしてその子どもは、

お父さんが働いておられるので、お母さ

んが家で専業主婦をされておられて、家

で子どもを見ておられる。そういったケー

スもあると思うんですが、一つの例であ

りますので申し上げますと、仮にお父さ

んに何かあって働けなくなってしまった。

そしてお母さんが働きに行かざるを得な

い状況になったときには、子どもをやは

り保育所、保育園で見ていただくという

状況が年度途中で発生してくると思うん

です。そういった状況に対して、今、摂

津市内の、これは民間も公立も含めてで

ありますけれども、保育所、保育園で対

応できているのかということにつきまし

て、これは２５年度の決算でございます
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ので、２５年度の実績で、一度、お聞か

せいただきたいと思っております。

　それから決算概要の８４ページでござ

いますが、ファミリーサポートセンター

運営事業につきましてお聞かせいただき

たいと思います。

　これは、以前は民生常任委員会の所管

でございまして、私も長く民生常任委員

会におりましたので、何度か質問させて

いただいておりましたけれども、その際

から私が申し上げていたのは、今のファ

ミリーサポートセンターのあり方という

か状況が本当にこの事業を始めた目的に

沿っているんですかということについて

お聞きしていたわけでございます。

　今回、この２５年度の実績を見ており

ますと、依頼会員は若干ふえている状況

にある。これは２５年度の期初と期末を

見ての話でございますが、若干ふえてい

るという状況はありますけれども、しか

し、援助会員、それから両方会員の方は

全くふえている状況がないというふうに

思ってますし、活動の総日数を見ており

ましても、これは決して多くないのでは

ないのかと思っております。

　今後、２５年度の実績を踏まえて、ファ

ミリーサポートセンター運営事業といっ

たものが本当に機能していくのか、本当

に当初の設立の目的といったものを果た

しているとお考えなのか、今後の課題に

ついても、この際、お聞かせいただきた

いと思います。

　それから、同じく８４ページですけれ

ども、市立児童センター運営事業につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　午前中に南野委員もご質問されておら

れました。私もやはり以南に同じような

機能を持ったセンターといいますか、施

設があるに越したことがないなというふ

うに思っているんですが、それは子ども

たちが学校が終わって帰ってきた、その

放課後の過ごし方と関係しているという

ふうに思うわけです。

　そこでまずお聞かせいただきたいのは、

今、現行の市立児童センターを利用して

いる子どもたちは、確かに摂津小学校、

味舌小学校、三宅柳田小学校と書かれて

おられますけれども、本当に摂津小学校

の子が多いのかなと思うわけです。

　そうなってきたときに、摂津小学校の

子どもたちの放課後の過ごし方と、特に

安威川以南の小学生の放課後の過ごし方

に大きな差が出てくるというのであれば、

これは安威川以南に児童センターをつくっ

てくださいということになっていくと思

いますし、そういった資料がなければ、

私は安威川以南に児童センターをつくる

ということについても、そう簡単には判

断できないのではないかと思っています。

　そこでお聞きしたいのは、そういった

調査がなされているのかということにつ

いてお聞かせいただきたいというふうに、

まず１回目は思います。

　続きまして、同じく８４ページなんで

すが、子育て支援短期利用事業でござい

ます。

　これは評価報告書の９ページにもいろ

いろと詳しく内容についてご報告いただ

いているところでございますが、今回、

無執行になっていると思います。いろい

ろと理由があるだろうと思うんですけれ

ども、どのような状況を想定されて、ま

ず予算づけをされたのか、この点につい

て、この際、お聞かせいただきたいと思

います。

　それと、同じく８４ページの養育支援

訪問事業でございます。

　ここも決算概要等で詳しく備考にも書

いていただいておるんですけれども、積

極的に自らが支援を求めることが困難な
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家庭に対していろいろと事業をしていく

わけでありますけれども、そういった方

が、こういった事業がありますよといっ

たことを、本当に理解、把握をされてい

るのか、まずそこが大きなポイントでは

ないのかというように思っておるんです

が、２５年度の決算を踏まえて、その点、

どのような啓発等に工夫をされたのかお

聞かせいただきたいと思います。

　それともう一点は、この評価報告書の

中に、虐待の未然防止につながったとい

うような一文がさらっと書かれておられ

るんです。これはすごいことだろうなと

いうように思うんです。要は、児童虐待

の未然防止につながったということは、

具体的にどういったことがなされたのか、

お聞かせいただきたいというように思い

ます。

　続きまして、決算概要の８６ページに

なりますけれども、子どもの自己回復力

向上推進事業といったことで、これは２

５年度までの３か年の事業であるという

ようなことが書かれておりまして、本年

度、２６年度はファシリテーターの養成

に当たっておられるというように理解を

しております。

　これは非常に難しい事業なのかなと。

３年間で本当にそこまで学校において、

子どもたちを指導しておられる教職員の

方々が、そこまで力を上げられるのかな

ということが、非常に私の中では疑問で

あるわけなんですけれども、一点、この

点につきましてお聞かせいただきたいな

と思います。

　それから少し飛びまして、概要の１３

８ページになりますけれども、教育相談

事業につきましてお聞かせいただきたい

と思います。

　以前から、摂津市は非常に不登校になっ

てしまった児童・生徒の割合が高いとい

うことで、これを何とかせないかんとい

うことで、皆さん、いろいろとご努力を

されてきたと思うわけでございますが、

私、実際、自分の子どもが小学校に行っ

て、いろいろとそういった状況を見てい

る中で、当初思っていたのと、実際に聞

いてみると、不登校の原因というか、状

況もいろいろあるんだなということを改

めて感じているところでございますけれ

ども、今現在の不登校といったものにつ

いて、何か大きな特徴があるのか少しお

聞かせいただきたいなと思いますし、ど

ういったところに要因があるのかという

ことにつきましてもお聞かせいただきた

いと思います。

　それから１４０ページに移りまして、

小学１年生等学級補助員配置事業でござ

います。

　私は、これは非常に大きな成果が上がっ

ている事業ではないかと感覚的に思って

いるところでございますが、教育委員会

としてどのように評価されておられるの

か、まずお聞かせいただきたい。

　それから、年度が始まった最初のうち

は、学級補助員さんが恐らく１年生のク

ラスに張りついておられるんだろうな。

ただ、年度が深まっていくと、ほかの学

年の指導に入るということも、これはあ

るのかなと思いますけれども、そこら辺

についても一度お聞かせいただきたい。

それも踏まえて、今後、他の学年に広げ

ていくといったお考えはないのか、この

際、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、これは少し関連質問になっ

てしまうんですけれども、いわゆる学級

崩壊であるとか、それに近いケースといっ

たものが、２５年度、摂津市内の学校の

中でどの程度見られたのか、一度、お聞

かせいただきたいと思っておりますし、

そういったことについて、要は教員に若
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干問題があったからそういう結果につな

がったのか、あるいはどのような経験を

積んだベテランの教師であっても難しい

状況であったのか、その点につきまして

も一度、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから同じく１４０ページになりま

すけれども、豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業ということでございます。

　事業自体は若干の執行額があるわけな

んですけれども、報償金が無執行となっ

ております。この点について、一度、お

聞かせいただきたいと思います。

　続きまして１４２ページになります。

　スクールガード・リーダー配置事業と

いうことで、これは南野委員も、また東

委員も子どもたちの安心・安全といった

ことでいろいろとお話をされておられま

した。そのように思うわけなんですけれ

ども、このスクールガード・リーダーと

いったものは、いわゆる警察官ＯＢの方

にお願いしていると思います。今は１名

の方にお願いしていると思うわけなんで

すが、これはもっともっと拡充していく

という方向で動かれてもいいのじゃない

かなというふうに思うわけですが、その

点についてお聞かせいただきたいなと思

います。

　続きまして、１５４ページの音楽祭開

催事業でございます。

　この音楽祭につきましては、以前から

この文教常任委員会の中でも何度も質問

が出てきたのかなと。この音楽祭に応募

される方は、ほとんど市内の方はおられ

ないんじゃないのかというようなお話が

ありまして、本当に摂津市がこの音楽祭

を開催する意味があるんですかというよ

うなお話がありました。

　その後、いろいろと工夫をされておら

れると思うんですけれども、市民の方の

中に、果たして本当に浸透しているのか、

一度、教育委員会としてのお考えをお聞

きしたいと思います。

　それから、同じく決算概要の１５８ペー

ジになりますけれども、家庭教育学級事

業でございます。

　２５年度には１学級ふえたといったこ

とで、このこと自体は大変にいい方向に

行っているんじゃないのかと思いますけ

れども、やはり大事なのは摂津市におい

て家庭教育にどのようなことを期待して

いるのか、そのことをやはり明確にして

いきながらこの家庭教育学級といったも

のをお願いしていく、そういった姿勢で

はないのかなと思うわけなんですが、そ

のあたりにつきまして、一度お聞かせい

ただきたいと思います。

　続きまして決算概要の１６０ページに

なりまして、公民館運営事業ですが、こ

れも午前中、特に公民館まつりのことに

ついてご質問があったと思います。私自

身のことを余り申し上げるのは適切じゃ

ないのかもしれませんが、私も確かに公

民館まつりになると行かせていただくわ

けなんですが、そしたら日ごろから公民

館を使っているかと言われると、実はそ

うではないわけでございまして、やはり

多くの方に公民館を利用していただく、

そのためにどのような環境を整えていく

のかということが非常に大きなことでは

ないのかなと思います。というのは、も

う既に公民館の中でサークルがあって活

動をされているところに、新たに参加を

していくというのは、非常にこれは市民

的には難しいものがあるのかなというふ

うに思っておりまして、ここをいかにク

リアしていくのかといったことが大きな

問題なのかなというふうに思いますし、

また、それぞれの公民館の中でどういっ

た講座があるのかということについても、
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果たして市民の方に浸透しているのかと

いうことを考えると、私は決してそうで

はないんじゃないかなと思っておるんで

すが、その点、今後、どのような工夫が

考えられるのかお聞かせいただきたいと

思います。

　それから、これは何ページというわけ

ではないんですが、スポーツ振興全体の

ことにつきましてお聞かせいただきたい

と思います。

　今、学校の開放委員会のスケジュール

を見ておりますと、本当にそれぞれの学

校の中でびっしりと体育館も、また運動

場も埋まっているような状況なのかな。

それだけ多くの皆さんがスポーツに親し

んでいる環境が摂津市の中ではあるのか

なというふうに思っているところでござ

いますが、ただ一点心配なのは、そこで

スポーツに親しんでおられる方々が、果

たして例えばＡＥＤの使い方について理

解をされているのか、あるいは何かけが

をしたり大きな処置が要るような状況に

なったときに、本当に対応できるだけの

準備があるのかといったことが大変心配

になるわけでございますが、一点、その

点について状況をお聞かせいただきたい

というように思います。

　それと問題行動のことについて、先ほ

ど、東委員も質問されておられました。

先日の新聞報道を見ておりますと、２５

年度は全国でも最多を記録した、大阪府

でも最多を記録したということで、これ

は非常にゆゆしき状況なのかなというよ

うに思うわけでございます。

　そこで、摂津市で問題行動の状況はど

うであったのか、一度、この際、２５年

度の実績をお聞かせいただきたいと思っ

ておりますし、そういった事例に対して

どのように対応してきたのかお聞かせい

ただきたいと思っております。

　具体的な例をお話しさせていただきま

すと、２５年度に新任で摂津市の学校に

来られた先生が、いろんな状況、理由で

休職をされた。その方が２６年度になっ

て辞められたといったケースがあったと

思います。これも私は問題行動も非常に

深く関係していると思っておりますが、

そういったことを含めて、一度、お聞か

せいただきたいと思います。

　それと、入学式、卒業式のことなんで

すけれども、これについて何点かお聞き

したいと思います。

　特に小学校の入学式と卒業式、私も毎

年出席をさせていただきますけれども、

入学式と卒業式で大きな差があるところ

があるんです。何かというと、入学式の

場合は新入生の子どもたちが、みんな、

恐らくお父さん、お母さん、あるいはお

じいさん、おばあさんに買ってもらった

であろう真新しい服をぴしっと着て、参

列というか、出席してますよね。それに

対して卒業式になるとどうなのかという

と、決してそうではない状況がある。入

学式にしても卒業式にしても、ただ一つ

の学校行事じゃなくて、これは式典だと

思うんです。ということは、やっぱりそ

の場にふさわしい服装といったものもあ

るのかなというように思っております。

そこら辺のことが果たして子どもたちに

指導がされているのか。これは私はマナー

という点で非常に大事な機会ではないの

かなと思っておるんですけれども、その

点について、一度、お聞かせいただきた

いなと思います。

　それから、これは２５年度に限ったこ

とではありませんけれども、入学式も卒

業式も、今はフラット方式という方式で

されておられます。要は卒業生と在校生

が対面式の方法をとっておられます。そ

れは一つのやり方なのかもしれませんが、

－50－



しかし本来あるべき姿なのは、やはり壇

上で校長先生がおられて、そして卒業生

に対してお言葉を述べられる。それをしっ

かりと子どもたちは聞くという状況のほ

うが、本来はふさわしい姿ではないのか

なと思っておりますが、なぜフラット方

式を採用されておられるのか、少しお考

えをお聞きしたいと思います。

　それと国歌の斉唱のときなんですけれ

ども、以前から子どもたちが歌を歌わな

いといったことが、この文教常任委員会

であったかどうかまで覚えていませんが、

話題になったことがあったように思って

おります。私もそういった状況を思って

おったんですが、何年か前からは、特に

小学校では、子どもたちが大きな声で歌っ

ている状況に遭遇を何度かしたことがご

ざいますが、ただ、私の記憶の限りでは、

２５年度の卒業式では、残念ながら子ど

もたちが余り歌っていなかったような状

況があったように思っております。それ

はたまたま私が参列をした学校だけなの

かもしれませんが、そういった状況があっ

たわけでございまして、こういったこと

に年度間で大きな差があるといったもの

はどうなのかなというふうに思うわけで

ございまして、特に国歌の問題について

どのような指導をされておられるのかお

聞きしたいなというように思います。

　それと最後になりますけれども、就学

前の教育と、小学校での情報の共有がで

きているのかどうかということについて

一点お聞かせいただきたいと思っており

ます。と申しますのは、先ほど申しまし

た小学１年生等学級補助員配置事業につ

きましても、これは小１プロブレムとい

う大きな問題があるわけです。そういっ

た問題に対応していこうといったことで、

ある意味、対症療法的なところがあるの

かと思っておりますけれども、大事なの

は、やっぱり小学校に入学してきたとき

に求められる能力というか、そのことが

はっきりと子どもたちというか、子ども

たちの保護者の方に伝わっているのかと

いうことであり、またそういったことが

できない子どもたちといったことを、就

学前の幼稚園なり保育所、保育園と小学

校とが共有できているのか、そこが非常

に大きな課題なのかなというように思っ

ておりまして、ぜひこの際、その点につ

きましてもお聞かせいただきたいと思っ

ております。

　少し決算といいながら､一般質問的に

なったところがあったかもしれませんが、

ご答弁よろしくお願いしたいと思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後３時　２分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○安藤薫委員長　再開いたします。

　それでは答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁を申し上

げます。

　まず最初に、奨学資金の貸付金の返還

金についてでございますけれども、当初

予算組みの段階ではその年度に返ってく

るであろうと思われる予定のものを計上

させてもらっております。ただ、実際に

は徴収努力によって一括返済でふえると

いったこともございますし、また、その

年度に返還猶予が完了して新たに返還を

いただくという方もございますので、そ

の方の分で予算よりもふえているという

状況になっております。

　これまで年間６００万円前後で返還額

を推移しておりましたけれども、徴収を

努力した結果、８００万円にふえたとい

うことでご理解願いたいと考えておりま
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す。

　それと努力の方法ということでござい

ますけれども、遅れておられる方につき

ましては電話でお願いをさせていただい

たり、場合によっては訪問をさせていた

だいて、その旨をご説明させてもらって

促しを行ってきているところでございま

す。

　また、昨年度からは納税課で実施して

おりますコールセンターと連携をいたし

まして、コールセンターから納付の督促

をしていただくといった取り組みをして

おります。今後とも、この事業自身の貸

付けの新規はなくなりますけれども、管

理につきましてはしっかりとしていきた

いと考えております。

　次に、ファミリーサポートセンター運

営事業について、ご答弁を申し上げます。

　委員ご質問のとおり、このファミリー

サポートセンターにつきましては、子育

て世代の中で手助けをしていただきたい

方と援助ができる方、この両者の橋渡し

をして有償で相互の援助活動を行うとい

う事業になっております。

　援助を受けたい方、それから援助がで

きる方のマッチングというのが一番の課

題であると認識しております。

　この間、援助会員の獲得に向けて努力

をしてきておりますけれども、平成２２

年度末、援助会員が５２名、そこから５

９名、６０名、６２名とわずかではござ

いますけれども増加してきているところ

でございます。

　また、活動回数につきましても２２年

度末１６４回、その後１５０回、１８５

回、昨年度は３２３回となっております。

　今年度、委員のご質問の趣旨も踏まえ

てですけれども、新たな取り組みといた

しまして、社会福祉協議会の校区福祉委

員会で実施する子育てサロンなどに出向

いて、社会福祉協議会職員が説明を行い、

事業の趣旨を説明して、新たな援助会員

獲得に向けて努めているところでござい

ます。

　また、このファミリーサポートセンター

運営事業のブログを新たに開設いたしま

して、会員確保に向けた取り組みも行っ

ております。

　さらに、一定子育てを終了したという

年代であります中学校の保護者に対しま

して、学校を通じてチラシを配布いたし

まして、事業についての協力を求めてい

るところでございます。

　今後とも援助会員の獲得に向けてさま

ざまな努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

　続きまして、市立児童センター運営事

業に関連して、児童の放課後の過ごし方

についてどのような把握ができているの

かというご質問でございました。

　今年度策定する予定の子ども・子育て

支援計画、このニーズ調査を昨年度実施

させていただきましたけれども、この中

で就学前児童の保護者の方に、低学年・

高学年の間にどのような放課後の過ごし

方をさせたいかという質問をアンケート

の中でしてきております。

　その中で、低学年の間は自宅で過ごし

たいという方が約半数、それから学童保

育が約半数、複数回答ありというふうに

しておりますが、児童センターが３．２

％という率になっております。

　さらに高学年につきましては自宅のほ

うが約７割、６９％、それから２番目が

習い事というのが６５．３％というふう

に多うございました。児童センターは７．

４％の回答となっております。

　今後とも、いろんな機会を捉えて児童

センターのニーズについては把握してま

いりたいというふうに考えております。
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　次に、子育て支援短期利用事業につい

てご答弁申し上げます。

　いわゆる児童のショートステイ事業と

いうことで、この事業につきましては保

護者が育児疲れや出産、病気、冠婚葬祭、

それから出張などで一時的にお子様を養

育できない場合に児童養護施設に依頼を

して、委託をしてお預かりする宿泊型の

一時保護のサービスになっております。

原則として７日間の利用ということで実

施してきております。本市の場合、３施

設と契約を行い、実施をしております。

　平成２５年度につきましては、委員ご

質問のとおり未執行、利用なしというこ

とになっておりますけれども、過去にさ

かのぼりますと、執行金額で６０万円、

それから８０万円近い金額の時期もござ

いました。したがいまして、このような

事情を考えますと、いざというときに利

用ができるような予算組みは一定してお

くべきかというふうに考えております。

　ちなみに２５年度の予算につきまして

は、乳児が３６日、幼児が３１日、それ

から保護者が９日という、そういった形

での予算組みをしていたところでござい

ます。いざというときの利用を考え、今

後とも一定予算については確保してまい

りたいと考えております。

　その次が養育支援訪問事業につきまし

て、ご答弁申し上げます。

　本事業につきましては、各関係機関と

連携をしまして、それぞれの機関、例え

ば保健福祉課や子ども家庭センターと連

携をいたしまして、その中でいろんな要

因で家庭での養育に関して支援が必要な

方に対して、アドバイザーによる訪問を

行っております。専門職の訪問もしくは

有償ボランティアの子育てアドバイザー

の訪問を行っているものでございます。

　関係機関との連携ということで把握し

た方になっておりますので、広く一般に

周知するという形の事業ではございませ

んので、その点ご理解いただければとい

うふうに思っております。

　また、虐待の予防につながったという

点でございますけれども、先ほど申しま

したように、いろんな専門機関から少し

養育に支援が必要であるというご家庭に

対して、そういった形で訪問することに

よって、またその後、例えば家庭児童相

談室の実施しております「くまさん教室」

であるとか、そのほかいろんな機関につ

なぐことによって解消に向けて努力をし

ているところでございます。

　以上、子育て支援課に係るご質問につ

いて、お答えいたしました。よろしくお

願いいたします。

○安藤薫委員長　続いて答弁、小林部参

事。

○小林次世代育成部参事　こども教育課

にかかわります２点について、ご答弁さ

せていただきます。

　まず１点目、保育所入所事務事業の年

度途中の入所に関するご質問でございま

すけれども、ご質問のように子どもさん

を保育されている保護者の就労状況とい

いますのは、年度当初だけではなしに、

年度途中に当初よりも変わることが結構

あろうかと思います。年度当初だけでな

く年度途中で入園を希望される場合につ

いても、保護者の就労状況等によりまし

て保育の必要性があると判断された場合

については、必要な書類をそろえていた

だいて入所申し込みをしていただいてい

るところでございます。

　入所は基本的に毎月１日を基本として

入所していただいておりますけれども、

前月に入所選考委員会を開き、保育の必

要性の高い方、また入所希望と希望先の

空き状況、年齢等もございますけれども、
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そういった状況により可能な場合は入所

していただいております。

　受け入れのほうでございますけれども、

民間保育園も含めて公立保育所、定員の

弾力化という取り組みをしております。

年度当初には１１５％といったことで定

員を超えて受け入れをしていただいてお

りまして、年度途中、１０月になります

けれども、さらに園のほうで可能な範囲

で設備や人員等々最低基準を満たす範囲

の中で、可能であればさらなる弾力化と

いうことも受け入れ体制としてやってい

ただいているところでございます。

　平成２５年度、年度途中の入所者数で

ございますけれども、５月から３月まで

の間、公立保育所で２２名、私立保育所

で１１９名、合計１４１名の方に入所し

ていただいている状況でございます。

　次に、最後にありました就学前教育と

小学校の情報共有でございますけれども、

就学前教育の充実につきましてはやはり

保護者の役割というんですか、かかわり

というのは大きなものがあろうかと思い

ます。「就学前教育実践の手引き」の中

にも家庭との連携という項目も設けてお

ります。その中では、家庭との連携で留

意することであったり、子どもの姿、子

どもの育ちの共有といった項目も挙げさ

せていただいております。

　また、就学前教育実践懇談会というの

を設けておりますけれども、この中には

保護者の代表の方にも参画をしていただ

いて、保護者の立場からのご意見もいた

だいているところでございます。

　さらに公立の保育所、幼稚園の職員、

小学校の職員で構成いたします就学前教

育推進検討委員会では、さまざまな取り

組みについて実践事例の追加等を検討し

ておりますけれども、さらに平成２５年

度におきましては、就学前教育と義務教

育を円滑に接続するといった目的の下で、

小学校１年生の担任の先生から見た場合、

就学前の子どもたちに身につけていただ

きたい姿がありますけれども、その中で、

就学前ではできてはいるけれども、小学

校ではできていない、小学校ではここま

でできていてほしいけれども、就学前ま

ではなかなかそこまでは指導できないと

いった小学校の立場、幼稚園・保育所の

立場から若干見解が違うというんですか、

考え方が違うところもあろうかと思いま

す。そういったところを少し個人的な差

はありますけれども、スムーズな接続を

目指したい、意見交換をするということ

で、改めて小学校と就学前が共通認識を

持って取り組んでいこうということで、

公私立保育所の職員、とりわけ主任保育

士さんと担任の保育士さんに集まってい

ただいた研修もさせていただきましたし、

今年度についても１回開催しておるとこ

ろでございます。

　今後も就学前教育と義務教育、小学校

との接続を図る中で、やはり子ども同士

の交流も大切です。教職員同士の交流も

大切です。今まで取り組んできておりま

すさまざまな事業に加えて、全ての学校

が取り組んでいる事業を一度出し合って、

いいところをとり合いながら小学校と幼

稚園・保育所等の連携を推進していきた

いと考えております。以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課に関す

るところのご答弁を申し上げます。

　子どもの自己回復力向上推進事業でご

ざいます。学校園におきます非暴力アク

ション・ワークショップですが、３か年

の事業は終了したんでございますけれど

も、学校におきましてする事業内容とい

いますのは、教室で子どもたちに対して

出前授業をします。その出前授業につき
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ましては、２５年度は２５クラスで実施

しました。この事業は終了しましたが、

教職員が自らそういうような授業をファ

シリテーターとして行っていくというこ

とで研修を続けておりますので、教職員

の力量のアップということに関しまして

は、このまま研修を続けることで必ず経

験の浅い教員も何年かに１回必ず受講す

ることになっております。

　続きまして教育相談事業についてのご

質問で、不登校の特徴、要因等について

です。不登校につきましては平成２５年

度、３０日以上欠席した小学校の児童は

３４人、中学校の生徒は１２８人となっ

ております。千人率というのもございま

すけれども、割合的にも非常に国や府よ

りも多い数となっております。

　ただ、その要因につきましては多岐に

わたりまして、摂津市におきまして多い

要因となっておりますのは、まず友人関

係の問題、いじめは別途集計しておりま

すのでいじめではない友人関係をめぐる

問題、あるいは家庭生活の急激な変化に

よって登校ができなくなったケース。そ

れから中学校に多いのは遊び非行型でご

ざいます。一番多いのは無気力、つまり

登校への意欲がなかなか起こらないとい

う、それは家庭の状況や生活リズムのこ

ともありますけれども、なかなか気力が

起こらないというケースがございます。

　それから結構多いのが不安など情緒的

混乱という、今申し上げておりますのは

国が示しておる分類なんですが、よく学

校に近づくにつれて体が動かなくなった

り、どうしても保健室までは行けるけれ

ども、教室に足が向かないというような

精神的・情緒的な混乱を示す子どもがお

ります。このような子どもに対していろ

んな対応をし、いろんな相談機能も充実

させており、家庭教育相談員やスクール

ソーシャルワーカー等含めまして、それ

ぞれの子どもに対していろいろ支援をし

ているところでございます。

　続きまして、小学１年生等学級補助員

についてでございます。この学級補助員

につきましては、例えば算数の力や漢字

量がどれだけ上がったという数字で示す

ことはなかなか難しいんですけれども、

明らかに朝から子どもたちの学校生活の

リズムが整い、特に低学年の子どもは、

聞いて聞いてといって、大人にいろんな

会話を求めておりますけれども、当然そ

の耳を傾ける機会も多くなります。

　それから学習指導におきましては、個

別の指導ができます。また宿題のチェッ

ク等、担任と協力しながら一日の忙しい

学校の流れをスムーズに行うことができ

ます。また小学校１年生につきましては

特にトイレ指導や給食指導、清掃指導な

どスムーズに学校生活を行う上で、また

基本的な生活習慣をつくる上で非常に重

要なポイントですけれども、ここにおき

ましても担任と協力して行うことで、非

常に成果を上げていると思います。

　ただ、おっしゃっていただきましたよ

うに、１学期、学校のリズムをつくる上

では非常に重要なんですけども、２学期

以降は小学校１年生等という名前をつけ

ておりますとおり、ほかの学年における

活用についても想定をしておるんですけ

ども、学校現場は１年生がなかなか大変

でございますので、一旦１年生に配置し

ますと動かせないような状況もあります。

本来は担任が１人でクラスを見るのが業

務でございますので、当たり前のように

なってはいけませんし、さらに他学年に

は課題を抱えるいろんな問題のあるクラ

スもございますので、来年度以降は他学

年での活用について、市教委からも学級

補助員は１年生だけにつく職務ではない
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ということを徹底いたしまして、他学年

での活用も積極的に推進してまいりたい

というふうに考えております。

　続きまして、豊かな人間性をはぐくむ

取組み推進事業の報償金の未執行につい

てでございます。この事業に関しまして

は、昨年度大阪府からの補助がありまし

たが、補正予算が確定する前に学校側が

執行したために予備費からの補填という

形になってしまいました。収入としては

補助金として入っておりますので、講師

の謝金２本行ったんですけれども、予備

費として執行のところに入っております。

今後、学校への連絡・調整等を徹底する

ように気をつけてまいりたいと思います。

　スクールガード・リーダーについてで

す。このスクールガード・リーダーは、

摂津警察のＯＢの方にお願いいたしまし

て実施しております。週約２日、登校時

と下校時を中心に各学校区を見て回って

いただいております。いろんな情報も学

校にいただきますし、それからその地域

の登下校を支援くださる見守りの方とも

コミュニケーションをとっていただいて、

非常に活躍していただいております。

　先日、ある中学校区の自転車通学につ

いて市民に迷惑をかけるというケースも

ございましたが、巡回していただいて、

学校とも協力して一定の解決を図ったと

ころでございます。ただ、これは大阪府

からの補助金３分の２と合わせて行って

おりまして、今のところ週２日で順番に

各校区を回っていただいておりますので、

拡充については今のところは考えており

ませんけれども、各方面から意見をいた

だきまして、考えていきたいというふう

に思います。

　次に、問題行動の状況についてご報告

をさせていただきます。

　平成２５年度におきましては、いじめ

につきましては小学校で２６件、中学校

で１１件、対教師暴力におきましては小

学校で２件、中学校で２８件、生徒間暴

力は小学校で２０件、中学校では６７件

発生しております。

　非常に多い数になっておりますけれど

も、いじめにつきましては、今年度全て

の学校で、各学校の基本方針を策定いた

しました。いじめも暴力行為も、担任や

学年だけで抱えることなく、課題を出し

合って学校の生徒指導の委員会等を含め

まして組織的な対応を心がけておるとこ

ろでございます。

　また相談機能についても、教育支援課

も含めまして、いろんな相談機能を充実

しておるところです。家庭に問題がある

ケース等につきましては、家庭教育相談

員やスクールソーシャルワーカーの巡回

も含めまして、家庭児童相談室や子ども

家庭センターと連携しながら取り組みを

進めてまいります。

　それから問題行動につきましては、摂

津警察や茨木少年サポートセンター等関

係機関とも詰めております。経験の浅い

教職員がふえている中で、生徒への対応

等、市教委といたしましても研修を重ね

ながら対応力の向上アップを図っており

ますけれども、個々の教員の力量のアッ

プとともに組織対応を、学校がそういう

体制を構築いたしまして、また関係機関

といつでも連絡調整できるような体制を

整えながら対応しているというところで

ございます。以上です。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　教育相談事業に関

するご質問にご答弁申し上げます。

　教育センターにおきまして児童生徒、

それから保護者、学校の教職員向けに相

談活動を行っております。また各小学校

に配置しておりますスクールカウンセラー
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も相談を行っているところでございます。

その内訳の中で、保護者それから教職員

の相談内容の中で多いものとして不登校

に関する相談がございます。

　先ほどのご質問でその特徴ということ

でございますけれども、相談活動から見

える不登校の特徴といたしまして、以前

ですと閉じこもりですとか神経症的なタ

イプの不登校に関する相談というのが多

かったんですけれども、近年は子どもの

発達の問題が関係している部分での不登

校でしたり、また母子分離ができないと

いうような状況の親子関係に関して問題

がありまして不登校に至っているという

ような問題が、近年のケースとしてふえ

てきているというのが相談活動で見える

特徴でございます。以上でございます。

○安藤薫委員長　野本参事。

○野本学校教育課参事　学級崩壊に関す

るご質問にお答えいたします。

　平成２５年度、市内の小・中学校にお

きまして、学級崩壊とまではいかなくと

も落ちつかない状況となった学級が複数

ございました。状況としましては、経験

豊かな教員が担当しても厳しい状況とな

るようなものもあれば、子どもたちの個々

の状況、また集団の状況、さらに教員の

指導状況や指導体制など、複数の要因が

重複する形のものもあったと思われます。

　また、そのような状況となった時期は

それぞれでございまして、学級補助員も

含めました複数の教員等での対応や学校

教育相談員の経験の浅い教員への指導等

により改善したケースや、また改善とま

ではいかないまでも状況がより厳しくな

らないようにとどめたケースもございま

した。以上でございます。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　それでは、小

学校の徴収金にかかわりまして、予備費

により補填したという状況について答弁

申し上げます。

　平成２５年度小学校の徴収金にかかわ

りまして、予備費より補填せざるを得な

い状況が発生いたしました。平成２４年

には、それまで小学校の修学旅行の取扱

業者が長年にわたって独占状況にあった

という実態もございましたので、小学校

修学旅行事務取扱マニュアルを策定いた

しましたが、今回この２５年度の徴収金

の補填の事案がございましたので、修学

旅行事務取扱マニュアル、これを１つの

章として、学校徴収金等取扱マニュアル

にまとめ上げました。

　この学校徴収金等取扱マニュアルでご

ざいますが、学校徴収金のうち特に教材

費とそれから積立金、個人負担経費にか

かわって、これらが適正かつ効率的な執

行をできるよう、またその会計処理、適

正な会計処理でありますとか保護者への

説明、これらを趣旨といたしまして作成

いたしました。

　校長会、教頭会で意見等も集約し、改

訂を重ねました。今年度に入ってからは

事務職員からも直接意見を聞きながら改

訂作業に努め、各校の状況等の聞き取り

に学校訪問を行っております。

　今年度は試行として行っておりますが、

卒業アルバム、修学旅行等の業者選定に

ついては既にマニュアルの趣旨に沿って、

その選定方法、契約書のあり方、これら

は既に適正に実施しております。

　ただ、教材費積立金等の執行上の様式

でありますとか、その担当窓口、これら

が学校によってはかなり差がございます。

来年４月からの完全実施を目指しており

ますので、この１１月にも事務担当者の

説明会を実施して準備しているところで

ございます。

　次に、入学式、卒業式に関する３点の

－57－



ご質問にお答えいたします。

　まず子どもたちの服装でございますが、

入学式、卒業式は学校行事でございます

が、儀式的な行事、いわゆる式典でござ

いますので、歌や行動の練習とともにそ

の趣旨に沿っての態度とか気持ちへの指

導は行っております。当然それにふさわ

しい服装、中学校でいいますと制服、小

学校ですと私服でございますけれど、態

度とともにふさわしい服装であることと

いう指導は行っていると思われます。

　各校服装の指導がどのような状況なの

かは把握できておりませんが、最終的に

は私服である以上、保護者の判断という

ところもあると思っておりますが、少し

状況について把握したいと思います。

　それから対面式でございますが、これ

は卒業生の顔、これが在校生あるいは保

護者からもしっかりと式中見られるよう

にといったところから、フロアでお互い

が顔を見合わせるような方式を各校が採

用しているところでございます。

　３点目、国歌斉唱の指導状況でござい

ますが、小学校の学習指導要領には国歌

が歌えるように指導するとございますの

で、１年生から６年生まで、音楽の授業

等で指導しているところでございます。

　毎年、１１月ぐらいから、春に出てお

ります指導計画に基づいて指導がなされ

ているかどうかの把握も行っております

し、またその成果が卒業式で発揮できる

ように願っているところではございます。

以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは、文化

スポーツ課にかかわりますご質問に対し

ましてご答弁申し上げます。

　まず、音楽祭、リトルカメリア・コン

クールの件についてでございます。委員

おっしゃいますように、例年、摂津市在

住の出場者といいますのは数名で推移し

ているところでございます。どのような

工夫が現在までなされてきたかというこ

とについてでございますけども、まずお

越しいただく出場者を何よりも確保した

いということで、まず４月に月刊の全国

紙であります公募ガイド、音楽の友に記

事を掲載させていただき、５月には開催

要項を１，６００通、こちらは全国の音

楽学校、音楽の専門課程をお持ちの学校、

上記以外の府下の高校、そして近畿圏の

楽器店、音楽教室、府下の教育委員会、

府下のホール、そして近畿圏在住の音楽

家、そして過去の出場者等々で１，６０

０通もの開催要項の発送をいたしており

ます。

　それから月刊の地方紙、こちらは唯一

であると聞いておりますけども、関西音

楽新聞というものに広告の掲載を６月１

日号、７月１日号、こちらは平成２５年

に初めて行いました。

　そして、これはもう平成２６年度の話

になりますので恐縮ですが、ことしから

予選参加者全員に審査員の方から講評を

送付するということで、出場者に審査の

内容をフィードバックすることを試みて

おります。

　また、市民に一人でも多くお越しいた

だくための工夫といたしましては、リト

ルカメリア・プレコンサートというのを

毎年実施しておりまして、平成２５年度

につきましては本選の１１月３０日を控

えます１１月１６日に実施いたしており

ます。

　それから市民サポーター、これは予選

も本選もですが、お越しいただきながら

お手伝いいただける方ということで、関

心を持っていただくための工夫を行って

おるところです。

　あと、聴衆審査員の制度を導入してお
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りまして、こちらは本選のみでございま

すけれども、中学生以上の方を対象とい

たしまして、クラシック音楽に興味のあ

る方を聴衆審査員として募集しておりま

す。こちらは近年増加傾向にございまし

て、平成２５年度は１５２名の聴衆審査

員にお越しいただきました。

　それから本選が終わりましたら、審査

結果の公表までに少し時間があきますの

で、市内在住の小学生以下の子どもたち

を対象といたしましたピアノ演奏会、摂

津音楽祭チャレンジコンサートという名

前で実施しておりますけども、こちらも

実施しながら、一人でもたくさんの摂津

市民の子どもたちがお越しいただけるよ

うに工夫をしてきたところでございます。

　それから予選、本選の当日に関する工

夫でございますけども、リトルカメリア

賞というのをご存じだと思いますけれど

も、こちら特に優秀であると認められた

市内在住・在学者に送られる賞を創設し

ております。

　それから平成２３年度からの取り組み

といたしまして、声楽の３５歳以上の方

を対象といたしましたカンフリエ部門と

いうのを創設しながら、年齢層の拡大を

行ってまいりました。

　それらを踏まえまして、教育委員会と

いたしまして本コンクールの存在意義、

これをどのように考えているかというこ

とについてでございますけれども、全国

レベルのクラシック音楽のコンクール、

当コンクールを３０年にわたりまして継

続して開催してまいりました。関係各位

の地道な努力の積み重ねと熱意におきま

して、摂津市が誇る全国区のイベントと

して成長しながら、若手音楽家にとって

の登竜門として摂津市の名前とともに確

実に定着してきたと思っております。

　また、実に１，６００通もの開催要項

を関係先に送付していることも、摂津市

の名前を発信していることに大きく寄与

しているものと考えております。

　また、大阪府が推進いたします大阪ミュー

ジアム構想の登録事業の一つともなって

おりまして、大阪ミュージアム構想と申

しますのはご存じだと思いますけども、

府内で文化・芸術を発掘・再発見するこ

とによりそれぞれを磨き、際立たせ、そ

してそれぞれを有機的に結びつけるといっ

た事業でございまして、大阪府下で申し

上げますと、少し数字は古いですけれど

も、平成２４年３月末現在では摂津市を

初め大阪府下の各市町村におきまして１，

２２７件の登録件数がございます。摂津

市においても１２件の登録件数がござい

ますけれども、本コンクールが登録件数

の一つとして認定されております。

　また、リトルカメリア・コンクールの

対費用効果の件についてでございますけ

ども、委員おっしゃいますように摂津市

民のエントリーが少ないことは大変残念

です。でも、これはこれまで地道にかつ

長年かかって、本コンクールがさらなる

高みを目指してやってきたところによる

ところが大きいと思っております。

　エントリーをされる摂津市民が数とし

て実質的に少なくとも、高いハードルを

クリアされて見事本選に出場される、い

わば精鋭の方々に摂津市内の小中学校か

らの要請に基づきまして実施しておりま

すミニコンサートに出演していただいて

いることで、摂津の子どもたちに音楽に

心血を注ぐアーティストの生のパフォー

マンスを、学校の教室で授業時間をご利

用していただいて心と体でじかに感じ取っ

ていただくことで、夢と感動を与えるこ

とができていると思っております。

　平成２５年のミニコンサートの実績で

申し上げますと、８つの小学校、そして
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１つのこども園、実に１，４０７名もの

子どもが本格的な音楽を聞いていただけ

たということでございます。

　そのほか市役所で行うロビーコンサー

トでありますとかプレコンサート、フレッ

シュコンサート等々もそういった趣旨に

基づくものでございます。出演していた

だくことで、市民の方々に本格的に音楽

に触れていただく機会を数多く提供でき

ておりますのは、本コンクールが市民の

方々に還元できている部分であると考え

ております。

　それからスポーツ振興に係ります救急

救命活動等のお話でございますけれども、

学校の施設開放委員会というのがござい

まして、開放で学校の体育施設等々をご

利用いただくときには、それぞれの学校

の開放委員会に団体として登録をいただ

くわけですけれども、文化スポーツ課か

ら義務化しているものではないものの、

開放委員会から各団体の代表者様にＡＥ

Ｄ講習のお知らせを行いながら実施して

いただいておる開放委員会もあるという

ふうに把握はしております。

　あとスポーツ推進委員さん、摂津市に

は平成２５年度３１名の方に活動いただ

きましたけれども、２年に１回ＡＥＤ講

習を実施していただきながら、スポーツ

推進委員さんが参加される各イベントご

とに、必ずＡＥＤの使用方法を習得して

いるスポーツ推進委員が立ち会いながら

事業の支援をしていただいているという

状況でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、家庭教

育学級にどのようなことを期待するかと

いう点について、ご答弁させていただき

ます。

　まず家庭教育につきましてですが、家

庭教育は学校教育、社会教育などの全て

の教育の出発点でありまして、子どもの

健全な身体と人格の発達のために非常に

重要な教育であると考えております。

　また、家庭教育学級につきましては、

同年代また異なる年代のお子様をお持ち

の保護者の皆様に、家庭教育のあり方を

自ら学んでいただく場としていただくと

ともに、閉鎖的環境になりがちな家庭教

育におきまして、しつけや子育ての悩み

をお互いに話し合っていただき、また情

報共有をすることでグループ学習として

の学びの場となることを期待するもので

あります。

　平成２５年度は１０学級を開設し、１

２９名の方々に、１年間それぞれの学級

で年間テーマを決め、また講師を招いて

いただいて学習会等を実施いただきまし

た。平成２５年度には、既存の子育てサー

クルの方々への働きかけにより１学級の

増とすることができました。

　今後につきましては、この家庭教育学

級に一人でも多くの方に参加していただ

けますよう、現在開設されている学級の

方々には継続した活動を、また新たに学

級を開設していただけるよう、各サーク

ルやグループなどへの呼びかけを今後ま

た積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。以上です。

○安藤薫委員長　伊部課長代理。

○伊部生涯学習課長代理　公民館を多く

の人々が利用できるような環境づくりと

公民館講座のＰＲについて答弁いたしま

す。

　公民館は貸し館利用だけではなく、玄

関ロビーにおいては熱中症対策やパブリッ

クコメントにおける情報公開、またポス

ター、チラシによるさまざまなイベント

や摂津市の制度の情報提供などを行って

おります。また、そのような開放的な雰

囲気づくりにも努めておるところでござ
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います。

　講座につきましては、安威川公民館で

３４講座、別府公民館で３６講座、千里

丘公民館で３３講座、新鳥飼公民館で３

３講座、味生公民館で３７講座、鳥飼東

公民館で３５講座の講座を行っておりま

す。６館合同で２０８講座となっており

ます。

　講座につきましては、限られた講師謝

金の中で、内容、回数とも充実するよう

に最大限に努力しているところでござい

ます。講座のＰＲにつきましては、現状

では広報紙の掲載、チラシ、ポスターの

作成、ホームページへの掲載によって行っ

ております。

　今後につきましては、さらなるロビー

の活用としてロビーコンサートの拡充や、

講座についてはホームページを含めたＰ

Ｒのさらなる検討、また近年関心の高い

ノルディックウオーキング講座やスマー

トフォン講座など、一定、集客力の高い

講座づくりにも今後とも努力してまいり

ます。

　以上です。

○安藤薫委員長　おおむね答弁は出たか

と思います。

　続けて、嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　本当に丁寧にご答弁

いただきましてありがとうございます。

できるだけ要望にとどめられるところは

要望にしていきたいと思いながら、２回

目、進めさせていただきたいと思います

けれども、まず１点目でございますが、

奨学資金の貸付金の元金収入でございま

す。新規はなくなるということで、これ

は減っていく事業であると思うんですが、

内容についてもご答弁いただきまして、

電話をしたり、あるいは訪問することも

あると、さらには２５年度からコールセ

ンターも利用されているということでご

ざいます。質問になってしまいますけれ

ども、こういった方法を使っても、一度

もコンタクトがとれなかったというよう

なケースがあるのかということについて、

２回目お聞かせをいただきたいと思って

おります。

　それでは２点目でございますが、予備

費の充当のことでご答弁いただきました。

学校徴収金の取り扱いマニュアルといっ

たものを作成していただいて、１１月に

は説明もされていかれるということでご

ざいます。今回、予備費を充当したとい

うことについては、いたしかたない取り

扱いだったろうと思うわけでございます

が、今回のこの問題についてはしっかり

と教訓にしていただいて、特に学校の先

生方であったり、事務員の方が混乱をし

ないようにということで、こういったマ

ニュアルをつくっていただいていると思っ

ております。今後、現場の状況も見なが

ら、これが決定ではないと思いますので、

逐次改善をしていきながら徴収に当たっ

ていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。

　それから、保育所の入所のことにつき

まして、年度途中での入所もこれだけあ

る。２５年度でございますけれども、公

立の保育所で２２名、民間で１１９名の

受け入れがあったということで、本当に

そこはしっかりとご対応いただいている

というふうに思っているところでござい

ます。こういったことにつきましても、

本当に全ての市民の方がご理解をいただ

いているのかどうかということについて

も、少し疑問に思うところもありますの

で、ぜひこういったことができるんだよ

といったことをＰＲしていただきながら、

相談業務にも当たっていただきたいと思っ

ておりますので、今後ともしっかりと運

営のほどよろしくお願いをしたいと思い
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ます。

　続きまして、ファミリーサポートセン

ター運営事業でございます。課長からご

答弁いただきまして、少しではあります

けれども援助会員もふえている。さらに

は活動日数自体もふえている状況にある

というように認識をいたしました。

　２６年度になりますけれども、福祉委

員会主催のサロンでもご説明されておら

れるということで、そこも大きな要因な

のかなと思いますけれども、この事業を

考えるときに本当に利用しやすい制度に

なっているのかということについて、常々

疑問に思っているんです。というのは、

例えば、子どもが２人いて、１人は自分

が幼稚園に連れていく子どもである。も

う１人の子どもが仮に体調を崩して、病

院に連れていかなくてはならなくなった

ときに、それは急に起こるわけです。当

日起こるわけです。当日の朝にそういっ

た状況が起きたときに、果たして今のこ

のファミリーサポートセンターで対応で

きるのか、そういうケースを考えたとき

には、今では恐らくできてないはずなん

です。そういったことができてくると、

このファミリーサポートセンターの意味

といったものも、大きく変わってくるだ

ろうなというふうに思います。そういっ

たことについては、以前から検討できま

せんかということについて、これは民生

常任委員会でのお話になるんですけれど

も、私も申し上げてきたところでござい

ますが、今後、そういった急な状況に対

応していく、そういったことができない

のか。そのためには、より多くの援助会

員の方に協力をしていただくといったこ

とが不可欠だろうと思うんですが、その

点についてもう一度ご見解をお聞かせい

ただきたいと思います。

　続きまして、児童センターのことでご

ざいます。ニーズ調査のアンケート結果

をお聞かせいただきまして、児童センター

を使いたいと言われる方の割合が、思っ

ていたよりも非常に少ないと思っており

ます。今後こういったことを踏まえて、

本当に安威川以南にも必要なのかという

ことについては、これからいろいろと議

論をしていかなくてはならないと、今改

めて思っているところでございますが、

私のあくまでも感覚ですけれども、子ど

もたちの放課後の過ごし方といったもの

は、決して好ましいものになっていない

んじゃないかというふうに思っておりま

す。

　学校の五日制といったものが定着をし

て、子どもたちが平日学校で過ごす時間

が、以前と比べるとふえたと思います。

私が小学校に通っているころは、水曜日

は午前中までの授業で、給食を食べて家

に帰って、そこから遊びに行けたんです

けれども、今は高学年になると、週のう

ちほとんど４時過ぎに帰ってくることに

なると思います。となると仮に６時まで

どこか外に出るとしても、１時間ちょっ

としかないわけでありまして、子どもが

外でみんなと一緒になって遊ぶ時間といっ

たものが非常に少なくなっているなと、

そういったことも影響しているのかもし

れませんけれども、私の近所に何軒か都

市公園などあったりするんですけれども、

そういった時間に通っても、子どもが活

発に遊んでいる姿といったものを見かけ

ないんです。それが、今の子どもたちの

放課後の過ごし方になっているのではな

いか。

　私の聞ける範囲でありますので、非常

に幅が狭いわけでございますけれども、

聞いているとゲームをしているケースが

非常に多いというふうに感じております。

何も外で遊ぶことだけが全てではありま

－62－



せんけれども、せめてゲームが相手では

なくて、子ども同士でコミュニケーショ

ンをとりながら遊ぶというような姿にな

るべきだろう。そういう意味でいうと、

児童センターが以南にあるというのは、

１つ大きな効果があるのかなというよう

にも思っているところでございまして、

これはぜひですね、子どもたちの放課後

の過ごし方ということについても、より

詳しくお調べをいただいて、必要である

ならば、施設についても検討していくと

いうことをお願いをしておきたいという

ように思います。

　それから、子育て支援短期利用事業で

ございます。これは執行がなかったから

良いとか悪いとか言うつもりはないんで

ありまして、こういった準備をしていた

だいているといったことは、非常に重要

なことであろうなというように思ってお

りますが、何度も繰り返しになるかもし

れませんけれども、こういったことがで

きるんだといったことをわからずに利用

しなかったといったことがないように、

より細かな相談事業をお願いしておきた

いというように思っております。

　それと同様に、養育支援訪問事業でご

ざいます。摂津市は、いろんな方々のご

協力をいただきまして、子育てに悩んで

おられる方に対して幅広くアプローチが

できているというように思っているとこ

ろでございます。虐待の未然防止につな

がったようなケースがあるわけでござい

ますから、これはより充実をしていって

いただきたいというように思っておりま

す。これも要望としてお願いをさせてい

ただきます。

　続きまして、子どもの自己回復力向上

推進事業でございます。出前授業で、子

どもたちに対する授業が３か年で終わっ

た。ただ、しかしながら教職員のスキル

アップは、これからも続けていくという

ことでございます。これを見ております

と、子どもたちの感情のコントロールを

うまくしていけるように、これから指導

していくわけですよね。これは非常に難

しい問題だろうなというように思ってお

りまして、これから、どういったところ

に視点を置きながら教職員の能力アップ

につなげていくのか、繰り返しになるか

もしれませんけれど、２回目もう一度答

弁をお願いをしたいと思います。

　それから、教育相談事業でございまし

て、不登校になる要因につきましてご答

弁をいただきました。また、今までと違っ

て近年の傾向ということで発達の問題、

あるいは親子関係の問題ということにつ

いてご答弁いただいたわけですけれども、

発達の問題、親子関係ということについ

てどういうことなのか、もう一度、詳し

い内容をお聞かせをいただきたいという

ふうに思います。

　それと、小学１年生等学級補助員配置

事業ですけれども、成果は確かに数字で

はなかなかはかれないのかもしれません

が、例えば、先ほど東委員の質問にもあっ

たと思いますけれども、２年生のシュア

スタート確認調査がございます。それは

１年生の授業といったものが、どれだけ

しっかり定着しているのかといったこと

をチェックをしていくわけですよね。と

いうことは、学級補助員制度といったも

のがあったことによって、２年生になっ

た段階でどれだけ１年生の内容が定着し

ているのかといったことは、はかれるん

ではないかというように思うわけです。

　先の東委員の質問とも重なるところが

ありますけれども、このシュアスタート

確認調査といったものを活用していただ

いて、学級補助員が本当にどういった成

果を上げているのかということについて
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も、もう少し詳しく調べていただきたい

というように思うところでございます。

　また、次年度、２７年以降は１年生の

クラスにべったりと張りついたものでは

ないんだよといったことについても、徹

底していくということでございます。特

に学年が上がっていくと、例えば算数の

授業で九九ができないとか、あるいはもっ

と前の段階で足し算、引き算で繰り上が

りと繰り下がりがあると思うんですけれ

ども、そこら辺でつまずいていると、そ

の先に行けないということもあるわけで

すから、こういった制度を使っていきな

がら、本当に必要であるならばさらに拡

充していくという方向で予算要望もして

いただけるのではないかと思っておりま

す。

　それと、学級崩壊の話でございまして、

ご答弁いただきました。学級崩壊と認め

られるケースはないけども、それに近い

ケースは複数あるということでご答弁い

ただいたわけでございまして、それに対

してどう対応していくのかということに

ついても、例えば複数で対応していった

り、あるいはベテランの教師が経験の浅

い教師にフォローしたりといったことで

対応して、改善もされたケースがあると

いうことについてお聞かせをいただいた

わけでございます。これは後ほどの問題

行動とも関係してくるわけなんですけれ

ども、大事なのは、何を大事にするのか

という視点だと思うんです。要は学級崩

壊にしても、問題行動にしても、クラス

にはたくさん児童・生徒がおるわけでご

ざいまして、そういったことを起こす児

童・生徒は少数なわけです。そのことに

よって、大多数の真面目に授業を受けた

いと思っている児童・生徒が、仮に犠牲

になっているとするならば、これは私は

捨ておけない大きな問題であろうという

ように思っております。

　問題行動によって、例えば学級崩壊に

近いような状況を生む、さらにこれから

学級崩壊までなってしまうというような

状況があった場合には、いろいろと手を

打っていかなくてはいけないのではない

か。例えば学校には来るけれども、クラ

スではなくて、別のところで授業を受け

る。そういった方策もあるというように

思っておりますが、今後どのようにお考

えなのか、いま一度ご答弁をいただきた

いと思います。

　続きまして、豊かな人間性をはぐくむ

取組み推進事業でございまして、予備費

のことにつきましては理解をいたしまし

た。ただ、自己肯定感を向上させていく

といったものも、非常に難しい課題にな

ると思っております。

　これは直接関係ないかもしれませんけ

れども、今、学校では子どもたちの自尊

感情を高めるといったことで、いろいろ

な授業、取組みをしていただいておりま

す。実際にあったんですけれども、自分

たちが生まれたときの状況をお父さん、

お母さんに聞いてくる。あるいは自分の

名前の由来。お父さん、お母さんはいろ

いろな思いを込めて子どもたちに名前を

つけていくわけで、そういったことを子

どもがいま一度聞くことによって、私た

ちはこんなに大事にされていたんだなと

いうことを気づく。それは自尊感情であ

り、自己肯定感の向上につながっていく

授業になっていくのだろうというふうに

思っています。

　ただ残念なことに、実はちょっとお話

しされているのを横で聞いただけのお話

なんですけれども、そういったことが、

学校から出された。保護者の方が、そん

なん、もう私覚えてへんわ。みたいなこ

とを堂々とおっしゃっておられるわけで

－64－



す。要は子どもが生まれたときの感情な

んかもう忘れてもうた。どういった思い

で名前つけた言われてもなあ。みたいな

ことを立ち話ですけれども、おっしゃっ

ておられる。そうなってくると、この取

組みの意味自体がなくなってくると思う

んです。要はこういった授業を進めてい

くとなると、保護者の皆さんにもその趣

旨を伝えていかなければならないわけで

す。そこで家庭にもご協力をいただいて、

子どもたちの自己肯定感であり、自尊感

情を高めていくといったことが大事だと

いうように思っております。

　ぜひ、この点について要望とさせてい

ただきますけれども、これは非常に大き

な問題だろうと思っておりますので、い

ろいろと工夫をされることをお願いした

いと思います。

　それからスクールガード・リーダー配

置事業でございます。今、答弁をお聞か

せいただきまして、どちらかというと警

察ＯＢの方は、地域でされているいろい

ろな見回り活動に対して、今までの経験

からアドバイスをしていく役割というふ

うに思いました。私は勘違いしておりま

して、このスクールガード・リーダーの

方が中心になって見回り活動をしていく

というよりも、そういった要素があるの

かなというふうに思っていますので、よ

くわかりました。いろいろな見地から子

どもを守っていくということで、ご意見

をいただけるような体制を、さらにさら

にとっていただきたいというふうに思っ

ております。よろしくお願いを申し上げ

ます。

　それから、音楽祭の開催事業でござい

ます。課長からご丁寧に答弁いただきま

してありがとうございます。

　中でも市民審査の方が１５２名おられ

るとか、ミニコンサートを八つの小学校

と一つのこども園で開いて、１，４０７

名の子どもたちがその音楽にじかに触れ

たとか、大変にすばらしい取組みだとい

うふうに思っております。以前から、こ

の文教常任委員会の中では、音楽祭といっ

たものが、これからやっていく意味があ

るんですかといった指摘があったわけな

んです。私はこの音楽祭といったものは、

摂津市内の中の大きな財産の一つだろう

なというように思っております。ぜひこ

ういった市民の方にもなれ親しんでいた

だけるような機会をさらに工夫していた

だいて、最終的には摂津市民の方が音楽

に熱中をして、応募していくような環境

まで持っていくべきだろうというふうに

思っておりますので、ここは学校教育と

の連携もあることでございますので、ぜ

ひその点、お願いをしたいというように

思います。

　それと、家庭教育学級事業でございま

す。既存のサークルに働きかけをされて、

所属グループがふえたということでご答

弁をいただいたと思いますけれども、ま

ず大事なのは、確かに家庭教育、こうあ

るべきだという一つのゴールドスタンダー

ドのようなものはないのかもしれません

けれど、摂津市では、こういったことを

やっていきましょうということで、大き

な大きな柱を持てるだろうというように

思っているんです。

　ただ、今までを振り返ってみると、例

えば市長が人間基礎教育といったことを

提唱される。それがこの家庭教育とも大

きく関係してくるんでしょうけども、家

庭教育、こうやっていきましょうといっ

た、その大きな柱があるのかというと、

あるようでないような気がしております。

やはりそれを持った中で、家庭教育学級

をさらに充実させていくといったことが

なければ、意味がないというふうに思っ
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ておりますので、ぜひこれは今後の推移

を見ていただきながらお願いをしたいと

思います。

　それと、公民館運営事業でございます。

今現在、公民館でされている事業は広報

紙やホームページ等でもご案内いただい

ている。さらにはロビーコンサートを開

催されていく。それによって、より多く

の方に公民館へ足を運んでいただく。そ

のことによって、こういった講座がある

といったことについても触れていただく。

それは非常に大きな取り組みになると思っ

ておりますので、ぜひ、公民館に行くこ

とが全てじゃないと思いますけれども、

地域コミュニティといったことが、今、

希薄化していると言われている時代であ

りますので、公民館といったものは一つ

の大きな核になり得る施設であるという

ふうに思っておりますので、ぜひこれを

大事に活用していただいて、これからの

地域コミュニティのあり方ということに

ついてもご提唱いただくようなことをお

願いをできればというふうに思っており

ますので、要望として申し上げたいと思

います。

　それから、スポーツ振興のことでござ

いまして、今、開放委員会等を通じてＡ

ＥＤの使い方やご指導いただいていると

いうお話があったわけでございます。私

は、大人の皆さんがされる団体について

はその団体の中でお話し合いをされて、

別にうちは特段ＡＥＤの講習も受けなく

てもいいし、何かあったときに応急手当

のことについても講習受けなくてもいい

んだという判断をされたならば、それは

それでいいのかなと思います。ただ、子

どもたちを相手に指導をされるような団

体の場合には、私は誰か指導者一人でも

ＡＥＤの使い方がわかってるし、応急手

当もできますよという状況まで持ってい

くべきではないのか、それが大人の責任

ではないのかというふうに思っていると

ころでございますが、この点、２回目の

ご答弁をお願いいたします。

　それと、入学式、卒業式のことであり

ますけれども、服装のことであります。

　これは２５年度のことではないので恐

縮でございますけれども、ある小学校で

６年生の子どもたちが、自分たちが頑張っ

てきた姿でこの式典に出たいんだという

申し出があったそうです。簡単に言うと、

サッカーを頑張ってきた子どもはサッカー

のユニフォームで出させてくれ。野球や

ソフトボールで頑張ってきた子どもたち

は、そういう格好で出させてくれという

ような申し出があったと聞いております。

その年には、担任の先生がそれはだめで

すということで、式典というのはこうい

うものですよということを指導されて、

そういうこともなかったようなんですが、

その後、同じ小学校では、そういったこ

とがございました。それを見て、多くの

方から、卒業式ってこんな感じでいいの

かというご意見もいただきまして、やは

り式典というものの意味を、もう一度子

どもたちにも教えていくべきだろうし、

ご家庭にもしっかりとご協力いただくべ

きだろうなと。私服なので強制力がない

のかもしれませんけれども、ただ、そう

いった感覚で子どもたちが大きくなって

いったらどうなるのかなと思うと、やは

りそこは心配です。そういったところに

ついては、私は強く指導されてもいいの

ではないかというふうに思っております

が、もう一度、その点についてお聞かせ

をいただきたいと思います。

　それと最後になりますけれども、就学

前教育の小学校の情報共有のことについ

てお聞かせをいただきたいと思います。

２５年度に１年生の担任の先生から見て、
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就学前教育でこれだけのことをやってほ

しいということについてお話をいただい

て、情報共有をしていったということを

お聞かせいただきました。大変すばらし

い取組みだというように思います。

　実際に、幼稚園によってはひらがなも

練習しているしカタカナも練習している。

場合によっては算数もやっているところ

もあるのかもしれませんし、あるところ

は、いや、それは小学校になったら習う

ことだからということでやってないとこ

ろもあるのかもしれません。子どもたち

が小学校１年生に上がってきた段階で、

非常に大きな差がある状況にあるんでは

ないかな。そして、子どもたちがいざ学

校が始まると、例えば自分の名前ぐらい

は読めるようにしておいてほしいとか、

小学校の先生の視点からさまざまなこと

があるだろうというように思っておりま

す。　これは個人差があるという課長の

お話でございましたけれども、摂津市と

して、小学校１年生に上がる段階では、

これだけのことはできるようになってお

きましょうというようなスタンダードが

要るんではないかと思っておりますので、

その点は、今後ご検討いただきたいとい

うことを申し上げまして、２回目終わら

せていただきます。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、まず

奨学資金貸付金のご質問の中で、一度も

コンタクトがとれなかった方がいるのか

というご質問にお答えいたします。この

奨学資金貸付金につきましては、生徒さ

んが大学生または社会人になってからの

返還となりますので、なかなか連絡がつ

きにくいという状況がございます。ただ、

保護者の方につきましては、連絡は割合

とりやすい状況でございますので、ほと

んどの方はどちらかの方に、何らかの形

で連絡がとれております。ただ、数名の

方につきましては、いわゆる行方不明の

状態で連絡がとれないという方がいらっ

しゃいました。住民票の所在地におられ

ないという状態で、連絡がとれないとい

う状況でございますけれども、何らかの

形で把握に努めてまいりたいと考えてお

ります。

　それから、ファミリーサポートセンター

運営事業の中で、急な状況で対応という

のができないのかといったご質問がござ

いました。事業の性格から、援助する側

も地域の方ということがございますので、

実施に当たっては、両者の十分な打ち合

わせを前提として実施してきております。

社会福祉協議会のコーディネーターが仲

立ちをしまして、事前の打ち合わせ表を

作成し、世帯の状況、それから子どもさ

んの状況を十分に理解していただいた上

で実施としている状況がございますので、

現在のところ、当日言ってすぐというの

がなかなか難しい状況となっております。

　ただ、おっしゃっておられます趣旨と

いうのは十分理解できます。特にひとり

親の方の場合には、お仕事に行くに当たっ

て、急な状況でなかなか支援がないといっ

たこともよくお聞きいたします。そのよ

うな中で、今後どのような形で実施して

いくのか、このファミリーサポートセン

ター運営事業だけにかかわらず、いろん

な子育ての支援の施策の中で、検討をし

てまいりたいと考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　教育相談にかかわ

りましてのご質問にご答弁申し上げます。

相談の中では特徴的な部分で、発達に関

する部分と親子関係の問題に関するとい

うことのお問いであったかと思うんです
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けれども、発達に関する部分でいいます

と、まず、学校で集団生活になじめない

ですとか、何かいろんなところでうまく

いかないというようなことから、だんだ

ん行き渋りが生じるというようなことで

の相談でございます。その相談の中で、

臨床心理士の判断によりまして、発達検

査等も行うことがございます。その中で

言葉の部分で発達的に問題が見られたり

というような部分的な部分であったり、

境界線型といいますか、グレーゾーンと

言われる部分ですけれども、そういうこ

とでうまく自分の気持ちが話せないとか、

友達同士とのコミュニケーションがうま

くいかないなどの問題が生じて、学校に

行けなくなったりというようなことがご

ざいます。

　また発達に関して問題がある場合にお

きまして、多くは非常に子ども同士であ

りましたり、いろんな対人関係で人が多

くいる場所になると少し気持ちが高ぶる

といいますか、ハイな状態になりまして、

それが学校におきますと座れなかったり

ということで、いつも学校の先生から注

意を受けるですとか、そういうようなこ

とから、だんだんだんだん学校に足が向

かなくなるというようなことでの相談が

近年多くなっているということでござい

ます。

　また、親子問題に関することでござい

ますが、これは一つは親の成長という部

分での問題があるかと思います。母子分

離といいましても、子どもに問題がある

場合と、逆に親が子どもと離れられない

というような問題もございまして、そう

いう部分からなかなか学校に送り出せな

いようなケースがだんだんふえてきてい

るように思います。

　困難なケースでございますと、学校で

別室対応していただきましても、その別

室の前の廊下に保護者がいないとどちら

の関係かというのは非常に難しいんです

けれども、そういう状態でないと親も子

も動けない状況でありますとか、そのよ

うな困難なケースが近年生まれてきてい

るところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　野本参事。

○野本学校教育課参事　学級崩壊の件に

つきましてお答えいたします。

　昨年度、本市では担任と一部の子ども

の関係性が崩れたり、その子自身の課題

により担任等の指示に従わないなどの状

況が生まれ、その状況に影響を受けた周

りの子どもたちが私語等を行うなど、そ

ういったことから学級が落ちつかないと

いうケースも数件ございました。

　昨年度のその状況を踏まえまして、今

年度市教委では、年度末の各校の状況を

踏まえた教職員の配置、また学校教育相

談員の増員に伴う派遣回数の増加等によ

り対応の強化を図ってまいりました。そ

の上で各学校におきまして、大きな問題

行動により、ほかの子どもの安全が脅か

されるなどの学級崩壊につながりかねな

い状況が生起しそうな場合は、当該の子

どもの保護者とも十分に連携を図りなが

ら、また、その子の学習権も保障しなが

ら抽出する方策、またスクールカウンセ

ラーなどのさまざまな教職員のサポート

を強化する方策などをとり、その子の、

またその学級の状況をより改善していく

よう進めていきたいと考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　一部の児童・生徒

によって授業が成立しないという状況は、

その他の児童・生徒の学習する権利を侵

すことになりますので、そのときの状況

はいろいろございますけれども、別室に

－68－



て指導したり、落ちつかせるためにじっ

くり話を聞いたり、学習指導も含めた別

室指導もあり得るケースでございます。

　続きまして、子どもの自己回復力の研

修についてですけれども、どんな内容で

もそうなんですけども、一度の研修で全

ての能力がつくということではございま

せん。ただ、このテーマにつきましては

暴力に頼らずに話し合いによって解決す

るというようなこと。ほかにも人権の分

野では、今、同じような観点からたくさ

んの取組みがございます。

　基本的には、例えば大阪府の教育委員

会が作成しております人権の資料には、

非常に豊富なんですけれども、今一番多

く取り上げられているのは、今、どんな

気持ちということで、自分の受けた嫌な

感情であるとか、うれしい感情を素直に

表現しよう。それから、アサーション・

トレーニングというようなことも言われ

ていますけれども、相手に傷つかないよ

うな物の言い方をするにはどうしたらい

いのかとか。ストレス・マネジメントを

どう考えていくかとか。ファシリテーショ

ンというのは、教師からの一方的な説話

や訓話ではなくて、いろんな活動から、

ワークショップからつかむように、いか

に子どもを動かすというのがファシリテー

ションなんですけれども、そういうよう

な研修は、この研修に合わせて、ほかに

もたくさんのプログラムを用意して、い

ろんな教職員が順次それに参加しながら

力量を高めていくという観点で行ってい

ますので、その一つの柱として、この研

修については実施していきたい、続けて

いきたいと考えております。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　小学校の卒業

式にサッカーや野球のユニホームで参加

した卒業生がいたということで、式典の

意義からいかがなものかというご指摘で

すが、小学校では卒業証書を受け取る際

に中学校で頑張りたいこととか、６年間

の振り返りであるとか、一言ずつ子ども

たちがメッセージを伝えます。その流れ

の中で、サッカーあるいは野球に打ち込

んできたことを伝えたかったのかなと想

像するんですが、ただ、いろんなことを

考えますと、例えば空手に打ち込んでき

た子が道着を着て参加するのはどうかと

か、そういうふうに少しイメージを膨ら

ませて考えていれば、ふさわしいかどう

かというのも結論が一定出てくるのかな

と思います。

　ただ、これにつきましては先ほども申

しましたが、各校の校長に少し意見を聞

きたいですし、どのような雰囲気だった

のか、保護者はどうだったのか、そのあ

たりも共有したいと思っておりますので、

一度全校の校長とディスカッションした

上で式典にふさわしい服装ですね、そう

したものも一定答えを導きたいなと思っ

ております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　子どものスポー

ツ指導に係る救命の指導についてのご質

問についてでございます。

　文化スポーツ課におきまして、子ども

の活動に関する指導ということになりま

すと、学校の施設開放と、そのほかは組

織としてスポーツの振興に取り組んでい

ただいている団体でスポーツ少年団がご

ざいます。ただ、スポーツ少年団といた

しましては、組織的にＡＥＤの講習を実

施しているという事実はないようでござ

います。

　私が所管いたします業務の中でスポー

ツ少年団のみとなるんですが、委員がおっ

しゃってますのは、文化スポーツ課が所
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管する仕事のことだけではないと思いま

す。例えば、社会教育のたもとを分かち

ます生涯学習課では、青少年の健全育成

に関する団体といたしまして、例えば青

少年指導員さんでありますとか、ＰＴＡ

でありますとか、こども会等々がござい

ますので、そういった活動の際に不幸な

事件が起こるようなことがないように、

指導者の方がＡＥＤの使い方さえ知って

いればというようなことがないように、

どの団体と連携しながら救命講習の指導

等々を行っていけるかというのを検討し

ていきたいというふうに思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後４時５１分　休憩）

（午後４時５２分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　時間が５時前ですけども、延長いたし

ます。続けます。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは３回目は要

望として申し上げたいと思っております

が、まず、奨学金の貸し付けのことでご

ざいます。本人とはアポイントがとれな

くても、保護者ととれる可能性も大分あ

るんだというお話でございますので、た

だ、連絡がとれなくなったというような

ケースもあるということでございますけ

れども、なるべく何らかの形でコンタク

トをとれるように、また、これからもご

努力をいただいて、最終的に不納欠損が

少なくなるようによろしくお願いをした

いと思っております。

　それと、ファミリーサポートセンター

運営事業のことなんですけれども、確か

に当日というのは非常に難しいと思うん

です。社会福祉協議会でコーディネート

される方にしても非常に難しいことだろ

うというように思いますけれども、ただ、

これは援助会員の方が多くなっていくと、

うちは当日でもいけますよという方がふ

えていく可能性もあるわけですから、そ

ういったことが事前にわかってると、割

と簡単にできる可能性もあるのかなとい

うふうに思っております。なので、援助

会員の方に、しかも何か急な用件であっ

ても対応していただける方に、より多く

の方にご協力いただけるように、このＰ

Ｒを、さらに工夫をして行っていってい

ただきたいというように思います。

　続きまして、子どもの自己回復力向上

推進事業でございまして、例えば暴力で

なく話し合いで解決する能力を子どもた

ちがよりつけていくんだとか、あるいは

感情を素直に表現する、あるいはストレ

スマネジメントであったりとか、相手が

傷つかない言葉を使うとかいうお話でご

ざいますよね。

　最近は聞かなくなりましたけれども、

以前、キレる子どもたちというような表

現がよく使われて、非常に気になったの

で、たまたま知ってる脳神経の専門家の

方に一度お話を聞いたことがあるんです。

何か有効な手だてはあるんですかねと。

そしたらその方は、もう簡単やというん

です。何だと言ったら、自分の感情をコ

ントロールできる言葉がないだけだとい

うわけですよ。

　要は、よくあるんですけれども、まだ

よく言葉がしゃべれない赤ちゃんが、例

えばあれ欲しいとなったときに、お母さ

んやお父さんに言うわけですよね。あれ

が欲しいんだということを言いたいんで

すけれども、伝わらないわけです。する

と、親はあれなのか、これなのかって聞

いていくと、違うんで、どんどんどんど

ん、もう子どもは自分の感情が伝わらな

いということで、だだをこねてというと

ころをよく見かけると思うんです。まさ
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しくこのことなのかなと。要は、自分が

こうしてほしいんだという言葉がないか

ら、そういった暴力に頼らざるを得ない

ような状況になっていくんじゃないかな

と、私も確かにそのとき思いました。な

ので、感情のコントロールといったこと

は非常に難しい課題ではありますけれど

も、最終的には言葉の問題だろう。言葉

をふやしていくといったことをしっかり

とスポットを当てて子どもたちに対応し

ていくと、大きな可能性が開いて聞き分

けていくのではないのかなというように

も思っておりますので、これは日本語教

育の充実ということになるわけでござい

ますけれども、しっかりと学校の現場で

取り組んでいただきたいというように思

いますし、家庭の中でもできることであ

ろうなと。家庭教育のことで少し申し上

げましたけれども、そういったことも家

庭ではお願いをできるような、そういっ

たことについてもしっかりと対応してい

ただきたいなというふうに思います。

　それと教育相談事業でございまして、

発達の問題、それと親子関係の問題とい

うことで、少し具体的にお聞かせをいた

だきました。特に親子関係の問題につい

ては、なかなか今までは考えられないよ

うな状況もあるんだなというように認識

をしたところでございます。

　こういった問題についてはどう対応し

ていくのか、非常にもどかしい問題もあ

るのかなというように思っておりますけ

れども、しかし、不登校といったものは

その子どもの成長を考えたときに、本当

に後々大きな禍根を残すようなゆゆしき

事態であるというように思っております

ので、今までにないようなケースも出て

きてるんであるならば、今までにないよ

うなアプローチも必要になるだろうなと

いうように思っておりますので、ぜひ、

いろいろな関係機関と連携をとれるよう

な工夫を、これからもよろしくお願いし

たいと思います。

　それから、学級崩壊あるいはそれに近

いケースということでご答弁をいただき

ました。特定の子どもたちによって学級

運営ができないような状況になった場合

には、保護者の方にも相談してというよ

うなお話だったと思うんですけれども、

しかし、これは語弊があるかもしれませ

んけれども、そういったケースの子ども

といったものは、家庭と話するのは難し

い状況にあるのではないかというように

思いますので、こういった手段でいいで

すよというのはないのかもしれませんけ

れども、より問題が大きくならないよう

な段階で手が打てるように、よろしくお

願いしたいと思っております。また、こ

れは今まで摂津市の中で実施がされたこ

とがないと思いますけれども、登校につ

いて自粛をさせるようなことも、場合に

よっては要るのかなというようにも思い

ますので、その点も少し視野に入れなが

ら、少し強目にでもいいので取り組んで

いただくべきなのかなと思っております

ので、どうかよろしくお願いをしたいと

思います。

　それと最後に、小学校の卒業式のこと

について、次長から、校長とも一度ディ

スカッションをしたいということをお聞

かせいただきましたので、いま一度、子

どもたちに式典というのはこういうこと

なんだよ、といったことがわかるような

形でご指導いただきたいというように思っ

ておりますも。

　それと２回目の質問で言うのを忘れた

んですけれども、フラット方式の問題が

あると思います。在校生と卒業生が対面

をしている。それを保護者が顔を見られ

るといったものは、確かに意味のあるこ
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となのかなと思いますけれども、そういっ

た取り組みは卒業式の前の学校行事とし

てやればいいのではないかと思うんです。

　要は、式典といったものはこういうも

のだといった延長の中で、やはり教えら

れる側と教える側というのは明らかに違

うわけですから、先生方が壇上に立って、

子どもたちに向かって、壇上から言葉を

述べるという姿のほうが、私はふさわし

いというように思っております。ですの

で、対面式といったものを使うんである

ならば、私は卒業式とは別の学校の中の

行事の一つとしてできるのではないかと

いうふうに思っておりますので、ぜひそ

れは、今の方式がベストだという、そう

いった決定というのではなくて、どうす

ればいいのかということについても、も

う少し議論をしていただきたいと思いま

すので、よろしくお願い申し上げまして、

質問を終わります。

○安藤薫委員長　暫時休憩いたします。

（午後４時５８分　休憩）

（午後４時５９分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめて散

会いたします。

　ご苦労さまでした。

（午後５時　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。
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